
別紙４－８ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点】(5／11) 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
3. 材料の選択 

建物・構築物及び機器・配管系の材料について，ダクティ

リティを維持するために必要と考えられる方針を示す。 

 

3.1 建物・構築物 

建物・構築物に使用される材料は「建築基準法・同施行

令」等に準拠し，鉄筋コンクリート材料については「建築

工事標準仕様書・同解説ＪＡＳＳ ５Ｎ原子力発電所施設

における鉄筋コンクリート工事（（社）日本建築学会，

2013 改定）」（以下「ＪＡＳＳ ５Ｎ」という。），「鉄

筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法

－（（社）日本建築学会，1999改定）」等，鉄骨材料は

「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」（（社）日本建

築学会，2005改定）等により選定する。 

なお，鉄筋コンクリート材料についての例を以下に示

す。 

(1) セメント 

セメントは「ＪＡＳＳ ５Ｎ」の規定による。 

(2) 骨材 

使用する骨材の品質，粒形，大きさ，粒度等は「ＪＡＳ

Ｓ ５Ｎ」の規定による。 

(3) 水 

コンクリートの練混ぜに使用する水は「ＪＡＳＳ ５

Ｎ」の規定による。 

(4) 混和材 

コンクリートに用いる混和材料としてはコンクリート用

フライアッシュ及びコンクリート用化学混和剤等がある。

これらの混和材料は「ＪＡＳＳ ５Ｎ」の規定による。 

(5) 鉄筋 

鉄筋は「JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）」に適

合するものを使用する。 

 

3. 材料の選択 

建物・構築物及び機器・配管系の材料について，ダクティ

リティを維持するために必要と考えられる方針を示す。 
 
3.1  建物・構築物 

建物・構築物に使用される材料は「建築基準法・同施行

令」等に準拠し，鉄筋コンクリート材料については「建築

工事標準仕様書・同解説 JASS 5N 原子力発電所施設におけ

る鉄筋コンクリート工事(（社）日本建築学会，2013 改

定)」(以下「JASS 5N」という。），「鉄筋コンクリート構

造計算規準・同解説－許容応力度設計法－(（社）日本建築

学会，1999 改定)」等，鉄骨材料は「鋼構造設計規準－許容

応力度設計法－」(（社）日本建築学会，2005 改定) 等によ

り選定する。 

なお，鉄筋コンクリート材料についての例を以下に示

す。 

(1) セメント 

セメントは「JASS 5N」の規定による。 

(2) 骨材 

使用する骨材の品質，粒形，大きさ，粒度等は「JASS 

5N」の規定による。 

(3) 水 

コンクリートの練混ぜに使用する水は「JASS 5N」の規

定による。 

(4) 混和材 

コンクリートに用いる混和材料としてはコンクリート用

フライアッシュ及びコンクリート用化学混和剤等がある。

これらの混和材料は「JASS 5N」の規定による。 

(5) 鉄筋 

鉄筋は「JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）」に適

合するものを使用する。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
3.2 機器・配管系 

機器・配管系に使用される構造材料は，安全運転の見地

から信頼性の高いものが必要である。 

したがって，「発電用原子力設備に関する構造等の技術

基準」（昭和55 年通商産業省告示501号，最終改正平成15 

年7 月29 日経済産業省告示第277 号），「発電用原子力

設備規格設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版を含

む））」〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－

2005／2007」（日本機械学会）（以下「設計・建設規

格」）等に示されるもの及び化学プラント，火力プラント

や国内外の原子力プラントにおいて十分な使用実績があ

り，かつ，その材料特性が十分把握されているものを使用

する。 

 

 

 

 

 

 

機器・配管系に使用される材料の鋼種は，原則として規

格・基準に示される炭素鋼及び低合金鋼（この２つを総称

して「フェライト鋼」と呼ぶ。），オーステナイト系ステ

ンレス鋼及び非鉄金属を用いる。このうちフェライト鋼に

ついては，使用条件に対して脆性破壊防止の観点から延性

を確保できるよう必要な確認を行う。 

特に考慮すべき事項を以下に示す。 

(1) 均質な組成と機械的性質を持ち，強度上有意な影響を及

ぼす可能性のある欠陥がない材料を使用する。 

 

(2) 使用温度及び供用期間中に対し，著しい材料強度特性，

破壊靭性の低下が生じにくい材料を使用する。 

 

(3) 中性子照射による脆化を考慮して材料を選択する。また

3.2  機器・配管系 

機器・配管系に使用される構造材料は，安全運転の見地

から信頼性の高いものが必要である。 

したがって，「発電用原子力設備に関する構造等の技術

基準」(昭和 55 年通商産業省告示 501 号，最終改正平成

15 年７月 29 日経済産業省告示第 277 号)，「発電用原子

力設備規格設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含

む))〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉JSME S NC1-2005/2007」（日

本機械学会）（以下「設計・建設規格」）等に示されるも

の及び再処理施設の使用環境等を考慮し，化学プラント，

火力プラントや国内外の原子力プラントにおいて十分な使

用実績があるものや，その材料特性が十分把握されている

ものを使用する。 

 

 

 

 

 

 

機器・配管系に使用される材料の鋼種は，原則として規

格・基準に示される炭素鋼，オーステナイト系ステンレス

鋼及び非鉄金属を用いる。 

 

 

 

特に考慮すべき事項を以下に示す。 

(1) 均質な組成と機械的性質を持ち，強度上有意な影響を及

ぼす可能性のある欠陥がない材料を使用する。 

 

(2) 使用温度及び供用期間中に対し，著しい材料強度特性，

破壊靭性の低下が生じにくい材料を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

いては，腐食環

境に考慮した材

料選定として，

硝酸濃度，使用

温度等に応じた

材料選定を行っ

ているため本記

載とした。 

 

再処理施設で用

いる主要材料に

ついて記載し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設は未
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
原子炉圧力容器内には監視試験片を配置し，材料の機械

的性質の変化を監視する。 

 

 

 

(4) 素材として優れた特性を有するとともに，溶接施工，成

形加工においても，その優れた特性を持つ材料を使用す

る。 

(5) 溶接材料は，溶接継手部が母材と同等の性能が得られる

よう選定する。 

 

(6) 冷却材等に対する耐食性の良い材料を使用する。 

 

 

 

 

 

(3) 素材として優れた特性を有するとともに，溶接施工，成

形加工においても，その優れた特性を持つ材料を使用す

る。 

(4) 溶接材料は，溶接継手部が母材と同等の性能が得られる

よう選定する。 

 

(5) 閉じ込め部又は耐圧部に使用する材料は，取り扱う放射

性物質の濃度，硝酸濃度，使用温度等の条件を考慮して

定めた指定材料又はこれと同等以上の特性を有する材料

を選定する。 

 

臨界状態を保持

する設計である

ため，中性子照

射による影響は

記載していな

い。 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

いては，腐食環

境に考慮した材

料選定として，

硝酸濃度，使用

温度等に応じた

材料選定を行っ

ているため本記

載とした。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
4. 耐力，強度等に対する制限 

建物・構築物及び機器・配管系の強度設計に関しては，通

常時の荷重に対してのみならず，地震時荷重等のように短期

間に作用する荷重に対して十分な耐力・強度及びダクティリ

ティを有するように考慮する。 

以下にその内容を示す。 

 

4.1 建物・構築物 

建物・構築物の強度設計に関する基準，規格等としては

「建築基準法・同施行令」，「鉄筋コンクリート構造計算

規準・同解説－許容応力度設計法－」（（社）日本建築学

会，1999 改定），「原子力施設鉄筋コンクリート構造計

算規準・同解説（（社）日本建築学会，2005 制定）」，

「鋼構造設計規準－許容応力度設計法（（社）日本建築学

会，2005 改定）」，「発電用原子力設備規格 コンクリー

ト製原子炉格納容器規格（（社）日本機械学会，2003 制

定）」等があり，これらの規格・基準を適用するものとす

る。 

 

4.2 機器・配管系 

機器・配管系の構造強度及び設計においては，設計・建

設規格を適用するとともにＡＳＭＥ「Boiler and 

Pressure Vessel Code」等を準用する。 

以下，機器・配管系のダクティリティを維持するために

必要な破壊防止の基本的考え方を示す。 

(1) 脆性破壊が生じないように，十分な靱性を有する材料を

選定する。また，使用材料が設計・建設規格の破壊靱性

試験に対する要求に適合していることを確認する。 

 

 

 

 

 

4. 耐力・強度等に対する制限 

建物・構築物及び機器・配管系の強度設計に関しては，通

常時の荷重に対してのみならず，地震時荷重等のように短期

間に作用する荷重に対して十分な耐力・強度及びダクティリ

ティを有するように考慮する。 

以下にその内容を示す。 

 

4.1  建物・構築物 

建物・構築物の強度設計に関する基準，規格等としては

「建築基準法・同施行令」，「鉄筋コンクリート構造計算

規準・同解説－許容応力度設計法－」(（社）日本建築学

会，1999 改定），「原子力施設鉄筋コンクリート構造計

算規準・同解説(（社）日本建築学会，2005 制定)」，

「鋼構造設計規準－許容応力度設計法(（社）日本建築学

会，2005 改定)」，「発電用原子力設備規格 コンクリー

ト製原子炉格納容器規格（（社）日本機械学会，2003 制

定）」等があり，これらの規格・基準を適用するものとす

る。 

 

4.2  機器・配管系 

機器・配管系の構造強度設計においては，JEAG4601，設

計・建設規格等を準用する。 

 

以下に機器・配管系のダクティリティを維持するために

必要な破壊防止の基本的考え方を示す。 

(1) 脆性破壊が生じないように，十分な靱性を有する材料を

選定する。また，使用材料が設計・建設規格の破壊靱性

試験に対する要求に適合していることを確認する。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
 

(2) 延性破壊又は疲労破壊が生じないように添付書類「Ｖ-2

－1－9 機能維持の基本方針」に基づき応力制限を行う

とともに，必要に応じて疲労解析を行う。 

(3) 座屈現象が生じないように，発生荷重を許容座屈荷重以

下に制限する。 

(4) クリープに関しては，使用温度において供用期間中に支

障が生じないように材料を選定する。 

(5) 応力腐食割れが生じないように，水質管理，材料選定及

び残留応力の低減等の配慮を行う。 

 

(1) 延性破壊又は疲労破壊が生じないように添付書類「Ⅳ－

１－１－８ 機能維持の基本方針」に基づき応力制限を

行うとともに，必要に応じて疲労解析を行う。 

(2) 座屈現象が生じないように，発生荷重を許容座屈荷重以

下に制限する。 

(3) クリープに関しては，使用温度において供用期間中に支

障が生じないように材料を選定する。 

(4) 応力腐食割れが生じないように，材料選定及び残留応力

の低減等の配慮を行う。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
5. 品質管理上の配慮 

建物・構築物及び機器・配管系のダクティリティを維持す

るためには前項で示したように構造計画上の配慮，材料の選

択及び耐力・強度等に対する制限に留意するとともに，設計

及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書に基づき品

質管理を十分に行う。 

以下に建物・構築物及び機器・配管系について，計画，設

計した耐力・強度等が得られるように，品質管理上特に留意

すべき事項を示す。 

5.1 建物・構築物 

建物・構築物に対する品質管理は「ＪＡＳＳ ５Ｎ」等

に準拠するが，ダクティリティを保証する意味で特に留意

する項目を次に示す。 

(1) 材料管理 

セメント，水，骨材，鉄筋，鉄骨等が規定の仕様を満た

していることを確認する。 

(2) 配筋管理 

配筋が設計図書，仕様書どおりであることを確認する。 

(3) 鉄骨等の溶接管理 

規定どおりに溶接されていることを確認する。 

(4) 調合管理 

規定どおりに調合されていることを確認する。 

(5) 打込み，養生管理 

規定，仕様書どおり打込み，養生が行われていることを

確認する。 

(6) 強度管理 

設計した強度等が得られていることを確認するため，規

定等に従って試験し管理する。 

 

5.2 機器・配管系 

機器・配管系に対する品質管理は，設計・建設規格，ＡＳ

ＭＥ「Boiler and Pressure Vessel Code」等に準拠するが，

ダクティリティを保証する意味で特に留意する項目を次に示

5. 品質管理上の配慮 

建物・構築物及び機器・配管系のダクティリティを維持す

るためには前項で示したように構造計画上の配慮，材料の選

択及び耐力・強度等に対する制限に留意するとともに，設計

及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に

基づき品質管理を十分に行う。 

以下に建物・構築物及び機器・配管系について，計画，設

計した耐力・強度等が得られるように，品質管理上特に留意

すべき事項を示す。 

5.1  建物・構築物 

建物・構築物に対する品質管理は「JASS 5N」等に準拠

するが，ダクティリティを保証する意味で特に留意する項

目を次に示す。 

(1) 材料管理 

セメント，水，骨材，鉄筋，鉄骨等が規定の仕様を満た

していることを確認する。 

(2) 配筋管理 

配筋が設計図書，仕様書どおりであることを確認する。 

(3) 鉄骨等の溶接管理 

規定どおりに溶接されていることを確認する。 

(4) 調合管理 

規定どおりに調合されていることを確認する。 

(5) 打込み，養生管理 

規定，仕様書どおり打込み，養生が行われていることを

確認する。 

(6) 強度管理 

設計した強度等が得られていることを確認するため，規

定等に従って試験し管理する。 

 

5.2  機器・配管系 

機器・配管系に対する品質管理は，設計及び工事に係る

品質マネジメントシステムに関する説明書に基づき行う

が，ダクティリティを保証する意味で特に留意する項目を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器・配管系に

おける品質管理

は，設計及び工

事に係る品質マ
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考  
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 材料管理 

素材，溶接材料について設計仕様書等に示すものが使用

されていることを確認する。 

 

(2) 強度管理 

素材，溶接部の試験片による強度，ＲＴＮＤＴ等の試

験，耐圧，漏えい及び振動試験によって確認する。 

 

 

 

(3) 製作・据付管理 

設計仕様書，設計図書等に示すとおり製作，据付けが行

われていることを確認する。 

(4) 保守・点検 

据付け後も供用期間中検査等必要な管理を行う。 

以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 材料管理 

素材，溶接材料について設計仕様書等に示すものが使用

されていることを確認する。 

 

(2) 強度管理 

非破壊試験，適切な耐圧試験，漏えい試験等によって確

認する。 

 

 

 

(3) 製作・据付管理 

設計仕様書，設計図書等に示すとおり製作，据付けが行

われていることを確認する。 

(4) 保守・点検 

据付け後も自主検査等必要な管理を行う。 

ネジメントシス

テムに関する説

明書に示すグレ

ードに応じて行

うため，本記載

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の技

術基準解釈に基

づく内容を記載

した。 

 

 

 

 

再処理施設にお

いて据付後に実

施する内容を記

載した。 
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【Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針】(1／16) 
 

 

東海第二発電所 再処理施設 備考 

Ⅴ－２－１－１１ 機器・配管の耐震支持設計方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 機器の支持構造物 

2.1  基本原則 

2.2  支持構造物の設計 

3. 電気計測制御装置 

3.1 基本原則 

3.2 支持構造物の設計 

4. 配管の支持構造物 

4.1 基本原則 

4.2 支持構造物の設計 
 
 
 
 
 
 

5. その他特に考慮すべき事項 

 

Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 機器の耐震設計 

2.1  基本方針 

3．支持構造物の設計 

 

 

  

 

 

 

3.1  設計手順 

4. 支持構造物，基礎ボルト及び基礎の設計 

4.1  支持構造物の設計 

4.2  基礎ボルトの設計 

4.3  基礎の設計方針 

5. その他特に考慮すべき事項 

 

再処理施設にお

いては，機器，

配管系について

各々支持構造物

の設計方針が異

なることから個

別の設計方針を

作成している。

よって，本資料

との比較におい

ては，東海第二

の機器の耐震支

持設計方針部分

との比較を行

う。 
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1. 概要 

機器・配管の耐震設計を行う場合，基本設計条件（耐震重

要度，設計温度・圧力，動的・静的機器等），プラントサイ

ト固有の環境条件（地震，風，雪，気温等），形状，設置場

所等を考慮して各々に適した支持条件（拘束方向，支持反

力，相対変位等）を決め，支持構造物を選定する必要があ

る。 

また，現地施工性や機器等の運転操作・保守点検の際に支

障とならないこと等についても配慮し設計する。 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概

要」のうち「9.機器・配管系の支持方針について」に基づ

き，各々の機器・配管の支持方法及び支持構造物の耐震設計

方針を説明するものである。 

 

2. 機器の支持構造物 

2.1 基本原則 

機器の耐震支持方針は下記によるものとする。 

(1) 重要な機器は岩盤上に設けた強固な基礎又は岩盤により支

持され十分耐震性を有する構築物内の基礎上に設置する。 

 

(2) 支持構造物を含め十分剛構造とすることで建屋との共振を

防止する。 

(3) 剛性を十分に確保できない場合は，機器系の振動特性に応

じた地震応答解析により，応力評価に必要な荷重等を算定

し，その荷重等に耐える設計とする。 

(4) 重心位置を低くおさえる。 

(5) 配管反力をできる限り機器に持たせない構造とする。 

(6) 偏心荷重を避ける。 

(7) 高温機器は熱膨張を拘束しない構造とする。 

(8) 動的機能が要求されるものについては地震時に機能を喪失

しない構造とする。 

(9) 内部構造物については容器との相互作用を考慮した構造と

する。 

(10) 支持架構上に設置される機器については架構を十分剛に設

計すると同時に，必要に応じ架構の剛性を考慮した耐震設計を

行う。 

1. 概要 

機器の耐震設計を行う場合，基本設計条件(耐震重要度，設

計温度，圧力，動的・静的機器等)，再処理施設固有の環境条

件(地震，風，雪，気温等)，形状，設置場所等を考慮して各々

に適した支持条件(拘束方向，支持反力，相対変位等)を決め，

支持構造物を選定する必要がある。 

 

また，現地施工性や機器等の運転操作・保守点検の際に支障

とならないこと等についても配慮し設計する。 

本資料は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち「10. 機器・配管系の支持方針について」に基づき，

各々の機器の支持方法及び支持構造物の耐震設計方針を説明す

るものである。 

 

2. 機器の耐震設計 

2.1  基本原則 

機器の耐震支持方針は下記によるものとする。 

(1) 重要な機器は岩盤上に設けた強固な基礎又は岩盤により支

持され十分耐震性を有する建物・構築物内の基礎上に設置

する。 

(2) 支持構造物を含め十分剛構造とすることで建物・構築物と

の共振を防止する。 

(3) 剛性を十分に確保できない場合は，機器系の振動特性に応

じた地震応答解析により，応力評価に必要な荷重等を算定

し，その荷重等に耐える設計とする。 

(4) 重心位置を低くおさえる。 

(5) 配管反力をできる限り機器にもたせない構造とする。 

(6) 偏心荷重を避ける。 

(7) 高温機器は熱膨張を拘束しない構造とする。 

(8) 動的機能が要求されるものについては地震時に機能を喪失

しない構造とする。 

(9) 内部構造物については容器との相互作用を考慮した構造と

する。 

(10) 支持架構上に設置される機器については架構を十分剛に

設計すると同時に，必要に応じ架構の剛性を考慮した耐震

設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支持構造物だけ

でなく，機器の

支持方針全般を

示していること

から，項目名を

「機器の耐震設

計」とした。 
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2.2 支持構造物の設計 

2.2.1. 設計手順 

機器類の配置，構造計画に際しては，建物・構築物，配

管，ダクト等機器類以外の設備との関連，設置場所の環境条

件，現地施工性等の関連を十分考慮して総合的な調整を行

い，機器類の特性，運転操作及び保守点検の際に支障となら

ないこと等についての配慮を十分加味した耐震設計を行うよ

う考慮する。 

設計手順を図2-1，図2-2，図2-3に示す。 

支持構造物の設計は，建屋基本計画及び機器の基本設計条

件等から配置設計を行い，支持する機器，配管の耐震解析，

機能維持の検討により強度及び支持機能を確認し，詳細設計

を行う。このとき，高温機器については，熱膨張解析による

熱膨張変位を拘束しない設計とするよう配慮する。 

 

 

3．支持構造物の設計 

3.1  設計手順 

機器類の配置，構造計画に際しては，建物・構築物，配

管，ダクト等機器類以外の設備との関連，設置場所の環境条

件，現地施工性等の関連を十分考慮して総合的な調整を行

い，機器類の特性，運転操作及び保守点検の際に支障となら

ないこと等についての配慮を十分加味した耐震設計を行うよ

う考慮する。 

設計手順を第 3.1-１図に示す。 

支持構造物の設計は，建物・構築物基本計画及び機器の基

本設計条件等から配置設計を行い，支持する機器，配管の耐

震解析，機能維持の検討により強度及び支持機能を確認し，

詳細設計を行う。このとき，高温機器については，熱膨張解

析による熱膨張変位を拘束しない設計とするよう配慮する。 
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 先行炉では，主

要機器，一般機

器等ごとに設計

フローを展開し

ているが，再処

理施設における

設計手順は全て

の機器を対象と

していることか

ら，６頁に再処

理施設の設計手

順を記載した。 
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  先行炉では，主

要機器，一般機

器等ごとに設計

フローを展開し

ているが，再処

理施設における

設計手順は全て

の機器を対象と

していることか

ら，６頁に再処

理施設の設計手

順を記載した。 
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地震荷重 熱荷重 機械荷重

機器主体構造設計
（構造形状，材料，板厚等）

圧力荷重

支持構造設計
（支持位置，支持方法，剛性等）

耐震計算

機能維持の検討

基礎図

Ｎｏ

Ｙｅｓ

構造図

 
第 3.1-1 図 機器支持構造物の設計手順 

 

再処理施設にお

ける設計手順と

して，設備に加

わる荷重に対し

て構造強度，機

能維持を確保す

る設計手順を記

載した。 

465



別紙４－９ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
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2.2.2 支持構造物及び基礎の設計 

(1) 支持構造物の設計（埋込金物を除く） 

a. 設計方針 

支持構造物の設計は，機器を剛に支持することを原則と

し，機器の重心位置をできる限り低くするとともに，偏心荷

重をおさえるよう設計する。 

また，熱膨張変位の大きいものについては，その変位を拘

束することなく，自重，地震荷重等に対し，有効な支持機能

を有するよう設計する。 

 

b. 荷重条件 

支持構造物設計に当たっては機器の自重，積載荷重，運転

荷重等通常時荷重の他に，地震時荷重，事故時荷重を考慮す

る。 

また，屋外機器については積雪荷重，風荷重の屋外特有の

荷重を考慮する。 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機

能維持の基本方針」に従う。 

 

c. 種類及び選定 

支持構造物は大別して，機能材と構造材とに分け設計を行

い，下記に従い選定する。 

(a) 機能材 

耐圧母材の機能維持に必須のもので，母材に直接接合さ

れており構造物境界が明瞭でなく，当該支持構造材の部分

的損傷が直接母材の機能低下をもたらすおそれのある重要

なものに使用する。 

また，部材については，容器と同等の応力算定を行い，

十分な強度を有するよう設計する。 

（代表例）容器の支持構造物取付用ラグ，ブラケット等 

 

(b) 構造材 

当該支持構造体が単に耐圧母材を支持することのみを目

的とするものであり，当該材と母材との構造物境界が明瞭

で，当該材の部分的損傷は直接母材の機能低下をもたらさ

ないようなものに使用する。 

4. 支持構造物及び基礎の設計 

4.1  支持構造物の設計（埋込金物を除く） 

(1) 設計方針 

支持構造物の設計は，機器を剛に支持することを原則とし，

機器の重心位置をできる限り低くするとともに，偏心荷重をお

さえるよう設計する。 

また，熱膨張変位の大きいものについては，その変位を拘束

することなく，自重，地震荷重等に対し，有効な支持機能を有

するよう設計する。 

 

(2) 荷重条件 

支持構造物設計に当たっては機器の自重，積載荷重，運転荷

重等通常時荷重の他に，地震時荷重，事故時荷重を考慮する。 

 

また，屋外機器については積雪荷重，風荷重の屋外特有の荷

重を考慮する。 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅳ－１－１－

８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

(3) 種類及び選定 

支持構造物は大別して，機能材と構造材とに分け設計を行

い，下記に従い選定する。 

ａ．機能材 

耐圧母材の機能維持に必須のもので，母材に直接接合されて

おり構造物境界が明瞭でなく，当該支持構造材の部分的損傷が

直接母材の機能低下をもたらすおそれのある重要なものに使用

する。 

また，部材については，容器と同等の応力算定を行い，十分

な強度を有するよう設計する。 

 

 

ｂ．構造材 

当該支持構造体が単に耐圧母材を支持することのみを目的と

するものであり，当該材と母材との構造物境界が明瞭で，当該

材の部分的損傷は直接母材の機能低下をもたらさないようなも

のに使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表例は後次回

申請範囲に含ま

れることから，

後次回申請にて

示す（以降，代

表例に関する差

異理由は同
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また，部材については，鋼構造設計規準等に準拠して設

計する。 

（代表例）支持脚，支持柱，支持架構，ボルト，スナッ

バ 

 

また，部材については，鋼構造設計規準等に準拠して設計す

る。 
 

 

様）。 
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(2) 埋込金物の設計 

a. 設計方針 

機器の埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝

え，支持構造物と一体となって支持機能を満たすように設計

する。 

埋込金物の選定は，機器の支持方法，支持荷重及び配置を

考慮して行う。このとき，補機の埋込金物及び定着部は，原

則としてボルトの限界引き抜き力に対して，コンクリート設

計基準強度及びせん断力算定断面積による引き抜き耐力が上

回るよう埋込深さを算定することで，基礎ボルトに対して十

分な余裕を持つように設計する。 

 

 

b. 荷重条件 

埋込金物の設計は，機器から伝わる荷重に対し，その荷重

成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについ

ては，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に従う。 

 

 

c. 種類及び選定 

埋込金物には下記の種類があり，それぞれ使用用途に合せ

て選定する。 

 

(a) 基礎ボルト形式（スリーブ付） 

タンク，ポンプ等，基礎ボルト本数が多く，高い据付け

精度が必要な機器に使用する。 

（代表例）ほう酸水貯蔵タンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  埋込金物の設計 

(1) 設計方針 

機器の埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝

え，支持構造物と一体となって支持機能を満たすように設計す

る。 

埋込金物の選定は，機器の支持方法，支持荷重及び配置を考

慮して行う。このとき，定着部は，原則としてボルトの限界引

き抜き力に対して，コンクリート設計基準強度及びせん断力算

定断面積による引き抜き耐力が上回るよう埋込深さを算定する

ことで，基礎ボルトに対して十分な余裕を持つように設計す

る。 

 

 

(2) 荷重条件 

埋込金物の設計は，機器から伝わる荷重に対し，その荷重成

分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについて

は，添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に従

う。 

 

(3) 種類及び選定 

埋込金物には下記の種類があり，それぞれ使用用途に合せて

選定する。 
 

ａ．基礎ボルト形式(スリーブ付) 

タンク，ポンプ等，基礎ボルト本数が多く，比較的質量が大

きい機器に使用する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

先行炉では原子

炉，タービン等

の主要機器以外

であるポンプ，

タンク等を補機

としているが，

再処理施設にお

いてはポンプ，

タンク等を補機

として位置付け

ていないことか

ら定着部に対す

る記載とした。 

 

 

 

 

 

 

スリーブの有無

については据付

精度ではなく，

基礎ボルト本数

や質量に応じて

使用しているこ

とから実態に合

わせた記載とし

た。 
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【Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針】(11／16) 
 

 

(b) 基礎ボルト形式（スリーブ無し） 

基礎ボルト本数が少ない機器の支持構造物，あるいは高

い据付け精度が必要でない一般機器，タンク等に多く使用

する。 

（代表例）残留熱除去系ポンプ 

 

 
 

(c) 後打アンカ 

打設後のコンクリートに穿孔機で孔をあけて設置するも

ので，ケミカルアンカ又はメカニカルアンカを使用する。

ただし，ケミカルアンカは，要求される支持機能が維持で

きる温度条件で使用する。メカニカルアンカは振動が大き

い箇所に使用しない。 

後打アンカの設計は，ＪＥＡＧ４６０１・補-1984又は

「各種合成構造設計指針・同解説」（日本建築学会，2010

年改定）に基づき設計する。また，アンカメーカが定める

施工要領に従い設置する。 

（代表例）電気盤 

 

ｂ．基礎ボルト形式(スリーブ無し) 

基礎ボルト本数が少ない機器の支持構造物，比較的軽量な機

器，タンク等に使用する。 
 

 
 

 
 

ｃ．後打アンカ 

打設後のコンクリートに穿孔機で孔をあけて設置するもの

で，ケミカルアンカ又はメカニカルアンカを適用する。ただ

し，ケミカルアンカは，要求される支持機能が維持できる温度

条件で使用する。メカニカルアンカは振動が大きい箇所に使用

しない。 

後打アンカの設計は，JEAG4601・補-1984 又は「各種合成構

造設計指針・同解説」(日本建築学会，2010 年改定)に基づき

設計する。また，アンカメーカが定める施工要領に従い設置す

る。 
 
 

 

 

4.2（3）a.項に

合わせた記載と

した 
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【Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針】(13／16) 
 

 

(3) 基礎の設計 

a. 設計方針 

機器の基礎は，支持構造物から加わる自重，地震荷重に対

し，有効な支持機能を有するよう設計する。基礎の選定は，

機器の支持方法，支持荷重及び配置を考慮して行う。 

 

b. 荷重条件 

基礎の設計は，機器から伝わる荷重に対し，荷重成分の組

合せを考慮して行う。 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機

能維持の基本方針」に従う。 

c. 種類及び選定 

基礎は機器の種類，設置場所により，下記に従い選定す

る。 

 

(a) 主要機器の基礎 

イ. 原子炉圧力容器の基礎 

原子炉圧力容器の基礎は，原子炉圧力容器の支持構造

物から加わる自重，熱膨張荷重，地震荷重，事故時荷重

等の鉛直・水平荷重及びダイヤフラム・フロアからの鉛

直・水平荷重に対して，十分耐え得る鉄筋コンクリート

造の構造とする。 

 

（b） 一般機器の基礎 

イ. 屋内の基礎 

屋内に設置される一般機器の支持構造物は，建屋の床

壁あるいは天井を基礎として設置される。従って建屋設

計に際しては，これら機器からの荷重を十分考慮した堅

固な鉄筋コンクリート造とする。 

機器を床に設置する場合，一般に基礎は水はけをよく

するため，かさ上げする。支持構造物は，鉄筋コンクリ

ート造に十分深く埋め込んだ基礎ボルトにより基礎に固

定する。 

機器を壁あるいは天井から支持する場合は，一般にあ

らかじめ壁あるいは天井の鉄筋コンクリート造に埋込金

物を埋め込み，支持構造物を溶接あるいはボルトにより

4.3  基礎の設計 

(1) 設計方針 

機器の基礎は，支持構造物から加わる自重，地震荷重に対

し，有効な支持機能を有するよう設計する。基礎の選定は，機

器の支持方法，支持荷重及び配置を考慮して行う。 

 

(2) 荷重条件 

基礎の設計は，機器から伝わる荷重に対し，荷重成分の組合

せを考慮して行う。 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅳ－１－１－

８ 機能維持の基本方針」に従う。 

(3) 種類及び選定 

基礎は機器の種類，設置場所により，下記に従い選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．屋内の基礎 

屋内に設置される機器の支持構造物は，建屋の床壁ある

いは天井を基礎として設置される。従って建屋設計に際し

ては，これら機器からの荷重を十分考慮した堅固な鉄筋コ

ンクリート造とする。 

機器を床に設置する場合，一般に基礎は水はけをよくす

るため，かさ上げする。支持構造物は，鉄筋コンクリート

造に十分深く埋め込んだ基礎ボルトにより基礎に固定す

る。 

機器を壁あるいは天井から支持する場合は，一般にあら

かじめ壁あるいは天井の鉄筋コンクリート造に埋込金物を

埋め込み，支持構造物を溶接あるいはボルトにより固定す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

ける設計方針と

しては，主要機

器と一般機器に

分類しておら

ず，屋内と屋外

の分類であるた

め本記載とし

た。 
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固定する。 

 

ロ. 屋外の基礎 

屋外に設置される機器は岩盤上の鉄筋コンクリート造

上に設置される。 

基礎は基礎自身の自重，地震荷重の他に基礎上に設置

される機器からの通常時荷重，地震時荷重，風荷重を考

慮して十分強固であるよう設計する。 

機器支持構造物は一般に基礎中に埋め込んだ基礎ボル

トにより固定する。 

 

る。 

 

ｂ．屋外の基礎 

屋外に設置される機器は岩盤上の鉄筋コンクリート造

上に設置される。 

基礎は基礎自身の自重，地震荷重の他に基礎上に設置

される機器からの通常時荷重，地震時荷重，積雪荷重，

風荷重を考慮して十分強固であるよう設計する。 
機器支持構造物は一般に基礎中に埋め込んだ基礎ボル

トにより固定する。 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化と

して，図書間の

整合を図るた

め，添付書類

「Ⅳ-1-1-8 機能

維持の基本方

針」の記載に合

わせて積雪荷重

についても記載

した。 
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東海第二発電所 再処理施設 備考 

5. その他特に考慮すべき事項 

（1）機器と配管の相対変位に対する考慮 

機器と配管との相対変位に対しては，配管側のフレキ

シビリティでできる限り変位を吸収することとし，機器

側管台部又は支持構造物に過大な反力を生じさせないよ

う配管側のサポート設計において考慮する。 

 

（2）動的機器の支持に対する考慮 

ポンプ，ファン等の動的機器に対しては地震力の他に

機器の振動を考慮して支持構造物の強度設計を行う。 

また，振動による軸芯のずれを起こさないよう，据付

台の基礎へのグラウト固定，取付ボルトの回り止め等の

処置を行う。 

 

（3）建屋・構築物との共振の防止 

支持に当たっては裾付場所に応じ，建屋・構築物の共

振領域からできるだけ外れた固有振動数を持つよう考慮

する。また，共振領域近くで設計する場合は地震応答に

対して十分な強度余裕を持つようにする。 

 

（4）波及的影響の防止 

耐震重要度分類における下位クラスの機器の破損によ

って上位クラスの機器に波及的影響を及ぼすことがない

よう配置等を考慮して設計するが，波及的影響が考えら

れる場合には，下位クラス機器の支持構造物は上位クラ

スに適用される地震動に対して設計する。 

 

（5）隣接する設備 

配管が他の配管又は諸設備と接近して設置される場合

は，地震，自重，熱膨張及び機械的荷重による変位があ

っても干渉しないようにする。保温材を施工する配管に

ついては，保温材の厚みを含めても干渉しないようにす

る。 

 

（6）材料の選定 

5. その他特に考慮すべき事項 

(1) 機器と配管の相対変位に対する考慮 

機器と配管との相対変位に対しては，配管側のフレキシビリ

ティでできる限り変位を吸収することとし，機器側管台部又は

支持構造物に過大な反力を生じさせないよう配管側のサポート

設計において考慮する。 

 

(2) 動的機器の支持に対する考慮 

ポンプ，ファン等の動的機器に対しては地震力の他に機器の

振動を考慮して支持構造物の強度設計を行う。 

また，振動による軸芯のずれを起こさないよう，据付台の基

礎へのグラウト固定，取付ボルトの回り止め等の処置を行う。 

 

 

(3) 建屋・構築物との共振の防止 

支持に当たっては据付場所に応じ，建屋・構築物の共振領域

からできるだけ外れた固有振動数を持つよう考慮する。また，

共振領域近くで設計する場合は地震応答に対して十分な強度余

裕を持つようにする。 

 

(4) 波及的影響の防止 

耐震重要度分類における下位クラスの機器の破損によって上

位クラスの機器に波及的影響を及ぼすことがないよう配置等を

考慮して設計するが，波及的影響が考えられる場合には，下位

クラス機器の支持構造物は上位クラスに適用される地震動に対

して設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 材料の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東海第二におけ

る本方針は，機

器・配管につい

て纏められてい

るが，再処理施

設においては，

機器と配管それ

ぞれに分けて申
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東海第二発電所 再処理施設 備考 

材料選定に当たっては，使用条件下における強度に配

慮し，十分な使用実績があり，材料特性が把握された安

全上信頼性の高いものを使用する。 

また，V－2－1－10「ダクティリティに関する設計方

針」の材料の選択方針に基づき，ダクティリティを持つ

よう配慮する。 

材料選定に当たっては，使用条件下における強度に配慮し，

十分な使用実績があり，材料特性が把握された安全上信頼性の

高いものを使用する。 

また，添付書類「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の

留意点」の材料の選択方針に基づき，ダクティリティを持つよ

う配慮する。 

 

 

 

 

(6) 移動式設備に対する考慮 

基礎又は支持架構上に固定されていない移動式設備について

は，転倒等による落下を防止するための措置を講じる。また，

揚重機能を有するクレーン類のワイヤロープ等については，搬

送する物品等が浮き上がった場合に作用する荷重に対して，耐

震重要施設の安全機能に影響を与えないように設計する。 

 

請しているた

め，(5)の配管に

対する設計方針

内容について

は，添付書類

「Ⅳ-1-1-11-1

配管の耐震支持

方針」に記載し

ている。 

 

鉛直方向動的地

震力に対する設

計上の考慮事項

を記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(1／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
Ⅴ-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針 

Ⅴ-2-1-12-1 配管及び支持構造物の耐震計算について 

※本比較表においては，東海第二の「Ⅴ-2-1-12-1 配管及び支

持構造物の耐震計算について」及び「Ⅴ-2-1-11 機器・配管の

耐震支持設計方針」から引用している。このことから、引用先

の図書を明確にするために，東海第二の記載内容に引用先の図

書番号を付記する。

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(2／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

1. 概要 （Ⅴ-2-1-12-1）

4.1 基本原則（Ⅴ-2-1-11） 

2. 配管系及び支持構造物の設計手順（Ⅴ-2-1-12-1）

3. 配管系の設計

3.1 基本方針

3.1.1 重要度別による設計方針 

3.1.2 配管系の設計において考慮すべき事項 

3.2 3 次元はりモデルによる解析 

3.3 応力を基準とした標準支持間隔法 

3.3.1 直管部の支持間隔 

3.3.2 曲がり部の支持間隔 

3.3.3 集中質量部の支持間隔 

3.3.4 分岐部の支持間隔 

3.3.5 支持点の設定方法 

3.3.6 支持点を設定する上での考慮事項 

3.3.7 設計上の処置方法 

3.3.8 標準支持間隔 

3.4 振動数を基準とした標準支持間隔法 

4. 支持構造物の設計

4.1 概要

4.2 基本原則

4.2.1 支持構造物の設計において考慮すべき事項 

4.2.2 支持構造物の設計荷重 

4.3 支持装置の設計 

1. 配管の耐震支持方針

1.1 概要 

1.2 配管の設計手順 

1.2.1 基本原則 

1.2.2 配管及び支持構造物の設計手順 

1.3 配管の設計 

1.3.1 基本方針 

1.3.1.1 重要度による設計方針 

1.3.1.2  配管の設計において考慮すべき事項 

1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法 

1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法 

1.3.3.1 直管部の支持間隔 

1.3.3.2 曲がり部の支持間隔 

1.3.3.3 集中質量部の支持間隔 

1.3.3.4 分岐部の支持間隔 

1.3.3.5 Ｚ形部の支持間隔 

1.3.3.6 門形部の支持間隔 

1.3.3.7 分岐＋曲がり部の支持間隔 

1.3.3.8 支持点の設定方法 

1.3.3.9 支持点を設定する上での考慮事項 

1.3.3.10 設計上の処置方法 

1.4 標準支持間隔を用いた評価方法に対する分類 

2. 支持構造物の設計

2.1 概要 

2.2 設計の基本方針 

2.2.1 設計方針 

2.2.2 荷重条件 

2.2.3 種類及び選定 

2.2.4 支持構造物の設計において考慮すべき事項 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(3／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4.3.1 概要 

4.3.2 支持装置の選定 

4.3.3 支持装置の使用材料 

4.3.4 支持装置の強度及び耐震評価方法 

4.4 支持架構及び付属部品の設計 

4.4.1 概要 

4.4.2 支持架構及び付属部品の選定 

4.4.3 支持架構及び付属部品の使用材料 

4.4.4 支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価方法 

4.5 埋込金物の設計 

4.5.1 概要 

4.5.2 埋込金物の選定 

4.5.3 埋込金物の強度及び耐震評価方法 

5. 耐震評価結果

5.1 支持構造物の耐震評価結果

5.1.1 概要 

5.1.2 支持構造物の耐震評価結果 

5.2 代表的な支持構造物の耐震計算例 

5.2.1 支持構造物の耐震計算例 

5.2.2 個別の処置方法 

2.3 支持装置の設計 

2.3.1 概要 

2.3.2 支持装置の選定 

2.3.3 支持装置の使用材料 

2.3.4 支持装置の強度及び耐震評価方法 

2.3.4.1 定格荷重 

2.3.4.2 支持装置の強度計算式 

2.4 支持架構及び付属部品の設計 

2.4.1 概要 

2.4.2 設計方針 

2.4.3 荷重条件 

2.4.4 種類及び選定 

2.4.5 支持架構及び付属部品の選定 

2.4.6 支持架構及び付属部品の使用材料 

2.4.7 支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価方法 

2.5 埋込金物の設計 

2.5.1 概要 

2.5.2 埋込金物の設計 

2.5.3 基礎の設計 

2.5.4 埋込金物の選定 

2.5.5 埋込金物の強度及び耐震評価方法 

3. 耐震評価結果

3.1 支持構造物の耐震評価結果

3.2 代表的な支持構造物の耐震計算例 

3.2.1 支持構造物の耐震計算例 

3.2.2 個別の処置方法 

4. その他の考慮事項

4.1 機器と配管の相対変位に対する考慮 

4.2 建屋・構築物との共振の防止 

4.3 波及的影響の防止 

4.4 隣接する設備 

4.5 材料の選定 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(4／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

1. 概要（Ⅴ-2-1-12-1）

本方針は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概

要」及び添付書類「Ⅴ-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方

針」に基づき，配管系及びその支持構造物について，耐震設

計上十分安全であるように考慮すべき事項を定めたものであ

る。 

4.1 基本原則（Ⅴ-2-1-11） 

配管及び弁の耐震支持方針は下記によるものとする。 

(1) 支持構造物は，剛な床，壁面等から支持することとする。

(2) 支持構造物を含め建屋との共振を防止する。

(3) 架台はり及び内部鉄骨から支持する場合は，支持部剛性と

支持構造物の剛性を連成して設計する。

(4) 支持構造物は，拘束方向の支持点荷重に対して十分な強度

があり，かつ剛性を有するものを選定する。

(5) 機器管台に接続される配管については，機器管台の許容荷

重を超えないように支持構造物の設計を行う。

(6) 高温となる配管については，熱膨張変位を過度に拘束しな

い設計とする。

(7) 熱膨張変位を過度に拘束しないために，配管系の剛性を十

分に確保できない場合は，配管系の振動特性に応じた地震応答

解析により，応力評価に必要な荷重等を算定し，その荷重等に

耐える設計とする。

(8) 地震時の建屋間相対変位を考慮する場所については，その

変位に対して十分耐える設計とする。

(9) 水撃現象が生じる可能性のある場所については，その荷

重に十分耐える設計とする。

2. 配管系及び支持構造物の設計手順（Ⅴ-2-1-12-1）

配管経路は建屋形状，機器配置計画とともに系統の運転条

件，機器等への接近性，保守点検性の確保を考慮した上，配

管系の熱による変位の吸収，耐震設計上の重要度分類に応じ

た耐震性の確保に関し最適設計となるよう配置を決定する。

1. 配管の耐震支持方針

1.1 概要 

本方針は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」

に基づき，再処理施設の配管及びその支持構造物について，

耐震設計上十分安全であるように考慮すべき事項を定めたも

のである。 

1.2 配管の設計手順 

1.2.1  基本原則 

配管の耐震支持方針は下記によるものとする。 

(1) 支持構造物は，剛な床，壁面等から支持することとす

る。

(2) 支持構造物を含め建屋との共振を防止する。

(3) 架台はり及び内部鉄骨から支持する場合は，支持部剛性

と支持構造物の剛性を連成して設計する。

(4) 支持構造物は，拘束方向の支持点荷重に対して十分な強

度があり，かつ剛性を有するものを選定する。

(5) 機器管台に接続される配管については，機器管台の許容

荷重を超えないように支持構造物の設計を行う。

(6) 高温となる配管については，熱膨張変位を過度に拘束し

ない設計とする。

(7) 熱膨張変位を過度に拘束しないために,配管系の剛性を十

分に確保できない場合は，配管系の振動特性に応じた地震

応答解析により必要な荷重等を算定し，その荷重等に耐え

る設計とする。

(8) 地震時の建屋間相対変位を考慮する場所については，そ

の変位に対して十分耐える設計とする。

(9) 水撃現象が生じる可能性のある場所については，その荷

重に十分耐える設計とする。

1.2.2  配管及び支持構造物の設計手順 

配管経路は建屋形状，機器配置計画とともに系統の運転条

件，機器等への接近性，保守点検性の確保を考慮した上，配

管の熱膨張による変位の吸収，耐震設計上の重要度分類に応

じた耐震性の確保に関し最適設計となるよう配置を決定す

記載の適正化と

して，図書間の

整合を図るため

「Ⅳ-1-1 耐震設

計の基本方針」
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(5／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
また，この際，配管内にドレンが溜まったり，エアポケット

が生じたりしないようにするとともに，水撃現象の生じる可

能性のあるものについては十分に配慮するものとする。 

地震による建屋間等相対変位を考慮する必要のある場所に

配置されるものについては，その変位による変形に対して十

分耐えられるようにし，また，ポンプ，容器等のノズルに対

する配管反力が過大とならないよう併せて考慮する。 

以上を考慮の上決定された配管経路について，多質点系モ

デル（3 次元はりモデル）による解析又は標準支持間隔法に

より配管系及び支持構造物の設計を行う。 

（Ⅴ-2-1-11） 

支持装置は，標準化された製品の中から，配管から受ける荷

重に対し十分な強度があるものを選定する。 

る。また，この際，配管内にドレンが溜まったり，エアポケ

ットが生じたりしないようにするとともに，水撃現象の生じ

る可能性のあるものについては十分に配慮するものとする。 

地震による建屋間等相対変位を考慮する必要のある場所に

配置されるものについては，その変位による変形に対して十

分耐えられるようにし，また，ポンプ，容器等のノズルに対

する配管反力が過大とならないよう併せて考慮する。 

以上を考慮の上決定された配管経路について，多質点系は

りモデル(３次元はりモデル)による解析又は標準支持間隔法

により配管及び支持構造物の設計を行う。 

支持構造物は，標準化された製品の中から，配管から受け

る荷重に対して十分な強度があるものを選定する。 

設計手順を第1.2.2-1図に示す。 

に合わせた記載

とした。 

記載の適正化と

して，本図書内

の整合を図るた

め 1.2.2 項内で

合わせた記載と

した。 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(6／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3. 配管系の設計（Ⅴ-2-1-12-1 配管及び支持構造物の耐震計算

について（以降同方針））

3.1 基本方針 

3.1.1 重要度別による設計方針 

配管系は設備の重要度，呼び径及び通常運転温度によ

り，表3－1のように分類して設計を行う。ただし，表3－

第 1.2.2-1 図 配管支持構造物設計フロー 

1.3 配管の設計 

1.3.1 基本方針 

1.3.1.1 重要度による設計方針 

配管は設備の重要度，口径及び最高使用温度により，第1.

3.1.1-1表のように分類して設計を行う。ただし，第1.3.1.1-

再処理施設にお

いては，

JEAG4601-1987

に基づき，口

径，温度により

解析方法を適用

するため，実施

内容に合わせた

記載とした。 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(7／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
1以外の確認方法についても，その妥当性が確認できる範

囲において採用するものとする。また，工事計画の申請

範囲における解析法の適用範囲を表3－2に示す。 

1表以外の確認方法についても，その妥当性が確認できる範囲

において採用するものとする。また，設計及び工事の計画の

申請範囲における解析法の適用範囲を第1.3.1.1-2表に示す。 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(8／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

表 3－1 設備の重要度による解析法 

注記  

＊1：耐震クラスＳ及びＢの配管で3次元はりモデルによる解

析を行い，配管系の１次固有周期が0.05秒を超えた場合

は，動的解析及び静的解析を実施する。 

＊2：複数の配管が近接して配置され，配管の仕様条件が同等

の場合には，代表計算にて確認を行うことができる。 

＊3：標準支持間隔法は，3次元はりモデルによる解析にて代

行することができる。 

＊4:常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設

備を含む。 

＊5:重大事故等時に耐震Ｂクラス設備の機能を代替する常設

耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備

第1.3.1.1-1表 配管の重要度による解析方法 

記号○印:原則として適用する解析手法 

注記 

＊1：耐震重要度分類Ｓの配管で多質点系はりモデルに

よる解析を行い，配管系の１次固有周期が0.05秒

を超えた場合は，動的解析及び静的解析を実施す

る。 

＊2：複数の配管が近接して配置され，配管の仕様条件

が同等の場合には，代表計算にて確認を行うこと

ができる。 

＊3：標準支持間隔法は，多質点系はりモデルによる解

析にて代行することができる。 

再処理施設にお

いては，

JEAG4601-1987

に基づき，口

径，温度により

解析方法を適用

するため，実施

内容に合わせた

記載とした。 

記載の適正化と

して，第

1.3.1.1-1 表と

表現を合わせた

記載とした。 

記載の適正化。 

記載の適正化と

して，第

1.3.1.1-1 表と

表現を合わせた

記載とした。 

第 1 回申請範囲

である安全機能

を有する施設に

対する記載と
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(9／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
を含む。 し，重大事故等

対処施設につい

ては後次回申請

以降に示す。以

降，本資料にお

いて重大事故等

対処施設の記載

有無による先行

炉との差異理由

は同様。 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(10／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

表 3－2 解析法の適用範囲 第 1.3.1.1-2 表 解析法の適用範囲 

再処理設備本体 

施設区分 設備又は系 

多質点系はり

モデルによる

解析

標準支持 

間隔法 

その他再処理施

設の附属施設 
安全冷却水系 － 〇 

第 1 回申請範囲

の対象について

記載した。 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(11／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3.1.2 配管系の設計において考慮すべき事項 

(1) 配管の分岐部

大口径配管からの分岐管については，なるべく大口径

配管の近傍を支持するようにする。ただし，大口径配管

の熱及び地震による変位が大きい場合には，分岐部及び

分岐管に過大な応力を発生させないようフレキシビリテ

ィを持たせた支持をする。 

(2) 配管と機器の接続部

機器管台に加わる配管からの反力が許容反力以内とな

るように配管経路及び支持方法を決定する。 

(3) 異なる建屋，構築物間を結ぶ配管系

異なる建屋，構築物間を結ぶ配管系については，建

屋，構築物間の相対変位を吸収できるように，配管にフ

レキシビリティを持たせた構造とするか，または，フレ

キシブルジョイントを設けるなどの配慮を行い，過大な

応力を発生させないようにする。

(4) 弁

配管の途中に弁等の集中質量がかかる部分について

は，この集中質量部にできる限り近い部分を支持し，特

に駆動装置付きの弁は偏心質量を考慮して，必要に応じ

て弁本体を支持することにより過大な応力が生じないよ

うにする。弁は，配管よりも厚肉構造であり，発生応力

は配管より小さくなる。 

(5) 屋外配管

主要な配管は岩盤で支持したダクト構造内に配置さ

1.3.1.2 配管の設計において考慮すべき事項 

(1) 配管の分岐部

大口径配管からの分岐管については，原則大口径配管の

近傍を支持する。ただし，大口径配管の熱膨張及び地震に

よる変位が大きい場合には，分岐部及び分岐管に過大な応

力を発生させないようフレキシビリティを持たせた支持を

する。 

(2) 配管と機器の接続部

機器管台に加わる配管からの反力が許容反力以内となる

ように配管経路及び支持方法を決定する。 

(3) 異なる建屋，構築物間を結ぶ配管

異なる建屋，構築物間を結ぶ配管については，建屋，構

築物間の相対変位を吸収できるように，配管にフレキシビ

リティを持たせた構造とするか，又は，フレキシブルジョ

イントを設ける等の配慮を行い，過大な応力を発生させな

いようにする。

(4) 弁

配管の途中に弁等の集中荷重がかかる部分については，

この集中荷重にできる限り近い部分を支持し，特に駆動装

置付きの弁は偏心荷重を考慮して，必要に応じて弁本体を

支持することにより過大な応力が生じないようにする。弁

は，配管よりも厚肉構造であり，発生応力は配管より小さ

くなる。 

(5) 屋外配管

主要な配管は岩盤で支持したダクト構造内に配置され，

(理由 事業変更

許可申請書に合

わせた記載とし

た。) 

記載の適正化と

して，設計のあ

り方を示す表現

とした。 

記載の適正化と

して，事業変更

許可申請書の作

成ルールに基づ

いた記載とし

た。 

記載の適正化と

して，本図書内

の整合を図るた

め，1.3.3.3.1

項に合わせた記

載とした。 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(12／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
れ，建屋内配管と同様の耐震設計をする。 

(6) 振動

配管系の支持方法及び支持点は，回転機器等の振動あ

るいは内部流体の乱れによる配管振動を生じないように

考慮して決定する。 

建屋内配管と同様の耐震設計をする。 

(6) 振動

配管の支持方法及び支持点は，回転機器等の振動あるい

は内部流体の乱れによる配管振動を生じないように考慮し

て決定する。 

(7) 異なる耐震クラス配管との接続部

耐震重要度分類Ｓクラス又はＢクラスに属する施設の配

管が，弁等を境界として耐震重要度分類Ｃクラスに属する

施設の配管と接続され，境界となる弁等が耐震支持されて

いない場合には，その影響を考慮し原則として境界以降第

一番目の耐震上有効な軸直角方向拘束点まで耐震重要度分

類Ｓクラス又はＢクラスに属する施設の配管と同様に扱い

設計を行う。 

上位クラス施設

の安全機能を損

なわないように

設計することを

目的に，バウン

ダリを形成する

弁等までを耐震

設計上担保する

方針を記載して

いる。 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(13／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(8) 高温配管

最高使用温度の高い配管は,熱膨張による応力を低減する

ために一般に柔に設計する必要がある。また,耐震上の要求

からは,剛に設計する必要がある。したがって,支持位置及

び支持条件を決めるに当たっては,原則として次のような事

項を考慮し,地震並びに熱膨張による応力の制限を満足する

設計を行う。 

a. 自重を支持するために,あるいは耐震上剛性を高めるた

めに,配管を拘束する場合には,配管の熱膨張による変位

が少ない箇所にアンカサポート又はレストレイント等を

設けるものとする。 

b. 配管の熱膨張による変位がある特定の方向に大きい場

合であって,その他の方向に上記a.と同じ理由によって拘

束する必要がある場合は,熱膨張による変位方向を拘束せ

ず,目的とする方向を拘束するガイド等を設けるものとす

る。 

c. 熱膨張による鉛直方向変位が大きい箇所で,配管の自重

を支持する必要がある場合は,スプリングハンガを用い

る。 

d. 熱膨張による変位が大きい方向を,耐震上の要求から拘

束する場合はスナバを用いる。 

熱膨張に対する

設計上の考慮事

項及び支持構造

物の具体的な設

置例を記載。本

内容の詳細につ

いては，補足説

明資料【耐震機

電 15 配管設計

における考慮事

項について】に

て示す。 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(14／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.2 3次元はりモデルによる解析 

3次元はりモデルによる解析では，原則として固定点から

固定点までを独立した1つのブロックとして，地震荷重，自

重，熱荷重等により配管に生じる応力が許容応力以下とな

るように配管経路及び支持方法を定める。 

その具体例を示すと以下のようになる。 

まず，仮のアンカ，レストレイント位置を定めて熱応力

解析を行い，必要に応じてアンカ，レストレイント位置，

個数等の変更あるいは配管経路の見直しを行い，配管に生

じる応力が許容応力以下となるようにする。加えて，自重

応力解析を行い，ハンガを追加することにより配管に生じ

る応力が許容応力以下となるようにする。次に，地震応力

解析を行い，必要に応じてレストレイント位置，個数等の

変更あるいはスナッバの追加により，配管に生じる応力が

許容応力以下となるようにする。 

3.3 応力を基準とした標準支持間隔法 

標準支持間隔法による配管の耐震計算は，配管を直管

部，曲がり部，集中質量部及び分岐部の各要素に分類し，

要素ごとに許容値を満足する最大の支持間隔を算出する。 

標準支持間隔法の適用範囲は表3－2に基づくこととし緊急

時対策所用代替電源設備の条件で算定を行う。 

1.3.2  多質点系はりモデルを用いた評価方法 

多質点系はりモデルを用いた評価方法では，原則として固

定点から固定点までを独立した１つのブロックとして，地震

荷重，自重 ，熱荷重等により配管に生じる応力が許容応力以

下となるように配管経路及び支持方法を定める。 

その一例を以下に示す。 

はじめに仮のアンカサポート，レストレイント位置を定め

て熱応力解析を行い，必要に応じてアンカサポート，レスト

レイント位置，個数等の変更あるいは配管経路の見直しを行

い，配管に生じる応力が許容応力以下となるようにする。次

に，地震応力解析を行い，必要に応じてレストレイント位

置，個数等の変更あるいはスナバの追加により，配管に生じ

る応力が許容応力以下となるようにする。この際，自重応力

の確認もあわせて実施し，必要に応じてハンガの追加を検討

する。

1.3.3  標準支持間隔を用いた評価方法 

標準支持間隔法による配管の耐震計算は，配管を直管部，

曲がり部，集中質量部，分岐部，Ｚ形部，門形部及び分岐＋

曲がり部の各要素に分類し，要素ごとに許容値を満足する最

大の支持間隔を算出する。 

記載の適正化と

して，本図書内

の整合を図るた

め，図書内で表

現を統一した。 

再処理施設にお

ける配管及び支

持構造物の設計

については，配

管と支持構造物

（設置位置，個

数等）の双方に

対して総合的な

バランスを考慮

して実施するた

め，実施内容に

合わせた記載と

した。 

再処理施設にお

いて既認可時よ

り適用している

標準要素を記載

した。 

再処理施設にお

いては，一部の

高温，大口径配

管等を除いた殆

490



別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(15／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
どの配管を標準

支持間隔法にて

設計している。

各施設の標準支

持間隔法に用い

る設計条件につ

いては，添付書

類「Ⅳ-1-1-11-1

別紙」に示して

いるため，本記

載としている。 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(16／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

直管部については，各建屋における地震時の応答解析結

果に基づき，配管に生ずる応力が許容応力以下となるよう

に最大の支持間隔を求め，これを直管部に対する標準支持

間隔とする。配管の直管部は，この標準支持間隔以内で支

持することにより耐震性が確保できる。 

なお，直管部の標準支持間隔算出に当たっては，配管仕

様，建屋，床区分及び減衰定数ごとに，解析条件を満足す

る支持間隔をそれぞれ計算し求める。 

配管の曲がり部，集中質量部及び分岐部については，直

管部と同等以上の耐震性を有するように，それぞれ直管部

の標準支持間隔に対する支持間隔比を求め，各要素の支持

間隔を算出する。配管の曲がり部，集中質量部及び分岐部

については，各要素の支持間隔以内で支持することにより

耐震性が確保できる。 

なお，3 次元はりモデル解析では，これらの部位に対し

ては応力係数を考慮しているが，標準支持間隔法では支持

間隔比を考慮することにより，3次元はりモデルより保守的

な評価となるようにする。 

また，複数階層を跨る配管を評価する場合は，配管が跨

る上層階と下層階の境界となるサポートまでを考慮し，そ

の境界となるサポートで挟まれた範囲の支持間隔をすべて

抽出した上で，最も短いものを適用して評価を行う。 

本章では，上記により求めた直管部標準支持間隔，曲が

り部，集中質量部及び分岐部の支持間隔を基に配管に支持

直管部については，各建屋における地震時の応答解析結果

に基づき，配管に生じる応力が許容応力以下となるように最

大の支持間隔を求め，これを直管部に対する標準支持間隔と

する。配管の直管部は，この標準支持間隔以内で支持するこ

とにより耐震性を確保する。 

直管部の標準支持間隔算出に当たっては，配管仕様，建屋

 ，階層の区分及び減衰定数ごとに，解析条件を満足する支持

間隔をそれぞれ計算し求める。 

配管の曲がり部，集中質量部，分岐部，Ｚ形部，門形部及

び分岐＋曲がり部については，直管部と同等以上の耐震性を

有するように，それぞれ直管部の標準支持間隔に対する支持

間隔比を求め，各要素の支持間隔を算出する。配管の曲がり

部，集中質量部，分岐部，Ｚ形部，門形部及び分岐＋曲がり

部については，各要素の支持間隔以内で支持することにより

耐震性を確保する。 

多質点系はりモデルを用いた評価方法では，これらの部位

に対しては応力係数を考慮しているが，標準支持間隔法では

支持間隔比を考慮することにより，多質点系はりモデルを用

いた評価方法より保守的な評価となるようにする。 

複数階層を跨る配管を評価する場合は，配管が跨る上層階

と下層階の境界となるサポートまでを考慮し，その境界とな

るサポートで挟まれた範囲の支持間隔をすべて抽出した上

で，最も短いものを適用して評価を行う。 

なお，二重管部についても,標準支持間隔を採用する。 

また，グローブボックス内配管のように，配管の支持構造

物であるグローブボックスの応答の増幅が考えられる場合に

ついては，配管が剛となるように支持間隔を設定し，地震に

よる過度の振動がないよう考慮する。 

本章では，上記により求めた直管部標準支持間隔，曲がり

部，集中質量部，分岐部，Ｚ形部，門形部及び分岐＋曲がり部

記載の適正化と

して，本図書内

の整合を図るた

め，図書内で表

現を統一した。 

再処理施設にお

いて既認可時よ

り適用している

標準要素を記載

した。 

記載の適正化と

して，本図書内

の整合を図るた

め，図書内で表

現を統一した。 

記載の適正化と

して，本図書内

の整合を図るた

め，図書内で表

現を統一した。 

グローブボック

ス等，箱型の設

備内に設置する

配管に対する設

計方針を記載し

た。
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(17／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
点を設定する場合の例を示す。 

その他，標準支持間隔法により配管を設計する場合の考

慮事項及び標準支持間隔法で設計することが困難な場合の

処置方法についても示す。 

の支持間隔を基に配管に支持点を設定する場合の例を示す。 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(18／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3.3.1 直管部の支持間隔 

3.3.1.1 解析モデル 

配管を下図のように支持間隔 L で 3 点支持した等分布質

量連続はりにモデル化する。支持点の拘束方向は軸直角方

向のみとし，軸方向及び回転に対しては自由とする。 

3.3.1.2 解析方法 

配管について，設計用地震力による応力を算定するとと

もに，内圧及び自重の影響を考慮して，解析コード「ＳＰ

ＡＮ２０００」を用いて直管部の標準支持間隔を求める。 

解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については，

添付書類「Ⅴ-5-56 計算機プログラム（解析コード）の概

要・ＳＰＡＮ２０００」に示す。 

3.3.1.3 解析条件 

(1) 設計用地震力

重大事故等対処施設の配管については,添付書類「Ⅴ-

2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」に示している設計用

地震力を用いて評価を行う。設計用地震力は添付書類

「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す設備評

価用床応答曲線を用いる。

使用する基準地震動Ｓｓの設備評価用床応答曲線は，

安全側に谷埋め及びピーク保持を行うこととする。 

1.3.3.1  直管部の支持間隔 

1.3.3.1.1  解析モデル 

配管を下図のように支持間隔Ｌで３点支持した等分布荷重

連続はりにモデル化する。支持点の拘束方向は軸直角方向の

みとし，軸方向及び回転に対しては自由とする。 

1.3.3.1.2  解析方法 

解析モデルに対して，解析コードを用いて設計用地震力に

よる応力を算定するとともに，内圧及び自重の影響を考慮し

て，直管部の標準支持間隔を求める。 

なお，解析コードの検証及び妥当性確認等の概要について

は，添付書類「Ⅳ－３ 計算機プログラム(解析コード)の概

要」に示す。 

1.3.3.1.3 解析条件 

(1) 設計用地震力

添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」に示す設

計用地震力を用いて評価を行う。 

また，設計用床応答曲線は，添付書類「Ⅳ－１－１－６

設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

なお，設計用床応答曲線は，安全側に谷埋め及びピーク

保持を行うこととする。 

既認可時に合わ

せた記載の適正

化。 

解析においては

配管の解析モデ

ルに対して，解

析コードを用い

て応力の算定及

び標準支持間隔

を算出している

こと。また，解

析コードは評価

を行う各メーカ

で異なることを

考慮した記載と

した。

東海第二におい

ては「設備評価

用床応答曲線」

を用いた評価を

実施している
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(19／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(2) 設計用減衰定数

地震応答解析に用いる設計用減衰定数は，添付書類

「Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針」に示している設計

用減衰定数のうち，表3－3 に示す設計用減衰定数を適用

する。 

なお，適用に当たり配管系の支持点間の間隔は以下の

条件を満たすこととする。 

(2) 設計用減衰定数

地震応答解析に用いる設計用減衰定数は，添付書類「Ⅳ

－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に示す設計用減

衰定数を適用する。 

なお，適用に当たり配管系の支持点間の間隔は以下の条

件を満たすよう配慮することとする。 

配管系全長/（配管区分ごとに定められた支持具の支持点

数）≦15（ｍ/支持点） 

ここで，支持点とは支持具が取り付けられている配管節

点をいい，複数の支持具が取 

付けられている場合も１支持点とする。 

が，再処理施設

においては「設

計用床応答曲

線」を用いた評

価を実施してい

るため，実施内

容に合わせた記

載とした。 

記載の適正化と

して，本図書内

の整合を図るた

め 1.3.3.1.2 項

に合わせた記載

とした。 

JEAG4601-1987 

に合わせた記載

とした。 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(20／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
表 3－3 設計用減衰定数 

(3) 床区分

解析に当たっては，配管が設置される建物・構築物の

床面毎の設備評価用床応答曲線を使用して各床面の直管

部標準支持間隔を求めるものとする。床区分を，表3－4

「床応答曲線区分」に示す。 

(4) 配管質量

配管の質量は，配管自体の質量と内部流体の質量を合

計した値とする。 

なお，内部流体については，自重が重くなるように実

際の内部流体に係わらず液体にしている。 

直管部標準支持間隔を算出する配管の単位長さ当たり

の質量を，表3－5「配管仕様」に示す。 

(3) 階層の区分

解析に当たっては，大きな差のない設計用床応答曲線の

床面ごとに区分し，支持間隔を求めるものとする。階層の

区分は，添付書類「Ⅳ－１－１－11－１別紙 各施設の配

管標準支持間隔」に示す。 

(4) 配管重量

配管の重量は，配管自体の重量と内部流体の重量を合計

した値とする。さらに，保温材の付く配管については，そ

の重量を考慮する。 

直管部標準支持間隔を算出する配管の単位長さ当たり重

量を，添付書類「Ⅳ－１－１－11－１別紙 各施設の配管

標準支持間隔」に示す。 

設計用減衰定数

については，添

付書類「Ⅳ-1-1-

5 地震応答解析

の基本方針」に

示しているた

め，記載してい

ない。 

階層について

は，設計用床応

答曲線を大きな

差のない範囲で

階層包絡を行い

適用しているこ

とから，実態に

合わせた記載と

した。 

東海第二では標

準支持間隔法の

対象配管に保温

材有の配管がな

いが，再処理施

設では存在する

ため保温材の重

量について記載

した。 

内部流体につい

ては，内部流体

の種類ごとに設

計条件を設定し

ているため，本

記載とした。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(21／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(5) 配管応力

配管に生ずる応力は，ＪＥＡＧ４６０１-1987 の計算

式に基づき地震による応力の他に内圧及び自重による応

力を求め，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概

要」に基づき応力評価を行うものとする。 

許容応力については，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の

基本方針」に基づき算定する。 

(6) 配管系の振動数

支持構造物を含めた配管系の固有振動数は，水平方向

及び鉛直方向について，それぞれの建屋床面ピークの固

有振動数領域を避けることを原則とする。 

(5) 配管応力

配管に生じる応力は，JEAG4601の計算式に基づき地震に

よる応力の他に内圧及び自重による応力を求め，添付書類

「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」に基づき次式で応力

評価を行うものとする。 

Ｓｐｒｍ＝ＰＤ０／4ｔ＋0.75ｉ１(Ｍａ＋Ｍｂ)／Ｚ 

ここで、 

Ｓｐｒｍ：一次応力（ MPa ） 

Ｐ：耐震性についての計算：地震と組合せるべき運

転状態における圧力（ MPa ） 

Ｄ０：管の外径（ mm ） 

ｔ：管の厚さ（ mm ） 

ｉ１：応力係数 

Ｍａ：管の機械的荷重(自重その他の長期的荷重に限

る)により生ずるモーメント（ N･mm ） 

Ｍｂ：耐震性についての計算：管の機械的荷重(地震

を含めた短期的荷重)により生ずるモーメント

（ N･mm ） 

Ｚ：管の断面係数（ mm3 ） 

許容応力については，添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能

維持の基本方針」に基づき算定する。 

(6) 配管系の振動数

  支持構造物を含めた配管系の固有振動数は，配管系の

設計に用いる建屋床応答スペクトルのピークの固有振動数

領域より短周期側に避けることを原則とする。 

応力評価に用い

る計算式を記載

した。 

再処理施設にお

いては水平方向

及び鉛直方向い

ずれかの内，最

大となるピーク
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(22／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

配管系の固有振動数は，支持構造物を含めて算出す

る。配管系，支持構造物の固有振動数は，表3－4「床応

答曲線区分」に示す値以上となるように設計する。 

表 3－4 床応答曲線区分（緊急時対策所用代替電源設備） 

配管系の固有振動数は，支持構造物を含めて算出する。 

1.3.3.1.4 解析結果及び支持方針 

を短周期側に避

ける設計として

いることから，

実態に合わせた

記載とした。 

再処理事業所に

おいては分割申

請となってお

り、後次回申請

の範囲も記載す

る必要があるこ

とから補足説明

資料にて示す。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(23／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
解析結果を添付書類「Ⅳ－１－１－11－１別紙 各施設の

配管標準支持間隔」に示す。配管の直管部は，標準支持間隔

以内で支持する。なお，直管部に異径の配管が混在する場合

は，最も短くなる標準支持間隔にて当該直管部を支持するも

のとする。 

1.3.3.1.5 個別解析モデルによる支持間隔の設定 

形状が複雑な要素については，個別解析モデルとして，以

下に示す方針により当該配管要素のモデル化及び地震応答解

析を行い，支持間隔を設定する。 

(1) 解析モデル

当該配管要素の固有振動数及び曲げモーメントが適切に

評価できるよう隣接する配管要素の影響を考慮し，当該配

管要素の３方向を拘束するサポート点までの配管要素及び

境界条件を含めた多質点系はりモデルにモデル化する。 

ただし，安全側の設定となる場合は，モデルを簡略化し

て設定して良いものとする。 

(2) 解析条件及び解析方法

(1)項に示す解析モデルに対し，固有振動数及びJEAG4601

に基づく一次応力(内圧＋自重＋地震応力)を求め，標準支

持間隔法による直管部標準支持間隔の固有振動数及び一次

応力との比較を行い，以下の全ての条件を満足するように

支持間隔を設定する。 

a. 当該配管要素の固有振動数が，直管部の標準支持間隔

の固有振動数以上であること。 

b. 当該配管要素の一次応力が，標準支持間隔法における

直管部標準支持間隔の値よりも小さいこと。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(24／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3.3.2 曲がり部の支持間隔 

3.3.2.1 解析モデル 

配管の曲がり部は，次に示すようにピン結合両端固定の

等分布質量の連続はりにモデル化する。 

3.3.2.2 解析条件及び解析方法 

① 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上で

あること。

② 水平地震力が加わった場合の曲げモ－メントが，直管部

の標準支持間隔の水平地震力による曲げモ－メントより

も小さいこと。

③ 自重及び鉛直地震力による合計曲げモ－メントが，直管

部の標準支持間隔の自重及び鉛直地震力による合計曲げ

モ－メントより小さいこと。

④ ①，②，③項の各条件を満足する理論解をቆＬ１

Ｌ
Ｅ

ቇの関数

としてቆＬＥ

Ｌ
０

ቇの最大値ቆＬＥ
’

Ｌ
０

ቇを求める。

1.3.3.2  曲がり部の支持間隔 

1.3.3.2.1  解析モデル 

配管の曲がり部は，下図に示すようにピン結合両端固定の

等分布荷重の連続はりにモデル化する。 

1.3.3.2.2 解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上で

あること。

(2) 水平地震力が加わった場合の曲げモ－メントが，直管部

の標準支持間隔の水平地震力による曲げモ－メントよりも

小さいこと。

(3) 自重及び鉛直地震力による合計曲げモ－メントが，直管

部の標準支持間隔の自重及び鉛直地震力による合計曲げモ

－メントより小さいこと。

(4) (1)，(2)，(3)項の各条件を満足する理論解をቆＬ１

Ｌ
Ｅ

ቇの関

数としてቆＬＥ

Ｌ
０

ቇの最大値ቆＬＥ
’

Ｌ
０

ቇを求める。

記載の適正化と

して，図書内で

の整合を合わせ

た記載とした。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(25／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
ただし，Ｌ０は直管部標準支持間隔を表す。Ｌ１，ＬＥ

は「3.3.2.1 解析モデル」，ＬＥ'は「3.3.2.3 解析結果

及び支持方針」参照。 

⑤ 支持点間の標準支持間隔比により求めた等価直管長さと

実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配慮

を行う。

3.3.2.3 解析結果及び支持方針 

解析結果を図3－1「曲がり部支持間隔グラフ」に示す。

本グラフは，曲がり部をはさむ支持構造物間距離を直管部

標準支持間隔に対する比として示すものであり，次に示す

とおり，図3－1の許容領域内に配管を支持するものとす

る。 

ただし，Ｌ０は直管部標準支持間隔を表す。Ｌ１，ＬＥは

「1.3.3.2.1 解析モデル」，「ＬＥ’は1.3.3.2.3 解析結果

及び支持方針」参照。 

(5) 支持点間の標準支持間隔比により求めた等価直管長さと

実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配慮を

行う。

1.3.3.2.3  解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.2.3-1図「曲がり部支持間隔グラフ」に

示す。本グラフは，曲がり部をはさむ支持点間距離を直管部

標準支持間隔に対する比として示すものであり，許容領域内

に配管を支持するものとする。 

なお，異径の配管が混在する場合は，直管部標準支持間隔

が最も短くなる配管を選定して，本グラフの許容領域内に配

管を支持するものとする。 

異径配管が混在

する場合の考え

方について記載

した。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(26／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
また，配管系及び支持構造物の設計上，Ｌ1 又はＬ2 ある

いはその両方を長くする必要がある場合は，面外振動を拘束

する支持構造物を設け，次式を同時に満足すること。 

また，配管及び支持構造物の設計上，Ｌ１又はＬ２あるいは

その両方を長くする必要がある場合は，面外振動を拘束する

支持構造物を設け，次式を同時に満足すること。 

第 1.3.3.2.3-1 図 曲がり部支持間隔グラフ 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(27／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3.3.3 集中質量部の支持間隔 

3.3.3.1 解析モデル 

配管に弁等の重量物が設置される集中質量部は，次のよ

うに任意の位置に集中質量を有する両端支持の連続はりに

モデル化する。

3.3.3.2 解析条件及び解析方法 

① 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上

であること。

② 水平地震力が加わった場合の集中荷重及び等分布荷重

の合計曲げモ－メントが，直管部の標準支持間隔の水

平地震力による曲げモ－メントよりも小さいこと。

③ 自重及び鉛直地震力による集中荷重及び等分布荷重の

合計曲げモ－メントが，直管部の標準支持間隔の自重

及び鉛直地震力による合計曲げモ－メントよりも小さ

いこと。

1.3.3.3 集中質量部の支持間隔 

1.3.3.3.1 解析モデル 

配管に弁等の重量物が設置される集中質量部は，下図に示

すように任意の位置に集中荷重を有する両端支持の連続はり

にモデル化する。 

1.3.3.3.2 解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上で

あること。

(2) 水平地震力が加わった場合の集中荷重及び等分布荷重の

合計曲げモ－メントが，直管部の標準支持間隔の水平地震

力による曲げモ－メントよりも小さいこと。

(3) 自重及び鉛直地震力による集中荷重及び等分布荷重の合

計曲げモ－メントが，直管部の標準支持間隔の自重及び鉛

直地震力による合計曲げモ－メントよりも小さいこと。
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(28／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

④ ①，②，③項の各条件を満足する理論解を各々ቆ Ｃ

Ｌ
Ｗ

ቇ
をパラメータとし，ቆ Ｗ

ｗ・Ｌ
０

ቇの関数としてቆＬＷ

Ｌ
０

ቇの最大

値を求める。 

ただし，Ｌ０は直管部標準支持間隔を表す。Ｌｗ，Ｃ，

ｗ，Ｗは「3.3.3.1 解析モデル」参照。 

⑤ 支持点間の標準支持間隔比により求めた等価直管長さ

と実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の

配慮を行う。

3.3.3.3 解析結果及び支持方針 

解析結果を図3－2「集中質量部支持間隔グラフ」に示

す。図3－2 は，弁等の重量物が設置された場合の許容支持

間隔を直管部の標準支持間隔に対する比として示したもの

であり，許容領域内に配管を支持するものとする。 

なお，低温配管中の電動弁，空気作動弁については，配

管系及び弁自体の剛性を適切に評価し，弁駆動部の偏心荷

重によって過大な荷重が配管に生じないように配管並びに

必要に応じ，弁上部を支持する。 

(4) (1)，(2)，(3)項の各条件を満足する理論解を各々ቆ Ｃ

Ｌ
Ｗ

ቇ
をパラメータとし，ቆ Ｗ

ｗ・Ｌ
０

ቇの関数としてቆＬＷ

Ｌ
０

ቇの最大値を

求める。 

ただし，Ｌ０は直管部標準支持間隔を表す。ＬＷ，Ｃ ，ｗ

 ，Ｗは「1.3.3.3.1 解析モデル」参照。 

(5) 支持点間の標準支持間隔比により求めた等価直管長さと

実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配慮を

行う。

1.3.3.3.3  解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.3.3-1図「集中質量部支持間隔グラフ」

に示す。本グラフは，弁等の重量物が設置された場合の許容

支持間隔を直管部の標準支持間隔に対する比として示したも

のであり，許容領域内に配管を支持するものとする。 

低温配管中の電動弁，空気作動弁については，配管及び弁

自体の剛性を適切に評価し，必要に応じて弁駆動部の偏心荷

重によって過大な荷重が配管に生じないように配管並びに弁

上部を支持する。 

なお，異径の配管が混在する場合は，直管部標準支持間隔

が最も短くなる配管を選定して，本グラフの許容領域内に配

管を支持するものとする。 

また，集中荷重が複数の場合は，複数の集中荷重の総和を

一つの集中荷重として設定して，本グラフの許容領域内に配

管を支持するものとする。この場合，荷重位置Ｃは，一律0.5

ＬＷとする。 

記載の適正化と

して本図書内の

表現を合わせ

た。 

次段落の記載に

合わせて文章構

成を見直した。 

異径配管が混在

する場合及び集

中荷重が複数で

ある場合の考え

方について記載

した。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(29／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 1.3.3.3.3-1 図 集中質量部支持間隔グラフ 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(30／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3.3.4 分岐部の支持間隔 

3.3.4.1 解析モデル 

配管の分岐部は，次に示すように分岐部の支持端を単純

支持はりとする等分布質量の連続はりにモデル化する。分

岐管はピン結合とする。 

3.3.4.2 解析条件及び解析方法 

① 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上

であること。

② 水平地震力が加わった場合の曲げモ－メントが，直管

部の標準支持間隔の水平地震力による曲げモ－メント

より小さいこと。

③ 自重及び鉛直地震力による合計曲げモ－メントが，直

管部の標準支持間隔の自重及び鉛直地震力による合計

曲げモ－メントより小さいこと。

④ ①，②，③項の各条件を満足する分岐部支持間隔比

1.3.3.4  分岐部の支持間隔 

1.3.3.4.1  解析モデル 

配管の分岐部は，下図に示すように分岐部の支持端を単純

支持はりとする等分布荷重の連続はりにモデル化する。分岐

管はピン結合とする。 

1.3.3.4.2 解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上で

あること。

(2) 水平地震力が加わった場合の曲げモ－メントが，直管部

の標準支持間隔の水平地震力による曲げモ－メントより小

さいこと。

(3) 自重及び鉛直地震力による合計曲げモ－メントが，直管

部の標準支持間隔の自重及び鉛直地震力による合計曲げモ

－メントより小さいこと。

(4) (1)，(2)，(3)項の各条件を満足する分岐部支持間隔比

解析結果につい

て，母管と枝管

が同一口径のも

のであることを

記載した。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(31／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 ቆＬＲ

Ｌ
０

ቇの最大値を，ቆＬＢ

Ｌ
０

ቇの関数として求める。

ただし，Ｌ０は直管部標準支持間隔を表す。ＬＲ，ＬＢ

は「3.3.4.1 解析モデル」参照。 

⑤ 支持点間の標準支持間隔比より求めた等価直管長さと

実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配

慮を行う。

3.3.4.3 解析結果及び支持方針 

解析結果を図3－3「分岐部支持間隔グラフ」に示す。図3

－3 は，分岐部の許容支持間隔を直管部の標準支持間隔に

対する比として示したものであり，許容領域内に配管を支

持するものとする。 

なお，異径分岐の場合は，各口径に対応する標準支持間

隔のうち最短のものを選定して分岐部支持間隔を求める。 

ቆＬＲ

Ｌ
０

ቇの最大値を，ቆＬＢ

Ｌ
０

ቇの関数として求める。解析結果

は，分岐部の代表例として母管と枝管とが同一口径のもの

をまとめたものである。 

ただし，Ｌ０は直管部標準支持間隔を表す。ＬＲ，ＬＢは

「1.3.3.4.1  解析モデル」参照。 

(5) 支持点間の標準支持間隔比より求めた等価直管長さと実

配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配慮を行

う。

1.3.3.4.3  解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.4.3-1図「分岐部支持間隔グラフ」に示

す。本グラフは，分岐部の許容支持間隔を直管部の標準支持

間隔に対する比として示したものであり，許容領域内に配管

を支持するものとする。 

なお，母管と枝管の口径が異なる場合は，以下に従うもの

とする。 

(1) 0.5＜「枝管口径／母管口径」＜1.0

直管部標準支持間隔が最も短くなる配管を選定して，本

グラフの許容領域内に配管を支持するものとする。 

(2) 「枝管口径／母管口径」≦0.5

母管と枝管を切り離して考え，それぞれについて各要素

の支持間隔グラフの許容領域内に配管を支持するものとす

る。この場合，分岐点は枝管の支持点として扱う。 

記載の適正化と

して 1.3.3.2.2 

(4)項に合わせた

記載とした。

既認可時に適用

規格に基づき記

載していた，異

径配管の考え方

について記載し

た。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(32／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 1.3.3.4.3-1 図 分岐部支持間隔グラフ 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(33／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
1.3.3.5 Ｚ形部の支持間隔 

1.3.3.5.1 解析モデル 

配管のＺ形部は，下図に示すように両端単純支持とする等

分布荷重の多質点系はりモデルにモデル化する。 

1.3.3.5.2 解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上で

あること。 

(2) 地震力が加わった場合の曲げモーメントが，直管部の標

準支持間隔の地震力による曲げモーメントよりも小さいこ

と。 

(3) 1.3.3.5.1の解析モデルに対し，解析コードによる固有値

解析及び地震応答解析を行い，(1)，(2)の条件を満足するቆＬ１

Ｌ
０

ቇと ቆＬ２

Ｌ
０

ቇの関係を反復収束計算により求める。

ただし，Ｌ１≧Ｌ３とする。 

また，Ｌ０は直管部標準支持間隔，Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３は1.3.

再処理施設にお

いては配管の物

量が多く多様な

配管形状が存在

することから，

既認可時より適

用している標準

要素を記載し

た。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(34／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3.5.1 解析モデル参照。 

(4) 支持点間の標準支持間隔比により求めた等価直管長さと

実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配慮を

行う。 

1.3.3.5.3 解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.5.3-1図 平面Ｚ形部支持間隔グラフ及

び第1.3.3.5.3-2図 立体Ｚ形部支持間隔グラフに示す。 

本グラフは，Ｚ形部の許容支持間隔を直管部標準支持間隔

に対する比として示したもので，許容領域内に配管を支持す

るものとする。 

なお，異径の配管が混在する場合は，直管部標準支持間隔

が最も短くなる配管を選定して，本グラフの許容領域内に配

管を支持するものとする。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(35／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 1.3.3.5.3-1 図 平面Ｚ形部支持間隔グラフ 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(36／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 1.3.3.5.3-2 図 立体Ｚ形部支持間隔グラフ 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(37／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
1.3.3.6 門形部の支持間隔 

1.3.3.6.1 解析モデル 

配管の門形部は，下図に示すように両端単純支持とする等

分布荷重の多質点系はりモデルにモデル化する。 

1.3.3.6.2 解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上で

あること。 

(2) 地震力が加わった場合の曲げモーメントが，直管部の標

準支持間隔の地震力による曲げモーメントよりも小さいこ

と。 

(3) 1.3.3.6.1の解析モデルに対し，解析コードによる固有値

解析及び地震応答解析を行い，(1)，(2)の条件を満足するቆＬ１

Ｌ
０

ቇと ቆＬ２

Ｌ
０

ቇの関係を反復収束計算により求める。

ただし，Ｌ１≧Ｌ３とする。 

また，Ｌ０は直管部標準支持間隔，Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３は1.3.

3.6.1  解析モデル参照。 

(4) 支持点間の標準支持間隔比により求めた等価直管長さと

実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配慮を

行う。 

再処理施設にお

いては配管の物

量が多く多様な

配管形状が存在

することから，

既認可時より適

用している標準

要素を記載し

た。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(38／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

1.3.3.6.3 解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.6.3-1図 門形部支持間隔グラフに示

す。 

本グラフは，門形部の許容支持間隔を直管部標準支持間隔

に対する比として示したもので，許容領域内に配管を支持す

るものとする。 

なお，異径の配管が混在する場合は，直管部標準支持間隔

が最も短くなる配管を選定して，本グラフの許容領域内に配

管を支持するものとする。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(39／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
第 1.3.3.6.3-1 図 門形部支持間隔グラフ 

515



別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(40／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
1.3.3.7 分岐＋曲がり部の支持間隔 

1.3.3.7.1 解析モデル 

配管の分岐＋曲がり部は，下図に示すように３つの支持端

を単純支持とする分布荷重の多質点系はりモデルにモデル化

する。 

1.3.3.7.2 解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上で

あること。 

(2) 地震力が加わった場合の曲げモーメントが，直管部の標

準支持間隔の地震力による曲げモーメントよりも小さいこ

と。 

(3) 1.3.3.7.1の解析モデルに対し，解析コードによる固有値

解析及び地震応答解析を行い，(1)，(2)の条件を満足する

再処理施設にお

いては配管の物

量が多く多様な

配管形状が存在

することから，

既認可時より適

用している標準

要素を記載し

た。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(41／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 ቆＬ１

Ｌ
０

ቇ， ቆＬ２

Ｌ
０

ቇ， ቆＬ３

Ｌ
０

ቇの関係を反復収束計算により求め

る。 

また，Ｌ０は直管部標準支持間隔，Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３は1.3.

3.7.1  解析モデル参照。 

(4) 支持点間の標準支持間隔比により求めた等価直管長さと

実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配慮を

行う。 

1.3.3.7.3 解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.7.3-1図 分岐＋曲がり部支持間隔グラ

フに示す。

本グラフは，分岐＋曲がり部の許容支持間隔を直管部標準

支持間隔に対する比として示したもので，許容領域内に配管

を支持するものとする。 

なお，異径の配管が混在する場合は,直管部標準支持間隔が

最も短くなる配管を選定して，本グラフの許容領域内に配管

を支持するものとする。 

また，母管と枝管の口径が異なる場合は，以下に従うもの

とする。 

(1) 0.5＜「枝管口径／母管口径」＜1.0

直管部標準支持間隔が最も短くなる配管を選定して，本

グラフの許容領域内に配管を支持するものとする。 

(2) 「枝管口径／母管口径」≦0.5

母管と枝管を切り離して考え，それぞれについて各要素

の支持間隔グラフの許容領域内に配管を支持するものとす

る。この場合，分岐点は枝管の支持点として扱う。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(42／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 1.3.3.7.3-1 図 分岐＋曲がり部支持間隔グラフ 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(43／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3.3.5 支持点の設定方法 

標準支持間隔法を適用して配管に支持点を設ける場合の

手順は，対象とする配管仕様，建屋，床区分及び減衰定数

に基づき，直管部標準支持間隔を選定し，この直管部標準

支持間隔をもとに各要素（直管部，曲がり部，集中質量部

及び分岐部）の支持間隔を定めるとともに，各要素の評価

方向が拘束されるように支持点の設定を行う。 

3.3.5.1 直管部標準支持間隔の選定と各要素の支持間隔 

直管部標準支持間隔は，配管仕様（材質，口径，板厚，

保温材の有無，内部流体，単位長さ当たりの質量），建

屋，床区分及び減衰定数別に算出していることから，設計

する配管仕様，建屋，床区分及び減数定数に応じて選定す

る。直管部については，この直管部標準支持間隔以内で支

持し，また，曲がり部，集中質量部及び分岐部について

は，各々の支持間隔比に直管部標準支持間隔を乗じた支持

間隔以内で支持する。 

3.3.5.2 各要素の評価方向 

配管の各要素（直管部，曲がり部，集中質量部及び分岐

部）は，これらの形状が持つ特性から，同程度の荷重が負

荷されても方向により各要素の応力又は固有振動数への影

響が異なるため，最も影響が大きい方向を評価（荷重）方

向と特定して，支持間隔を定めている。支持点の設定に当

たっては，次に示す各要素の評価方向が拘束されるように

する。 

(1) 直管部及び集中質量部の支持間隔は，配管軸直2 方

向

(2) 曲がり部の支持間隔は，曲がり部をはさむ両辺で作

る面の面外方向

1.3.3.8  支持点の設定方法 

標準支持間隔法を適用して配管に支持点を設ける場合の手

順は，対象とする配管仕様，建屋 ，床区分及び減衰定数に基

づき，直管部標準支持間隔を選定し，この直管部標準支持間

隔をもとに各要素(直管部，曲がり部，集中質量部，分岐部，

Ｚ形部，門形部及び分岐＋曲がり部)の支持間隔を定めるとと

もに，各要素の評価方向が拘束されるように支持点の設定を

行う。 

1.3.3.8.1  直管部標準支持間隔の選定と各要素の支持間隔 

直管部標準支持間隔は，配管仕様(圧力，温度，材質，口

径，板厚，保温材の有無，内部流体，単位長さ当たり重量)

 ，建屋，階層の区分及び減衰定数別に算出していることか

ら，設計する配管仕様，建屋，階層の区分及び減衰定数に応

じて選定する。直管部については，この直管部標準支持間隔

以内で支持し，その他の要素ついては，各々の支持間隔比に

直管部標準支持間隔を乗じた支持間隔以内で支持する。 

1.3.3.8.2  各要素の評価方向 

配管の各要素(直管部，曲がり部，集中質量部，分岐部，Ｚ

形部，門形部及び分岐＋曲がり部)は，これらの形状が持つ特

性から，同程度の荷重が負荷されても方向により各要素の応

力又は固有振動数への影響が異なるため，影響が大きい方向

を評価(荷重)方向と特定して支持間隔を定めている。 

(1) 直管部及び集中質量部の支持間隔は，配管軸直方向

(2) 曲がり部の支持間隔は，曲がり部をはさむ両辺で作る面

の面外方向

1.3.3 項に合わ

せた記載とし

た。 

東海第二では

3.3.7(2)項に記

載しているが，

配管仕様には圧

力，温度も含ま

れるため，実態

に合わせた記載

とした。 

直管部以外の要

素をまとめて

「その他の要

素」として記載

した。 

1.3.3 項に合わ

せた記載とし

た。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(44／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(3) 分岐部の支持間隔は，母管と分岐管が作る面の面外

方向

なお，配管軸方向の評価は，配管軸方向の配管質量を集

中質量とみなし，それに直交する配管上の支持点で評価す

ることとして，集中質量部の支持間隔を用いる。 

以上を考慮するとともに，各要素の方向（配管軸直と軸

方向の3方向）ごとに拘束されていない方向がないようにす

る。 

(3) 分岐部の支持間隔は，母管と分岐管が作る面の面外方向

(4) 平面Ｚ形部の支持間隔は，配管軸直方向。立体Ｚ形部

は，配管軸直方向及び軸方向 

(5) 門形部の支持間隔は，配管軸直方向

(6) 分岐＋曲がり部の支持間隔は，配管軸直方向及び軸方向

なお，支持点の設定に当たっては，次に示す各要素の評価

方向が拘束されるようにする。配管軸方向の評価は，配管軸

方向の配管重量を集中荷重とみなし，それに直交する配管上

の支持点で評価することとして，集中質量部の支持間隔を用

いる。 

以上を考慮するとともに，各要素の方向(配管軸直と軸方向

の３方向)ごとに拘束されていない方向がないようにする。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3.3.5.3 支持点の設定方法及び手順 

下記の配管を例に，具体的な支持点の設定方法及び手順

を(1)～(9)項に示す。 

1.3.3.8.3  支持点の設定方法及び手順 

下記の配管を例に，具体的な支持点の設定方法及び手順を

(1)～(9)項に示す。 

(1) Ａ機器管台を固定点(設計開始点)とし，直管部標準支持間

隔以内に他の要素がない場合は，直管部標準支持間隔以内で

支持点(ａ点)を決める。

(2) ａ点の支持点は，Ｕボルト等を使用してＹ方向及びＺ方向

の２方向を拘束する。配管軸方向(Ｘ方向)は，Ａ機器管台で

拘束されていることから，管台からａ点間の配管においても

Ｘ方向が拘束され，３方向がすべて拘束される。

(3) ａ点から直管部標準支持間隔以内に他の要素(曲がり部)が

ある場合は，ａ点から曲がり部までの距離を，第1.3.3.2.3-1

図「曲がり部支持間隔グラフ」のＬ１とおいてＬ２を仮設定す

る。曲がり部支持間隔ＬＥは，第1.3.3.2.3-1図「曲がり部支

持間隔グラフ」の許容領域内とする。許容領域を超える場合

は，ＬＥ(Ｌ２)を短くする。
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

522



別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(47／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(4) ｂ点の支持点は，Ｕボルト等を使用してＸ方向及びＺ方向

の２方向を拘束する。ａ点からｂ点の曲がり部を含む配管の

面外方向(Ｚ方向)が，曲がり部の支持間隔で拘束される。こ

の場合に，曲がり部における３方向の拘束状態を確認する。

Ｘ方向は，機器管台で支持,Ｚ方向は，曲がり部の支持間隔で

支持，Ｙ方向は，次の手順以降で決定する。

(5) ｂ点から直管部標準支持間隔以内に重量物(弁又はフラン

ジ)がある場合は，重量物近傍の支持点ｃにＵボルト等を仮設

定後，弁の重量と直管部標準支持間隔における配管の重量と

の比を算出し，集中質量部支持間隔ＬＷが，第1.3.3.3.3-1図

「集中質量部支持間隔グラフ」の許容領域内とする。許容領

域を超える場合は，ＬＷを短くする。
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(48／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(6) ｂ点からｃ点までの配管及び弁の拘束状態を確認する。Ｘ

方向及びＺ方向は，集中質量部の支持間隔で支持，Ｙ方向

は，次の手順以降で決定する。
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(49／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(7) ｃ点から直管部標準支持間隔以内に分岐部が存在する場合

は，母管及び分岐管の支持点ｄにＵボルト等を仮設定する。

この場合に，Ｂ機器管台の固定部があれば支持点とする。母

管及び分岐管の直管部標準支持間隔に対する長さ比が，第1.

3.3.4.3-1図「分岐部支持間隔グラフ」の許容領域内とする。

許容領域を超える場合は，仮設定した母管(ＬＲ)又は分岐管

(ＬＢ)の支持間隔を短くする。

(8) 分岐部の拘束状態を確認すると，Ｘ方向は，Ｂ機器管台で
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
支持，Ｚ方向は,分岐部の支持間隔で支持している。Ｙ方向

は，直管が長く，かつ弁が設置されているので，これらを集

中荷重とみなし，集中質量部支持間隔ＬＷが，第1.3.3.3.3-1

図「集中質量部支持間隔グラフ」で許容領域を超える場合

は，ｄ点をＵボルト等からアンカサポートに変更することで

支持する。これにより(4)及び(6)項のＹ方向も同時に拘束さ

れる。 

(9) 以降配管が連続する場合は，前項までの手順に従って設計

開始点から順番に支持点位置を決める。
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(51／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3.3.6 支持点を設定する上での考慮事項 

配管の各要素に対応した支持間隔を満足するとともに，

次の事項も考慮して設計する。 

3.3.6.1 分岐部 

配管の分岐部で母管に熱膨張又は地震による変位がある

場合は，分岐部から第1支持点までの長さＬを，これらの変

位により発生する応力が，許容応力以下となるように定め

る。 

3.3.6.2 機器との接続部 

機器との接続部の熱膨張又は地震時の変位による発生応

力が大きい場合は，接続部（固定点）近傍で支持すること

ができない場合がある。 

この場合のＬは，「3.4.6.1 分岐部」と同様に機器との

接続部の熱膨張又は地震時の変位により発生する応力が，

許容応力以下となるように定める。 

1.3.3.9  支持点を設定する上での考慮事項 

配管の各要素に対応した支持間隔を満足するとともに，次

の事項も考慮して設計する。 

1.3.3.9.1  分岐部 

配管の分岐部で母管に熱膨張又は地震による変位がある場

合は，分岐部から第１支持点までの長さＬを，これらの変位

により発生する応力が，許容応力以下となるように定める。 

1.3.3.9.2  機器との接続部 

機器との接続部の熱膨張又は地震時の変位による発生応力

が大きい場合は，接続部(固定点)近傍で支持することができ

ない場合がある。 

この場合のＬは，「1.3.3.9.1 分岐部」と同様に機器との

接続部の熱膨張又は地震時の変位により発生する応力が，許

容応力以下となるように定める。 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(52／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.3.6.3 建物・構築物の相対変位 

建物・構築物間に渡って設置される配管については，地

震時の建物・構築物間の相対変位による発生応力を加味し

て，配管の設計及び支持方法を定める。 

3.3.6.4 弁 

配管に弁が設置される場合は，図3－2「集中質量部支持

間隔グラフ」に基づき前後の支持点が決められる。 

弁は，配管より厚肉構造であり，発生応力は配管より小

さくなる。一方，集中質量部の支持間隔を求める際には，

弁も配管と同一仕様としたうえで，弁質量を負荷すること

で安全側の評価を行っている。このため，弁の評価は配管

の評価で包絡される。 

1.3.3.9.3  建物・構築物の相対変位 

建物・構築物間に渡って設置される配管については,地震時

の建物・構築物間の相対変位による発生応力を加味して,配管

の設計及び支持方法を定める。 

1.3.3.9.4  弁 

配管に弁が設置される場合は,第1.3.3.3.3-1図「集中質量

部支持間隔グラフ」に基づき前後の支持点を決定する。 

弁は,配管より厚肉構造であり,発生応力は配管より小さく

なる。一方,集中質量部の支持間隔を求める際には,弁も配管

と同一仕様としたうえで,弁重量を付加することで安全側の評

価を行っている。このため,弁の評価は配管の評価で包絡され

る。 

なお,地震時に動的機能維持が要求される弁に対しては,必

事業者が支持点

を決定すること

を示す記載とし

た。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
なお，地震時に動的機能維持が要求される弁に対して

は，必要に応じて3次元はりモデルを用いた評価を行い，

「弁駆動部の機能維持確認済加速度」を超える場合は，駆

動部を支持する。 

3.3.6.5 建屋階層 

支持間隔は床区分ごとに設定されているため，当該配管

を敷設する床区分に応じて，上下階層の支持間隔を比較

し，短い方の支持間隔を運用して評価を行う。なお，複数

階層を跨る配管を評価する場合は，配管が跨る上層階と下

層階の境界となるサポートまでを考慮し，その境界となる

サポートで挟まれた範囲の支持間隔をすべて抽出した上で

最も短いものを適用して評価を行う。

3.3.7 設計上の処置方法 

標準支持間隔法による配管の耐震設計においては，各要

素の支持間隔又は各要素の支持間隔を組み合わせた支持間

隔を用いる。 

標準支持間隔法によることが困難な場合は，次のいずれ

かの方法で対処する。 

(1) 配管系を3次元はりモデルとして解析を行い，配管の

設計及び支持方法を定める。実際の配管条件に基づい

た直管部標準支持間隔法を算出し，配管間隔を設定す

る。

(2) 当該配管が121℃未満かつ口径50A 以下であることを

確認した上で，直管部標準支持間隔を算出する解析モ

デルを，当該配管固有の設計条件（制限振動数，適用

床区分，適用減衰定数，解析ブロック範囲，配管系内

最小必要支持点数，圧力，温度，支持構造物の固有振

動数，設計用床応答曲線，材質，口径，板厚，保温材

の有無，内部流体及び単位長さ当たりの質量）に応じ

て設定する。

要に応じて多質点系はりモデルを用いた評価を行い,弁駆動部

の機能維持確認済加速度を超える場合は,駆動部を支持する。 

1.3.3.9.5  建屋階層 

支持間隔は階層の区分ごとに設定するため,当該配管を敷設

する床区分に応じて,上下階層の支持間隔を比較し,短い方の

支持間隔を運用して評価を行う。なお,複数階層を跨る配管を

評価する場合は,配管が跨る上層階と下層階の境界となるサポ

ートまでを考慮し,その境界となるサポートで挟まれた範囲の

支持間隔をすべて抽出した上で最も短い標準支持間隔を適用

して評価を行う。 

1.3.3.10 設計上の処置方法 

標準支持間隔法による配管の耐震設計においては，各要素

の支持間隔又は各要素の支持間隔を組み合わせた支持間隔を

用いる。 

標準支持間隔法によることが困難な場合は，次のいずれか

の方法で対処する。 

(1) 配管系を3次元はりモデルとして解析を行い，配管の設

計及び支持方法を定める。実際の配管条件に基づいた直

管部標準支持間隔法を算出し，配管間隔を設定する。

(2) 当該配管が150℃以下又は口径100A未満であることを確

認した上で，直管部標準支持間隔を算出する解析モデル

を，当該配管固有の設計条件（制限振動数，適用床区

分，適用減衰定数，解析ブロック範囲，配管系内最小必

要支持点数，圧力，温度，支持構造物の固有振動数，設

計用床応答曲線，材質，口径，板厚，保温材の有無，内

部流体及び単位長さ当たり重量）に応じて設定する。

再処理施設にお

ける標準支持間

隔を用いる適用

範囲を記載し

た。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.3.8 標準支持間隔 

本章を踏まえて定めた緊急時対策所用代替電源設備の配

管における基準地震動Ｓｓに対する直管部標準支持間隔，

固有振動数及び発生応力を表3－7「直管部標準支持間隔」

に示す。 

各要素（曲がり部，集中質量部及び分岐部）の支持間隔

は，表番リスト以降に示す直管部標準支持間隔に，図3-1

「曲がり部支持間隔グラフ」，図3-2「集中質量部支持間隔

グラフ」及び図3-3「分岐部支持間隔グラフ」を適用するこ

とで算出する。 

表3－7 直管部標準支持間隔(減衰定数0.5%) 

3.4 振動数を基準とした標準支持間隔法 

配管系を剛（20Hz 以上）にし，地震による過渡の振動が

ないようにするために，配管系の各支持区間について，あ

らかじめ基準振動数をベースに定められた基準区間長以下

となるように支持する。 

(1) 直管部分

標準支持間隔に

ついては，添付

書類「Ⅳ-1-1-

11-1 別紙」に各

施設の標準支持

間隔を示すた

め，本資料には

記載しない。

再処理施設にお

いては，既認可

時より応力を基

準とした標準支

持間隔法を適用

しており，振動

数を基準とした
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ａ. 配管軸直角方向の支持 

両端単純支持と仮定した場合の配管径と長さの関係を1

次固有振動数が基準振動数となるように定めておく。 

ｂ. 配管軸方向の支持 

直管部分が長く，配管軸方向の動きが拘束されていな

い場合は軸方向の支持を行う。 

(2) 曲り部分

曲り部分は曲り面と直角な方向（面外方向：曲り部分前

後の直管部分により構成される平面に垂直な方向）の振動

数が低下する。このため曲り部分の近くで面外振動を抑え

るよう支持を行い，支持区間の長さを直管部分の基準長さ

より縮小した値とし，曲げ部分についても1次固有振動数が

基準振動数を下回ることがないようにする。 

(3) 集中質量部

配管に弁等の集中質量がかかる場合，直管部と比較して

剛性が低くなり１次固有振動数が低下する。このため，原

則として集中質量部自体又は近傍を支持するものとする。 

(4) 分岐部

配管の分岐部は主管に分岐管の質量が加わるため，直管

部と比較して主管側の剛性が低くなり１次固有振動数が低

下する。このため，分岐管側の質量の影響を受けないよう

支持を行う。 

標準支持間隔法

は適用していな

いことから，記

載していない。 
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4. 支持構造物の設計

4.1 概要

支持構造物は，配管系の地震荷重，自重，熱荷重等に対して

十分な強度を持たせる必要がある。

支持構造物の設計に当たっては，支持構造物の型式ごとの定

格荷重，最大使用荷重と配管系の支持点荷重を比較する荷重

評価，又は配管系の支持点荷重から求まる支持構造物に生じ

る応力と使用材料により定まる許容応力を比較する応力評価

を行う。

本章では，支持装置，支持架構及び付属部品から構成される

支持構造物並びに埋込金物の設計の基本原則，選定方針，強

度及び耐震評価の方法等を示す。

4.2.2 支持装置，支持架構及び埋込金物の設計（Ⅴ-2-1-

11） 

(1)支持装置の設計

a.設計方針

支持装置にはアンカ，レストレイント，スナッバ，ハンガが

あり，物量が多いことから標準化が図られている。標準化さ

れた製品の中から使用条件に適合するものを選定する。これ

らの支持装置は，定格荷重又は最大使用荷重に対して十分な

強度があり，かつ多くの使用実績を有している。支持装置の

機能と用途について，表4-1「支持装置の機能と用途(例)」に

示す。

4.2.2 (1)（Ⅴ-2-1-11） 

b.荷重条件

支持装置の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成

分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについて

は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に従う。

4.2.2 支持構造物の設計荷重（Ⅴ-2-1-12-1） 

支持構造物の設計に用いる支持点荷重は，耐震設計上の重要

度分類に基づく設計用地震力を条件とした配管系の3次元はり

モデルによる解析，又は標準支持間隔法により得られる支持

点荷重を支持構造物の種別に応じて適切に組み合わせて求め

2. 支持構造物の設計

2.1 概要 

支持構造物は，配管の地震荷重，自重，熱荷重等に対

して十分な強度を持たせる必要がある。 

支持構造物の設計に当たっては，支持構造物の型式ご

との定格荷重，最大使用荷重と配管の支持点荷重を比較

する荷重評価，又は配管の支持点荷重から求まる支持構

造物に生じる応力と使用材料により定まる許容応力を比

較する応力評価を行う。 

本章では，支持装置，支持架構及び付属部品から構成

される支持構造物並びに埋込金物の設計の基本原則，選

定方針，強度及び耐震評価の方法等を示す。 

2.2 設計の基本方針 

2.2.1  設計方針 

支持構造物にはアンカサポート，レストレイント，ス

ナバ，ハンガがあり，物量が多いことから標準化が図ら

れている。標準化された製品の中から使用条件に適合す

るものを選定する。これらの支持構造物は，定格荷重又

は最大使用荷重に対して十分な強度があり，かつ多くの

使用実績を有している。支持構造物の機能と用途につい

て，第2.2.1-1表 支持構造物の機能と用途(例)に示す。

2.2.2 荷重条件 

支持構造物の設計は，配管から伝わる荷重に対し，そ

の荷重成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組

合せについては，添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持

の基本方針」に従う。 

支持構造物の設計に用いる支持点荷重は，耐震設計上

の重要度分類に基づく設計用地震力を条件とした配管の

多質点系はりモデルを用いた解析，又は標準支持間隔法

により得られる支持点荷重を支持構造物の種別に応じて
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(57／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

る。 

支持構造物の設計に当たり荷重評価を行う場合は，配管系の

支持点荷重と定格荷重又は最大使用荷重との比較を行う。 

適切に組み合わせて求める。 

支持構造物の設計に当たり荷重評価を行う場合は，配

管の支持点荷重と定格荷重又は最大使用荷重との比較を

行う。 

533



別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(58／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第2.2.1-1表 支持構造物の機能と用途(例) 再処理施設において

用いている支持構造

物について記載し

た。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(59／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

4.2.2 (1) （Ⅴ-2-1-11） 

c.種類及び選定

支持装置の機能別選定要領を，図4-2「支持構造物の選定フロ

ー」に示す。

(a)アンカ

アンカサポートは，配管に直接溶接されるラグ又は配管固定

用クランプと架構部分から構成され，周囲の構造物との関係

や支持点荷重を基に選定する。

なお，アンカサポートと同様な構造及び機能であるが，一定

の方向だけ熱変位を許容する場合は，ガイドサポートを選定

する。

(b)レストレイント

レストレイントは，配管軸直角方向又は配管にラグを設置し

て配管軸方向の拘束に使用する。架構式レストレイント又はU

ボルトにおいて，支持点荷重がUボルトの最大使用荷重を超え

る場合は架構式レストレイントを，支持点荷重がUボルトの最

大使用荷重以下の場合はUボルトを選定する。ロッドレストレ

イントの場合は，定格荷重が支持点荷重を下回らない範囲

で，支持点荷重に近い定格荷重のロッドレストレイントを選

定する。 

なお，周囲の構造物との関係にもよるが，支持点と床，壁等

が接近している場合は架構式レストレイント又はUボルトを使

用し，支持点から床，壁等までの距離が離れている場合はロ

ッドレストレイントを使用する。 

(C)スナッバ

定格荷重が支持点荷重を下回らない範囲で，支持点荷重に近

い定格荷重のスナッバを選定する。 

(d)ハンガ

支持点荷重及び熱膨張による変位から，必要なストロークを

2.2.3 種類及び選定 

支持構造物の機能別選定要領を，第2.2.3-1図 支持構

造物の選定フローに示す。 

(1) アンカサポート(ガイドサポート)

アンカサポートは，配管に直接溶接されるラグ又は

配管固定用クランプと架構部分から構成される。支持

点荷重，配管口径及び配管材質を基に選定する。 

なお，アンカサポートと同様な構造及び機能である

が，一定の方向だけ熱膨張変位を許容する場合はガイ

ドサポートを選定する。 

(2) ロッドレストレイント(リジットサポート(架構形))

ロッドレストレイントは，配管軸直方向又は配管に

ラグを設置して配管軸方向の拘束に使用するもので，

支持点荷重に基づき，定格荷重を超えない範囲で支持

点荷重に近い定格荷重のロッドレストレイントを選定

する。

なお，リジットサポート(架構形)は，形鋼を組み合

わせて架構として床，壁面等の近傍の配管を支持する

もので，支持点荷重，配管口径及び配管材質を基に選

定する。 

(3) スナバ(オイルスナバ及びメカニカルスナバ)

支持点荷重及び熱膨張変位から，必要なストローク

を有し，かつ定格荷重を超えない範囲で支持点荷重に

近い定格荷重のスナバを選定する。通常はオイルスナ

バを選定するが，保守の難易度が高い場所に設置する

場合は，メカニカルスナバを選定する。 

(4) スプリングハンガ

スプリングハンガは，支持点荷重及び熱膨張変位か

再処理施設における

支持構造物の選定内

容について記載し

た。 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(60／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

有し，かつ定格荷重が支持点荷重を下回らない範囲で，支持

点荷重に近い定格荷重のハンガを選定する。 

通常はスプリングハンガを使用するが，配管の熱膨張によっ

て生じる支持点の変位が大きい場合はコンスタントハンガ

を，極めて小さい場合はリジットハンガを使用する。 

ら，必要なストロークを有し，かつ定格荷重を超えな

い範囲で支持点荷重に近い定格荷重のスプリングハン

ガを選定する。 

(5) Ｕボルト(Ｕバンド)

Ｕボルトは，配管軸直方向を拘束する機能を有し，

支持点荷重を基にその仕様(材質，形状及び寸法)を配

管口径ごとに決めていることから，配管口径に応じた

Ｕボルトを選定する。 

配管軸直方向に加えて配管軸方向も拘束する場合

は，Ｕボルトと同様な構造を有するＵバンドを選定す

る。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(61／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第2.2.3-1図（１／３） 支持構造物の選定フロー 

第 2.2.3-1 図（２／３） 支持構造物の選定フロー 

第2.2.3-1図（３／３） 支持構造物の選定フロー 

再処理施設における

支持構造物の機能別

選定要領について，

他先行発電炉の内容

を参考に記載した。
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(62／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

4.2 基本原則（Ⅴ-2-1-12-1） 

4.2.1 支持構造物の設計において考慮すべき事項 

支持構造物は，以下の点を考慮して設計する。 

(1) 支持装置及び付属部品は，配管系の地震荷重，自重，熱

荷重等による支持点荷重が，使用される支持装置の定格荷重

又は付属部品の最大使用荷重以下となるよう選定する。

(2) 支持架構は，配管系の地震荷重，自重，熱荷重等による

支持点荷重から求まる支持架構に生じる応力が，許容応力以

下となるよう構造を決定する。

(3) アンカ及びレストレイントとなる支持構造物は，建屋と

共振しないように十分な剛性を持たせるものとする。

(4) 支持構造物は点検の容易な構造とする。

(5) 原則として，支持構造物は，埋込金物より建屋側へ荷重

を伝える構造とする。

(6) 支持構造物の設計に当たっては，発電用原子力設備規格

（設計・建設規格（2005 年版（2007 年追補版含む）） ＪＳ

ＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007）（日本機械学会 2007年9 月）

（以下「設計・建設規格」という。）に従い熱荷重，自重等

に対して十分な強度を持たせるとともに，原子力発電所耐震

設計技術指針（重要度分類・許容応力編ＪＥＡＧ４６０１・

補－1984，ＪＥＡＧ４６０１－1987 及びＪＥＡＧ４６０１－

1991追補版）（日本電気協会 電気技術基準調査委員会 昭和

59 年9 月，昭和62 年8 月及び平成3 年6 月）（以下「指

針」という。）に従い，地震荷重に対して十分な強度を持た

せるものとする。 

2.2.4  支持構造物の設計において考慮すべき事項 

支持構造物は，以下の点を考慮して設計する。 

(1) 支持装置及び付属部品は，配管の地震荷重，自重，

熱荷重等による支持点荷重が，使用される支持装置の

定格荷重又は付属部品の最大使用荷重以下となるよう

選定する。

(2) 支持架構は，配管の地震荷重，自重，熱荷重等によ

る支持点荷重から求まる支持架構に生じる応力が，許

容応力以下となるよう構造を決定する。

(3) アンカサポート及びレストレイントとなる支持構造

物は，建屋と共振しないように十分な剛性を持たせる

ものとする。

(4) 支持構造物は点検の容易な構造とする。

(5) 原則として，支持構造物は，埋込金物より建屋側へ

荷重を伝える構造とする。

(6) 支持構造物の設計に当たっては，JSME S NC1に従い

熱荷重，自重等に対して十分な強度を持たせるととも

に，JEAG4601に従い，地震荷重に対して十分な強度を

持たせるものとする。
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(63／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

4.3 支持装置の設計 

4.3.1 概要 

支持装置は，型式ごとに基本形状が決まっており，配管系の

地震荷重，自重，熱荷重等による支持点荷重と型式ごとに設

定される定格荷重の比較による荷重評価によって選定でき

る。 

4.3.2 支持装置の選定 

支持装置は，以下の条件により選定する。 

(1) ロッドレストレイント

支持点荷重に基づき，定格荷重で選定する。

(2) オイルスナッバ，メカニカルスナッバ

支持点荷重及び熱膨張変位に基づき，定格荷重で選定する。

(3) スプリングハンガ，コンスタントハンガ及びリジットハ

ンガ

支持点荷重及び熱膨張変位に基づき，定格荷重で選定する。 

各支持装置の定格荷重及び主要寸法を表4－1～表4－7に示

す。 

なお，本表に示す型式及び定格荷重は代表的な支持装置を示

したものであり，記載のない型式であっても，同様に設定さ

れている定格荷重により選定を行う。 

2.3 支持装置の設計 

2.3.1 概要 

支持装置は，型式ごとに基本形状が決まっており，配

管の地震荷重，自重，熱荷重等による支持点荷重と型式

ごとに設定される定格荷重の比較による荷重評価によっ

て選定する。 

2.3.2  支持装置の選定 

支持装置は，以下の条件により選定する。 

(1) ロッドレストレイント

支持点荷重に基づき，定格荷重で選定する。

(2) オイルスナバ，メカニカルスナバ

支持点荷重及び熱膨張変位に基づき，定格荷重で選

定する。 

(3) スプリングハンガ

支持点荷重及び熱膨張変位に基づき，定格荷重で選

定する。 

各支持装置の定格荷重及び主要寸法を第2.3.2-1表～第

2.3.2-5表に示す。 

なお，本表に示す型式及び定格荷重は代表的な支持装置

を示したものであり，記載のない型式であっても，同様に

設定されている定格荷重により選定を行う。 

再処理施設において

用いている支持装置

の選定内容について

記載した。 

前ページ同様 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(64／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第2.3.2-1表 ロッドレストレイントの定格荷重及び主要寸

法 

型 式 

定格 

荷重 

(kN) 

主要寸法(mm) 

A 
D d 

最 小 最 大 

06 6 450 1,750 34.0 20 

1 10 450 2,000 42.7 20 

3 30 520 2,400 60.5 30 

6 60 550 2,700 76.3 36 

10 100 650 2,950 89.1 42 

16 160 720 3,400 114.3 56 

25 250 770 3,800 139.8 64 

Ａ 

φ
Ｄ

ｄ
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(65／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 2.3.2-2 表 オイルスナバの定格荷重及び主要寸法 

前ページ同様 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(66／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 2.3.2-3 表 メカニカルスナバの定格荷重及び主要寸法 

前ページ同様 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(67／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 2.3.2-4 表 スプリングハンガの選定表（荷重範囲及び最

大トラベル） 

型 式 

トラベルシリーズ

1 2 4 L2 L4 

荷重範囲(kN) 

16 18.51～30.52 13.51～30.52 

19 44.72～72.96 32.95～72.96 

最大トラベル(mm) 

16,19 30 60 120 85 170 

前ページ同様 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(68／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 2.3.2-5 表 スプリングハンガの主要寸法

型 式 

主要寸法(mm) 

A 

B 

C トラベルシリーズ

1 2 L2 4 L4 

16 30 240 345 370 590 640 258 

19 48 315 450 475 770 820 328 

前ページ同様 

544



別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(69／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(70／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(71／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(72／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(73／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(74／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

4.3.3 支持装置の使用材料 

設計・建設規格の適用を受ける箇所に使用する材料は，設

計・建設規格 付録材料図表Part1 に従うものとする。 

4.3.4 支持装置の強度及び耐震評価方法 

支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価の方法を以下に示

す。 

(1) 定格荷重

支持装置の定格荷重は，設計・建設規格及び指針を満足する

よう設定されたものであり，支持点荷重を上回る定格荷重が

設定されている支持装置を選定することで，十分な強度及び

耐震性が確保される。

(2) 支持装置の強度計算式

a. 記号の定義

支持装置の強度計算式に使用する記号は，下記のとおりとす

る。

2.3.3 支持装置の使用材料 

JSME S NC1の適用を受ける箇所に使用する材料は，JSM

E S NC1 付録材料図表Part1 に従うものとする。 

2.3.4 支持装置の強度及び耐震評価方法 

支持装置及び付属部品の強度及び耐震評価の方法を以

下に示す。 

2.3.4.1 定格荷重 

支持装置の定格荷重は，JSME S NC1及びJEAG4601を満

足するよう設定されたものであり，支持点荷重を上回る

定格荷重が設定されている支持装置を選定することで，

十分な強度及び耐震性が確保される。 

2.3.4.2 支持装置の強度計算式 

2.3.4.2.1 記号の定義 

支持装置の強度計算式に使用する記号は，下記のとお

りとする。 

(差分無し) 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(75／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(1) ロッドレストレイント 再処理施設において

用いている支持装置

の選定内容について

記載した。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(76／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(2) オイルスナバ，メカニカルスナバ

前頁同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(77／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

前頁同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(78／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(3) スプリングハンガ

前頁同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(79／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

前頁同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(80／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

前頁同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(81／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

b. 強度計算式

支持装置の強度計算式を以下に示す。

なお，以下に示す強度及び耐震計算式は代表的な形状に対す

るものであり，記載のない形状についても，同様の計算式で

計算できる。

(a) ロッドレストレイント

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生する引張応力（又

は圧縮応力），せん断応力及び支圧応力を次の計算式により

算出し，許容応力以下であることを確認する。

イ. 強度部材

①ブラケット，②パイプ，③アジャストナット溶接部，④ク

ランプ，⑤ピン，⑥スヘリカルアイボルト

ロ. 各部材の計算式

（イ） ブラケット（①）及びクランプ（④）

ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。

ⅱ せん断応力評価 

2.3.4.2.2 強度計算式 

支持装置の強度計算式を以下に示す。 

なお，以下に示す強度及び耐震計算式は代表的な形状

に対するものであり，記載のない形状についても，同様

の計算式で計算する。 

(1) ロッドレストレイント

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん

断応力，引張応力(又は圧縮応力)及び支圧応力を次の

計算式により算出し，許容応力以下であることを確認

する。 

a. 強度部材

①ブラケット，②ピン，③スヘリカルアイボル

ト，④アジャストナット溶接部，⑤パイプ及び⑥ク

ランプ

b. 各部材の計算式

(a) ブラケット(①)及びクランプ(⑥)

Ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 

Ⅱ せん断応力評価 

再処理施設において

用いている支持装置

に対する内容を記載

した。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(82／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

（ニ） ピン（⑤）

ⅰ せん断応力評価

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。

せん断応力が，許容せん断応力以下であるこ

とを確認する。 

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを

確認する。 

(b) ピン(②)

Ⅰ せん断応力評価

せん断応力が，許容せん断応力以下であるこ

とを確認する。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(83／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（ホ） スヘリカルアイボルト（⑥）

ⅰ 穴部

（ⅰ） 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。

（ⅱ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

（ⅲ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

(c) スヘリカルアイボルト(③)

Ⅰ 穴部

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であること

を確認する。 

(Ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下である

ことを確認する。 

(Ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であること

を確認する。 

再処理施設設計とし

ての設計に基づく整
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(84／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅱ ボルト部 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

（ハ） アジャストナット溶接部（③）

ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。

(d) アジャストナット溶接部(④)

Ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 

理。 

なお、先行 PWR プラ

ントと同一の評価式

である。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(85／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（ロ） パイプ（②）

ⅰ 圧縮応力評価

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。

許容圧縮応力 

(e) パイプ(⑤)

Ⅰ 圧縮応力評価

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを

確認する。 

許容圧縮応力 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(86／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(87／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(b) オイルスナッバ

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，

引張応力（又は圧縮応力）及び支圧応力を次の計算式により

算出し，許容応力以下であることを確認する。 

イ. 強度部材

①シリンダチューブ，②ピストンロッド，③シリンダカバ

ー，④タイロッド，⑤イーヤ，⑥六角ボルト，⑦ロッドエン

ド，⑧アダプタ，⑨コネクティングパイプ，⑩クランプ，⑪

ブラケット，⑫ピン 

ロ. 各部材の計算式

（イ） シリンダチューブ（①）

ⅰ 引張応力評価

内圧により生ずる引張応力が，許容引張応力以下であること

を確認する。

(2) オイルスナバ

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん

断応力，引張応力(又は圧縮応力)，支圧応力及び引張

応力を次の計算式により算出し，許容応力以下である

ことを確認する。 

a. 強度部材

①シリンダチューブ，②ピストンロッド，③シリ

ンダカバー，④タイロッド，⑤六角ボルト，⑥ター

ンバックル，⑦スヘリカルアイボルト，⑧アダプ

タ，⑨コネクティングパイプ，⑩ピン，⑪クランプ

及び⑫ブラケット 

b. 各部材の計算式

(a) シリンダチューブ(①)

Ⅰ 引張応力評価

内圧により生じる引張応力が，許容引張応力

以下であることを確認する。 

記載の適正化とし

て，図書内で表現を

統一した。 

再処理施設において

用いている支持装置

に対する内容を記載

した。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(88／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（ロ） ピストンロッド（②）

ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。

(b) ピストンロッド(②)

Ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(89／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（ハ） シリンダカバー（③）

ⅰ せん断応力評価

内圧により生ずるせん断応力が，許容せん断応力以下である

ことを確認する。

（ニ） タイロッド（④）

ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。

(c) シリンダカバー(③)

Ⅰ せん断応力評価

内圧により生じるせん断応力が，許容せん断

応力以下であることを確認する。 

(d) タイロッド(④)

Ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(90／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（ホ） イーヤ（⑤）

ⅰ 穴部 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

（ⅱ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

（ⅲ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

再処理施設設計とし

ての設計に基づく整

理。 

なお、先行 PWR プラ

ントと同一の評価式

である。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(91／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（へ） 六角ボルト（⑥） 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

（ト） ロッドエンド（⑦）

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

(e) 六角ボルト(⑤)

Ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 

再処理施設設計とし

ての設計に基づく整

理。 

なお、先行 PWR プラ

ントと同一の評価式

である。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(92／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

(f) ターンバックル(⑥)

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 

(g) スヘリカルアイボルト(⑦)

再処理施設設計とし

ての設計に基づく整

理。 

なお、先行 PWR プラ

ントと同一の評価式

である。

再処理施設設計とし

ての設計に基づく整
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(93／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であるこ

とを確認する。 

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを

確認する。 

理。 

なお、先行 PWR プラ

ントと同一の評価式

である。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(94／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（チ） アダプタ（⑧）

ⅰ 本体

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

（リ） コネクティングパイプ（⑨）

ⅰ 圧縮応力評価

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。

Ⅰ 引張応力評価 

アダプタ及び溶接部の引張応力が，許容引張

応力以下であることを確認する。 

(i) コネクティングパイプ(⑨)

Ⅰ 圧縮応力評価

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを

確認する。 

許容圧縮応力 

再処理施設設計とし

ての設計に基づく整

理。 

なお、先行 PWR プラ

ントと同一の評価式

である。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(95／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(96／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（ル） ピン（⑫）

ⅰ せん断応力評価

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。

（ヌ） クランプ（⑩）及びブラケット（⑪）

ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

(j) ピン(⑩)

Ⅰ せん断応力評価

せん断応力が，許容せん断応力以下であるこ

とを確認する。 

(k) クランプ(⑪)及びブラケット(⑫)

Ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であるこ

とを確認する。 

(差分無し) 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(97／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを

確認する。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(98／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(c) メカニカルスナッバ

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生する引張応力（又

は圧縮応力），せん断応力及び支圧応力を次の計算式により

算出し，許容応力以下であることを確認する。

イ. 強度部材

①ブラケット，②ジャンクションコラムアダプタ，③ロード

コラム，④クランプ，⑤ピン，⑥コネクティングチューブ，

⑦ケース，ベアリング押え及び六角ボルト，⑧イーヤ，⑨ユ

ニバーサルボックス，⑩コネクティングチューブイーヤ部，

⑪ユニバーサルブラケット

ロ. 各部材の計算式

（ト） イーヤ（⑧）

ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

(3) メカニカルスナバ

応力評価は，次の強度部材である最弱部に発生する

せん断応力，引張応力(又は圧縮応力)及び支圧応力を

次の計算式により算出し，許容応力以下であることを

確認する。 

a. 強度部材

①イーヤ，②ロードコラム，③ケース，ベアリン

グ押さえ及び六角ボルト，④ジャンクションコラム

アダプタ，⑤コネクティングチューブ，⑥クラン

プ，⑦コネクティングチューブイーヤ部，⑧ピン，

⑨ユニバーサルボックス，⑩ユニバーサルブラケッ

ト及び⑪ダイレクトアタッチブラケット

b. 各部材の計算式

(a) イーヤ(①)

Ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であるこ

とを確認する。 

再処理施設において

用いている支持装置

の内容について記載

した。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(99／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

（ハ） ロードコラム（③）

ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。

（ヘ） ケース，ベアリング押え及び六角ボルト（⑦）

ⅰ ケース

（ⅰ） 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを

確認する。 

(b) ロードコラム(②)

Ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 

(c) ケース，ベアリング押さえ及び六角ボルト(③)

Ⅰ ケース

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であること

を確認する。 

前ページ同様 

575



別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(100／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（ⅱ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

（ⅲ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

ⅱ ベアリング押え 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

（ⅱ） 支圧応力評価 

(Ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下である

ことを確認する。 

(Ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であること

を確認する。 

Ⅱ ベアリング押え 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下である

ことを確認する。 

(Ⅱ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であること
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(101／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

ⅲ 六角ボルト 

（ⅰ） 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

（ロ） ジャンクションコラムアダプタ（②）

ⅰ 六角ボルト

（ⅰ） 引張応力評価

を確認する。 

Ⅲ 六角ボルト 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であること

を確認する。 

(d) ジャンクションコラムアダプタ(④)

Ⅰ 六角ボルト

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であること

再処理施設において

用いている支持装置

に対する内容を記載

した。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(102／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価（本体型式06及び1） 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

（ⅱ） 引張応力評価（本体型式3～25） 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

（ホ） コネクティングチューブ（⑥）

ⅰ 圧縮応力評価

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。

を確認する。 

Ⅱ 溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下である

ことを確認する。 

(e) コネクティングチューブ(⑤)

Ⅰ 圧縮応力評価

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを

確認する。 

許容圧縮応力 

再処理施設設計とし

ての設計に基づく整

理。 

なお、先行 PWR プラ

ントと同一の評価式

である。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(103／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(104／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（イ） ブラケット（①），クランプ（④），コネクティン

グチューブイーヤ部（⑩）及びユニバーサルブラケット

（⑪）

ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

(f) クランプ(⑥)，コネクティングチューブイーヤ

部(⑦)，ユニバーサルブラケット(⑩)及びダイ

レクトアタッチブラケット(⑪)

Ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であるこ

とを確認する。 

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを

確認する。 

再処理施設において

用いている支持装置

に対する内容を記載

した。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(105／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（ニ） ピン（⑤）

ⅰ せん断応力評価

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。

（チ） ユニバーサルボックス（⑨）

(g) ピン(⑧)

Ⅰ せん断応力評価

せん断応力が，許容せん断応力以下であるこ

とを確認する。 

(h) ユニバーサルボックス(⑨)

Ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 

Ⅱ せん断応力評価 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(106／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

せん断応力が，許容せん断応力以下であるこ

とを確認する。 

Ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを

確認する。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(107／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(d) スプリングハンガ

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，

引張応力（又は圧縮応力）及び支圧応力を次の計算式により

算出し，許容応力以下であることを確認する。

イ. 強度部材

①イーヤ，②上ブタ，③ばね座（吊り型），④ハンガロッ

ド，⑤ケース，⑥下ブタ，⑦ターンバックル，⑧クレビス，

⑨ピン，⑩ロッド，⑪ロードコラム，⑫ばね座（置き型）

ロ. 各部材の計算式

（イ） イーヤ（①）

ⅰ 穴部

（ⅰ） 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。

(4) スプリングハンガ

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん

断応力，引張応力，曲げ応力，支圧応力及び組合せ応

力を次の計算式により算出し，許容応力以下であるこ

とを確認する。 

a. 強度部材

①イーヤ，②上部カバー，③バネ座(ピストンプレ

ート)，④ハンガロッド，⑤スプリングケース，⑥下

部カバー，⑦ターンバックル，⑧クレビスブラケッ

ト，⑨ピン，⑩アイボルト及び⑪クランプ

b. 各部材の計算式

(a) イーヤ(①)

Ⅰ 穴部

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であること

を確認する。 

再処理施設において

用いている支持装置

に対する内容を記載

した。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(108／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（ⅱ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

（ⅲ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

(Ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下である

ことを確認する。 

(Ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であること

を確認する。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(109／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

（ロ） 上ブタ（②）

ⅰ 本体

上部カバーに発生する曲げ応力を算出し，算出結果が許容曲

げ応力値以下であることを確認する。 

（ⅰ） 曲げ応力評価 

Ⅱ イーヤ溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下である

ことを確認する。 

(b) 上部カバー(②)

Ⅰ 本体

(Ⅰ) 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であること

を確認する。 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(110／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

Ⅱ 溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下である

ことを確認する。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(111／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（ハ） ばね座（③）

ⅰ 曲げ応力評価

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

ⅲ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

（ニ） ハンガロッド（④）

ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。

(c) バネ座(ピストンプレート)(③)

Ⅰ 曲げ応力評価

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを

確認する。 

(d) ハンガロッド(④)

Ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを

再処理施設設計とし

ての設計に基づく整

理。 

なお、先行 PWR プラ

ントと同一の評価式

である。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(112／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

確認する。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(113／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（ホ） ケース（⑤）

ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。

（ヘ） 下ブタ（⑥）

ⅰ 本体

（ⅰ） 曲げ応力評価

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。

(e) スプリングケース(⑤)

Ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 

(f) 下部カバー(⑥)

Ⅰ 本体

(Ⅰ) 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であること

を確認する。 

(差異無し) 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(114／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下である

ことを確認する。 

Ⅱ 溶接部 ⅱ 溶接部 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(115／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（ト） ターンバックル（⑦）

ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。

（チ） クレビス（⑧）

ⅰ 本体

（ⅰ） 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。

（ⅱ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

(g) ターンバックル(⑦)

Ⅰ 引張応力評価

引張応力が，許容引張応力以下であることを

確認する。 

(h) クレビスブラケット(⑧)及びクランプ(⑪)

Ⅰ 本体

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であること

を確認する。 

(Ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下である

ことを確認する。 

再処理施設設計とし

ての設計に基づく整

理。 

なお、先行 PWR プラ

ントと同一の評価式

である。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(116／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（ⅲ） 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

(Ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であること

を確認する。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(117／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅱ 溶接部 

（ⅰ） せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

（リ） ピン（⑨）

ⅰ 曲げ応力評価

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

ⅲ 組合せ応力評価 

Ⅱ クレビスブラケット溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下である

ことを確認する。 

(i) ピン(⑨)

Ⅰ 曲げ応力評価

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを

確認する。 

Ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であるこ

とを確認する。 

Ⅲ 組合せ応力評価 

再処理施設設計とし

ての設計に基づく整

理。 

なお、先行 PWR プラ

ントと同一の評価式

である。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(118／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 組合せ応力が，許容組合せ応力以下であるこ

とを確認する。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(119／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

（ヌ） ロッド（⑩）

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

（ル） ロードコラム（⑪）

ⅰ 圧縮応力評価 

圧縮応力が，許容圧縮応力以下であることを確認する。 

許容圧縮応力 

再処理施設設計とし

ての設計に基づく整

理。 

なお、先行 PWR プラ

ントと同一の評価式

である。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(120／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

（ヲ） ばね座（⑫）
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(121／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(j) アイボルト(⑩)

Ⅰ 穴部 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であること

を確認する。 

(Ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下である

ことを確認する。 

(Ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であること

を確認する。 

Ⅱ ボルト部 

(Ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であること

を確認する。 

再処理施設設計とし

ての設計に基づく整

理。 

なお、先行 PWR プラ

ントと同一の評価式

である。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(122／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(123／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(e) コンスタントハンガ

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，

引張応力（又は圧縮応力）及び支圧応力を次の計算式により

算出し，許容応力以下であることを確認する。 

イ. 強度部材

①ばね座，②テンションロッド，③テンションロッドピン，

④リンクプレート，⑤アジャストピン，⑥ロードブロックピ

ン，

⑦回転アーム，⑧アッパープレート，⑨イーヤ，⑩ピン，

⑪ハンガロッド，⑫ターンバックル，⑬メインピン，⑭フレ

ーム 

ロ. 各部材の評価式

(イ) ばね座(①)

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

再処理施設において

は，東海第二の支持

装置に該当する支持

装置を用いていない

ことから記載してい

ない。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(124／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(ロ) テンションロッド(②)

ⅰ 本体 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(125／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅱ 穴部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

ⅲ 溶接部 

(ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

(ハ) テンションロッドピン(③)

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(126／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(127／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(ニ) リンクプレート(④)

ⅰ テンションロッド側穴部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

ⅱ アジャストピン側穴部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(128／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

(ホ) アジャストピン(⑤)

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

(ⅲ) 支圧応力評価 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(129／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

(ヘ) ロードブロックピン(⑥)

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(130／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

(ト) 回転アーム(⑦)

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(131／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅲ 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

(チ) アッパープレート(⑧)

ⅰ 本体 

(ⅰ) 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

ⅱ 溶接部 

(ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(132／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅰ 穴部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

(リ) イーヤ(⑨)
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(133／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅱ 溶接部 

(ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

(ヌ) ピン(⑩)

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(134／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

(ル) ハンガロッド(⑪)

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

ⅲ 組合せ応力評価 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(135／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(ヲ) ターンバックル(⑫)

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

前ページ同様 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(136／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅰ 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

ⅱ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

ⅲ 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

(ワ) メインピン(⑬)

612



別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(137／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(カ) フレーム(⑭)

ⅰ せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

前ページ同様 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(138／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(f) リジットハンガ

応力評価は，次の強度部材の最弱部に発生するせん断応力，

引張応力（又は圧縮応力）及び支圧応力を次の計算式により

算出し，許容応力以下であることを確認する。 

イ. 強度部材

①クレビスブラケット，②ターンバックル，③アイボルト，

④クランプ

再処理施設において

は，東海第二の支持

装置に該当する支持

装置を用いていない

ことから記載してい

ない。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(139／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(イ) クレビスブラケット(①)及びクランプ(④)

ⅰ 本体 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

(ⅲ) 支圧応力評価 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

ロ. 各部材の評価式
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(140／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅱ 溶接部 

(ⅰ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

ⅲ ピン 

(ⅰ) 曲げ応力評価 

曲げ応力が，許容曲げ応力以下であることを確認する。 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

(ⅲ) 組合せ応力評価 

組合せ応力が，許容組合せ応力以下であることを確認する。 

前ページ同様 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(141／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(ロ) ターンバックル(②)

ⅰ 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

(ハ) アイボルト(③)

ⅰ 穴部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

(ⅱ) せん断応力評価 

せん断応力が，許容せん断応力以下であることを確認する。 

前ページ同様 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(142／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

支圧応力が，許容支圧応力以下であることを確認する。 

ⅱ ボルト部 

(ⅰ) 引張応力評価 

引張応力が，許容引張応力以下であることを確認する。 

(ⅲ) 支圧応力評価 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(143／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

4.4 支持架構及び付属部品の設計 

4.4.1 概要 

配管系の支持架構及び付属部品（ラグ，Ｕボルト等）は，配

管系の支持点荷重から求まる支持構造物に生じる応力と使用

材料により定まる許容応力の比較による応力評価，又は，最

大使用荷重と支持点荷重の比較による荷重評価により設計す

る。 

支持架構は，上記応力評価によるほか，特に機器配置，保守

点検上の配慮などを考慮して設計する必要があるため，その

形状は多種多様である。支持架構の代表構造例を図4－1に示

す。 

図4-1 支持架構の代表構造例 

4.2.2 支持装置，支持架構及び埋込金物の設計（Ⅴ-2-1-

11） 

(2)支持架構の設計

2.4 支持架構及び付属部品の設計 

2.4.1 概要 

配管の支持架構及び付属部品(ラグ，Ｕボルト等)は，

配管の支持点荷重から求まる支持構造物に生じる応力と

使用材料により定まる許容応力の比較による応力評価，

又は，最大使用荷重と支持点荷重の比較による荷重評価

により設計する。 

支持架構は，上記応力評価によるほか，特に機器配

置，保守点検上の配慮等を考慮して設計する必要がある

ため，その形状は多種多様である。支持架構の代表構造

例を第2.4.1-1図に示す。 

第 2.4.1-1 図 支持架構の代表構造例 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(144／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

a.設計方針

配管及び弁の支持架構は，非常に物量が多いことから，図4-3

「支持架構の基本形状例」に示す基本形状ごとに，以下の要

領で鋼材選定の標準化を図って設計に適用する。

(a)配管系の支持点荷重から求まる支持構造物に生じる応力と

使用材料により定まる許容応力の比較による応力評価，又

は，最大使用荷重と支持点荷重の比較による荷重評価により

設計する。

(b)支持点荷重を条件とした強度及び耐震評価を行い，発生応

力が許容応力を超えないように使用する鋼材(山形鋼，溝形

鋼，H形鋼，角形鋼，鋼管等)を決定する。

b.荷重条件

支持架構の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成

分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについて

は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に従う。

2.4.2 設計方針 

配管の支持架構は，非常に物量が多いことから，第2.

4.1-1図に示す基本形状ごとに，以下の要領で鋼材選定の

標準化を図って設計に適用する。 

(1) 配管の支持点荷重から求まる支持構造物に生じる応

力と使用材料により定まる許容応力の比較による応力

評価，又は，最大使用荷重と支持点荷重の比較による

荷重評価により設計する。

(2) 支持点荷重を条件とした強度及び耐震評価を行い，

発生応力が許容応力を超えないように使用する鋼材(山

形鋼，溝形鋼，Ｈ形鋼，角形鋼，鋼管等)を決定する。

2.4.3  荷重条件 

支持架構の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その

荷重成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合

せについては，添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の

基本方針」に従う。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(145／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

c.種類及び選定

支持架構の選定要領を，図4-4「支持架構の設計フロー」に示

す。

(a)支持条件の設定

配管の支持点と床，壁面等からの距離並びに周囲の設備配置

状況から，図4-3「支持架構の基本形状例」に示す支持架構の

基本形状の中から適用タイプを選定する。

支持点荷重は，地震時や各運転状態で生じる荷重又は直管部

標準支持間隔における地震時の荷重を用いる。また，支持点

荷重を低減する必要のある場合は，実支持間隔による荷重を

適用する。

(b)支持点荷重に基づいた応力評価による鋼材選定

地震時の支持点荷重により鋼材を選定する。

(c)鋼材と諸設備間との配置調整

決定した鋼材が，他の配管及び周囲の設備との干渉がないか

確認する。干渉がある場合は，支持架構の形状寸法又は基本

形状の見直しを行って，再度鋼材選定を行う。

配管の支持架構の例を，図4-5「支持架構の例」に示す。

2.4.4  種類及び選定 

支持架構の選定要領を，第2.4.4-1図 支持架構の設計

フローに示す。

(1) 支持条件の設定

配管の支持点と床，壁面等からの距離並びに周囲の

設備配置状況から，第2.4.1-1図に示す支持架構の基本

形状の中から適用タイプを選定する。 

支持点荷重は，地震時や各運転状態で生じる荷重又

は直管部標準支持間隔における地震時の荷重を用い

る。また，支持点荷重を低減する必要のある場合は，

実支持間隔による荷重を適用する。 

(2) 支持点荷重に基づいた応力評価による鋼材選定

地震時の支持点荷重により鋼材を選定する。

(3) 鋼材と諸設備間との配置調整

決定した鋼材が，他の配管及び周囲の設備との干渉

がないか確認する。干渉がある場合は，支持架構の形

状寸法又は基本形状の見直しを行って，再度鋼材選定

を行う。 

配管の支持架構の例を，第2.4.4-2図 支持架構の例

に示す。 

第 2.4.1-1 図に示し

た基本形状から選定

するため，第 2.4.1-1

図を呼び込む記載と

した。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(146／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(差異無し) 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(147／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 2.4.4-1 図 支持架構の設計フロー 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(148／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 2.4.4-2 図 支持架構の例 

(差異無し) 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(149／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

4.4.2 支持架構及び付属部品の選定 

支持架構については，支持点荷重を条件とした強度及び耐震

評価を行い，発生応力が許容応力を超えないように使用する

鋼材（山形鋼，溝形鋼，H形鋼，角形鋼，鋼管等）を決定す

る。 

付属部品については，支持点荷重が最大使用荷重を超えない

ように使用する付属部品を選定する。 

標準的に使用する鋼材及び付属部品の仕様を表4－8～表4－12

に示す。 

なお，付属部品については，最大使用荷重を超える場合であ

っても個別の評価により健全性の確認を行うことが可能であ

る。 

表4－8 支持架構の標準鋼材仕様 

2.4.5 支持架構及び付属部品の選定 

支持架構については，支持点荷重を条件とした強度及

び耐震評価を行い，発生応力が許容応力を超えないよう

に使用する鋼材(山形鋼，溝形鋼，Ｈ形鋼，角形鋼等)を

決定する。 

付属部品については，支持点荷重が最大使用荷重を超

えないように使用する付属部品を選定する。 

標準的に使用する鋼材及び付属部品の仕様を第2.4.5-1

表～第2.4.5-5表に示す。 

なお，付属部品については，最大使用荷重を超える場

合であっても個別の評価により健全性の確認を行うこと

が可能である。 

第 2.4.5-1 表 支持架構の標準鋼材仕様 

再処理施設において

用いている支持架構

及び付属部品の選定

内容について記載し

た。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(150／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 2.4.5-2 表 標準ラグの選定表 

型式 

最大使用荷重＊ 

Fx,Fy,Fz 

(N) 

Mx,My,Mz 

(N･m) 

S-3

S-4

S-6

S-8

S-10

S-12

S-14

S-16

S-18

S-20

S-22

S-24

S-26

S-28

注記 ＊：最大使用荷重として，Fx，Fy 及び Fz は同一

の値とする｡ 

また，Mx，My 及び Mz についても同一の値

とする｡ 

前ページ同様 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(151／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 2.4.5-3 表 標準ラグの主要寸法 

前ページ同様 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(152／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

前ページ同様 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(153／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 2.4.5-4 表 標準Ｕボルトの選定表

注記 ＊：P:引張方向荷重 

Q:せん断方向荷重 

第 2.4.5-5 表 標準Ｕボルトの主要寸法 

前ページ同様 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(154／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(155／297)
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4.4.3 支持架構及び付属部品の使用材料 

設計・建設規格の適用を受ける箇所に使用する材料は，設

計・建設規格 付録材料図表Part1 に従うものとする。ただ

し，ラグの材料は当該配管に適用する材料とする。 

4.4.4 支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価方法 

支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価の方法を以下に示

す。 

(1) 許容応力

許容応力は，設計・建設規格及び指針に基づくものとする。 

供用状態及び許容応力状態に対する許容応力を表4－13に示

す。 

表4－13 供用状態及び許容応力状態の許容応力＊7 ＊8 

注記 ＊1：すみ肉溶接部にあっては，最大応力に対して1.5・

ｆｓとする。 

＊2：設計・建設規格 SSB-3121.1(4)a.により求めたｆｂとす

る。 

＊3：応力の最大圧縮値について評価する。 

＊4：自重，熱等により常時作用する荷重に，地震による荷重

を重ね合わせて得られる応力の圧縮最大値について評価す

る。 

2.4.6 支持架構及び付属部品の使用材料 

JSME S NC1の適用を受ける箇所に使用する材料は，JSM

E S NC1 付録材料図表Part1に従うものとする。ただし，

ラグの材料は当該配管に適用する材料とする。

2.4.7 支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価方法 

支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価の方法を以

下に示す。 

(1) 許容応力

許容応力は，JSME S NC1及びJEAG4601に基づくもの

とする。 

供用状態及び許容応力状態に対する許容応力を第2.

4.7-1表に示す。 

第2.4.7-1表 許容応力状態(供用状態)の許容応力＊7＊8 

注記 ＊1：すみ肉溶接部にあっては，最大応力に対し

て1.5･fsとする。 

＊2：JSME S NC1 SSB-3121.1(4)a.により求めた

fbとする。 

＊3：応力の最大圧縮値について評価する。 

＊4：自重，熱等により常時作用する荷重に，地

震による荷重を重ね合わせて得られる応力

記載の適正化とし

て，図書内で表現を

統一した。 

記載の適正化とし

て，図書内で表現を

統一した。 

記載の適正化とし

て，図書内で表現を

統一した。
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＊5：組合せ応力の許容応力は，設計・建設規格に基づく値と

する。 

＊6：地震動のみによる応力振幅について評価する。 

＊7：材料の許容応力を決定する場合の基準値Ｆは，設計・建

設規格 付録材料図表 Part5 表8 に定める値又は表9 に定め

る値の0.7 倍のいずれか小さい方の値とする。ただし，使用

温度が40 度を超えるオーステナイト系ステンレス鋼及び高ニ

ッケル合金にあっては，設計・建設規格 付録材料図表 Part5

表8 に定める値の1.35 倍の値，表9 に定める0.7 倍の値又は

室温における表8に定める値のいずれか小さい値とする。 

＊8：ｆｔ  ，ｆｓ  ，ｆｃ ，ｆｂ  ，ｆｐ  は，ｆｔ，ｆ

ｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際に設計・建設規格 

SSB-3121.1(1)本文中「付録材料図表 Part5 表8 に定める

値」とあるのを「付録材料図表 Part5 表8 に定める値の1.2 

倍の値」と読み替えて計算した値とする。 

の圧縮最大値について評価する。 

＊5：組合せ応力の許容応力は，JSME S NC1に基

づく値とする。 

＊6：地震動のみによる応力振幅について評価す

る。 

＊7：材料の許容応力を決定する場合の基準値F

は，JSME S NC1 付録材料図表 Part5 表8

に定める値又は表9に定める値の0.7倍のい

ずれか小さい方の値とする｡ただし，使用

温度が40度を超えるオーステナイト系ステ

ンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては，

JSME S NC1 付録材料図表 Part5 表8に定

める値の1.35倍の値，表9に定める0.7倍の

値又は室温における表8に定める値のいず

れか小さい値とする｡

＊8：ft
*，fs

*，fc
*，fb

*，fp
*は，ft，fs，fc，fb，

fpの値を算出する際にJSME S NC1SSB-312

1.1(1)本文中｢付録材料図表 Part5 表8に

定める値｣とあるのを｢付録材料図表 Part5

 表8に定める値の1.2倍の値｣と読み替えて

計算した値とする｡ 

＊
 

＊
 

＊
 

＊
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記号の説明 

ｆｔ ：許容引張応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対し

て設計・建設規格SSB-3121.1(1)により規定される値 

ボルト等に対しては設計・建設規格SSB-3131(1)により規定さ

れる値 

ｆｓ ：許容せん断応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対

して設計・建設規格SSB-3121.1(2)により規定される値 

ボルト等に対しては設計・建設規格SSB-3131(2)により規定さ

れる値 

ｆｃ ：許容圧縮応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対し

て設計・建設規格SSB-3121.1(3)により規定される値 

ｆｂ ：許容曲げ応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対し

て設計・建設規格SSB-3121.1(4)により規定される値 

ｆｐ ：許容支圧応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対し

て設計・建設規格SSB-3121.1(5)により規定される値 

(2) 支持架構及び付属部品の強度計算式

a. 記号の定義

支持架構及び付属部品の強度計算に使用する記号は，下記の

とおりとする。

(a) 支持架構

記号の説明 

ft:許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く)

に対してJSME S NC1 SSB-312

1.1(1)により規定される値 

ボルト等に対してはJSME S N

C1 SSB-3131(1)により規定さ

れる値 

fs:許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除く)

に対してJSME S NC1 SSB-312

1.1(2)により規定される値 

ボルト等に対してはJSME S N

C1 SSB-3131(2)により規定さ

れる値 

fc:許容圧縮応力 支持構造物(ボルト等を除く)

に対してJSME S NC1 SSB-312

1.1(3)により規定される値 

fb:許容曲げ応力 支持構造物(ボルト等を除く)

に対してJSME S NC1 SSB-312

1.1(4)により規定される値 

fp:許容支圧応力 支持構造物(ボルト等を除く)

に対してJSME S NC1 SSB-312

1.1(5)により規定される値 

(2) 支持架構及び付属部品の強度計算式

a. 記号の定義

支持架構及び付属部品の強度計算に使用する記号

は，下記のとおりとする。 

(a) 支持架構

記載の適正化とし

て，図書内で表現を

統一した。 

プラント固有(施設に

応じた記載とした。

以下同様。) 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(b) ラグ (b) ラグ
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(c) Ｕボルト

b. 強度計算式

支持架構及び付属部品の強度計算式を以下に示す。

なお，以下に示す強度及び耐震計算式は代表的な形状に対す

るものであり，記載のない形状についても，同様の計算式で

計算できる。また，許容応力は，許容応力状態ⅢＡＳにおける

一次応力評価（組合せ）を例として記載したものであり，許

容応力状態及び応力種別に応じて適切な許容応力を用いる。

(a) 支持架構

(c) Ｕボルト

b. 強度計算式

支持架構及び付属部品の強度計算式を以下に示

す。 

なお，以下に示す強度及び耐震計算式は代表的な

形状に対するものであり，記載のない形状について

も，同様の計算式で計算する。また，許容応力は，

許容応力状態ⅢＡＳにおける一次応力評価(組合せ)を

例として記載したものであり，許容応力状態及び応

力種別に応じて適切な許容応力を用いる。 

(a) 支持架構

再処理施設において

用いている支持構造

物に対する記載とし

た。 
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支持架構の引張（圧縮）・せん断・曲げ応力を生じる構造部

分の応力は，次の計算式で計算できる。 

支持架構の引張(圧縮)・せん断・曲げ応力を生

じる構造部分の応力は，次の計算式で計算する。 

Ⅰ 構造の代表例 

支持架構の代表例として片持ち形状の支持架

構について応力の計算式を示す。 
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(b) ラグ

ラグ本体の圧縮・せん断・曲げ応力を算出し，算出結果が許

容応力以内であることを確認する。 

Ⅱ 各鋼材の計算式 

支持架構の耐震評価は，配管から受ける設計

荷重を用いて構造計算により最大発生応力を算

出する。発生応力は，次の計算式により求め

る。 

評価は，次に示す組合せ応力が許容応力以下

であることを確認する。 

(b) ラグ

Ⅰ 評価部位

(Ⅰ) パッドと配管の溶接部 

(Ⅱ) パッドと角形鋼管の溶接部 

(Ⅲ) 角形鋼管 

(Ⅳ) 角形鋼管と底板の溶接部 

Ⅱ 各評価部位の計算式 

(Ⅰ) パッドと配管の溶接部 

発生応力は，次の計算式により求める。 

円周部の長さについては，安全側に管の直

径とする。 

再処理施設設計とし

ての設計に基づく整

理。 

なお、先行 PWR プラ

ントと同一の評価式

である。 
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評価は，次が成立することを確認する。 

(Ⅱ) パッドと角形鋼管の溶接部 

発生応力は，次の計算式により求める。 

ⅰ すみ肉溶接 

パッド溶接部の応力は，溶接のど厚にて

評価する。 

前ページ同様 
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評価は，次が成立することを確認する。 

ⅱ 突合せ溶接 

角形鋼管の断面積及び断面係数を算出し

て評価を行う。 

前ページ同様 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

評価は，次が成立することを確認する。 

(Ⅲ) 角形鋼管 

発生応力は，次の計算式により求める。 

角形鋼管の断面積及び断面係数を算出して

評価を行う。 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(167／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

評価は，次が成立することを確認する。 

(Ⅳ) 角形鋼管と底板の溶接部 

ⅰ すみ肉溶接 

発生応力は，次の計算式により求める。 

角形鋼管と底板の溶接部の応力は，溶接

のど厚にて評価する。 

前ページ同様 
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評価は，次が成立することを確認する。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ⅱ 突合せ溶接 

角形鋼管の断面積及び断面係数を算出し

て評価を行う。 

評価は，次が成立することを確認する。 

前ページ同様 
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(c) Ｕボルト

ＵボルトにはＰＨとＰＶ(ＰＶ’)が作用する。ＰＶの場合はボル

ト部に引張力が生じ，ＰＶ’の場合はサドルに圧縮力が生じ

る。 

ＰＨによりサドルに曲げモーメントとせん断力が生じ，また，

Ａ点におけるモーメントの釣合い式よりボルト部に引張力が

生じる。これらの各荷重により発生する応力についてまとめ

ると次式のようになる。 

(c) Ｕボルト

Ｕボルトには，引張方向荷重による引張応力及

びせん断方向荷重によるせん断応力が同時に発生

するとして評価を行う。 

発生応力は，次の計算式により求める。 

評価は，次に示すとおり引張及びせん断応力が

許容応力以下であることを確認する。 

再処理施設設計とし

ての設計に基づく整

理。 

なお、再処理施設

は、他 BWR プラント

と同一の評価式であ

る。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

4.5 埋込金物の設計 

4.5.1 概要 

埋込金物は，支持装置あるいは支持架構を建屋側に取り付け

るためのもので，コンクリート打設前に埋め込まれるものと

コンクリート打設後に設置されるものがある。

埋込金物の概略図，埋込金物の代表形状を図4－2及び図4－3

に示す。

図4－2 埋込金物の概略図 

2.5 埋込金物の設計 

2.5.1 概要 

埋込金物は，支持装置あるいは支持架構を建屋側に取

り付けるためのもので，コンクリート打設前に埋め込ま

れるものとコンクリート打設後に設置されるものがあ

る。 

埋込金物の概略図，埋込金物の代表形状を第2.5.1-1図

及び第2.5.1-2図に示す。 

第 2.5.1-1 図 埋込金物の概略図 

再処理施設において

用いている埋込金物

の代表例を記載し

た。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(173／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

図4－3 埋込金物の代表形状 

第 2.5.1-2 図 埋込金物の代表形状 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(174／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

4.2.2 支持装置，支持架構及び埋込金物の設計（Ⅴ-2-1-

11） 

(3)埋込金物の設計

a. 設計方針

埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝え，支持

構造物と一体となって支持機能を満たすように設計する。埋

込金物の選定は，支持荷重及び配置を考慮して行う。

b. 荷重条件

埋込金物の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成

分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについて

は，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に従う。

c. 種類及び選定

埋込金物は，コンクリート打設前に設置し，そのまま埋め込

まれるものと，コンクリート打設後に後打アンカにより取り

付けられるものとに分類され，施工時期に応じて適用する。

いずれの場合も支持装置又は支持架構を溶接により剛に建屋

側に取り付けることができる。 

コンクリート打設前に設置する埋込金物は，鋼板(以下「ベー

スプレート」という。)にスタッドジベルを溶接した埋込板，

基礎ボルトで，用途及び荷重により数種類の形式に分類され

る。コンクリート打設後に支持装置及び支持架構の取付けが

必要な場合は，メカニカルアンカ又はケミカルアンカを使用

する。ただし，ケミカルアンカは，要求される支持機能が維

持できる温度条件下で使用する。また，メカニカルアンカは

振動が大きい箇所には使用しない。後打アンカの設計は，

「各種合成構造設計指針・同解説」(日本建築学会，2010年改

定)に基づき設計を行い，アンカメーカが定める施工要領に従

い設置する。

埋込金物の形状の代表例を，図4-6に示す。 

2.5.2 埋込金物の設計 

(1) 設計方針

埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝

え，支持構造物と一体となって支持機能を満たすよう

に設計する。埋込金物の選定は，支持荷重及び配置を

考慮して行う。 

(2) 荷重条件

埋込金物の設計は，配管から伝わる荷重に対し，そ

の荷重成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び

組合せについては，添付書類「Ⅳ-1-1-8 機能維持の

基本方針」，に従う。 

(3) 種類及び選定

埋込金物は，コンクリート打設前に設置し，そのま

ま埋め込まれるものと，コンクリート打設後に後打ア

ンカにより取り付けられるものとに分類され，施工時

期に応じて適用する。

いずれの場合も支持装置又は支持架構を溶接により

剛に建屋側に取り付ける。 

コンクリート打設前に設置する埋込金物は，鋼板(以

下「ベースプレート」という。)にスタッドジベルを溶

接した埋込板，基礎ボルトで，用途及び荷重により数

種類の形式に分類される。コンクリート打設後に支持

装置及び支持架構の取付けが必要な場合は，メカニカ

ルアンカ又はケミカルアンカを使用する。ただし，ケ

ミカルアンカは，要求される支持機能が維持できる温

度条件下で使用する。また，メカニカルアンカは振動

が大きい箇所には使用しない。後打アンカの設計は，J

EAG4601又は「各種合成構造設計指針・同解説」(日本

建築学会，2010年改定)に基づき設計を行い，アンカメ

ーカが定める施工要領に従い設置する。

94 ページの第 2.5.5-

1 表に記載した。 

適用規格を明確化し

た。 

91 ページの 2.5.1 に

記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(175／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

各種埋込金物の中から，地震時に生じる設計荷重に対して十

分な耐震性を有するものを選定する。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(176／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

4.2.2 支持装置，支持架構及び埋込金物の設計（Ⅴ-2-1-

11） 

(4)基礎の設計

a. 設計方針

配管の基礎は，支持構造物から加わる自重，地震荷重に対

し，有効な支持機能を有するよう設計する。基礎の選定は，

配管の支持方法，支持荷重及び配置を考慮して行う。

b. 荷重条件

基礎の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷重成分の

組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては，

添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に従う。

2.5.3 基礎の設計 

(1) 設計方針

配管の基礎は，支持構造物から加わる自重，地震荷

重に対し，有効な支持機能を有するよう設計する。基

礎の選定は，配管の支持方法，支持荷重及び配置を考

慮して行う。 

(2) 荷重条件

基礎の設計は，配管から伝わる荷重に対し，その荷

重成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合

せについては，添付書類「Ⅳ-1-1-8 機能維持の基本

方針」に従う。， 

(差異無し) 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(177／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

4.5.2 埋込金物の選定 

埋込金物は，発生する荷重に基づき，タイプごとに定められ

た最大使用荷重を超えない範囲でタイプを選定する。 

なお，最大使用荷重を超える場合であっても発生する荷重の

作用状態による個別の強度評価により健全性の確認を行うこ

とが可能である。 

標準的な埋込金物の最大使用荷重及び主要寸法を表4－14，表

4－15に示す。 

また，ケミカルアンカ及びメタルアンカを用いる場合には，

使用箇所に発生する荷重を許容できるものをカタログから選

定する。 

4.5.3 埋込金物の強度及び耐震評価方法 

2.5.4 埋込金物の選定 

埋込金物は，発生する荷重に基づき，タイプごとに定

められた最大使用荷重を超えない範囲でタイプを選定す

る。 

なお，最大使用荷重を超える場合であっても発生する

荷重の作用状態による個別の強度評価により健全性の確

認を行うことが可能である。 

標準的な埋込金物の最大使用荷重及び主要寸法を第2.

5.4－1表，第2.5.4－2表に示す。 

また，ケミカルアンカ及びメカニカルアンカを用いる

場合には，使用箇所に発生する荷重を許容できるものを

カタログから選定する。

第2.5.4-1表 標準埋込金物の選定表 

第2.5.4-2表 標準埋込金物の主要寸法 

2.5.5 埋込金物の強度及び耐震評価方法 

再処理施設において

用いている埋込金物

の選定内容について

記載した。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(178／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

埋込金物の強度及び耐震評価の方法を以下に示す。 

(1) 許容応力及び許容荷重

許容応力及び許容荷重は，指針に基づくものとする。

埋込金物における供用状態及び許容応力状態に対する許容応

力及び許容荷重を表4-16に示す。 

表4-16 埋込金物における供用状態及び許容応力状態の許容

応力及び許容荷重 

注1：コンクリートの圧縮応力が支配的の場合は圧縮応力につ

いて評価する。 

2：コンクリートの許容荷重は単位系の換算係数を用いて評価

する。 

3：許容値を算出する設計温度は常温を使用するものとする。 

4：埋込金物の最大使用荷重は，プレート，スタッド及びコン

クリートの評価のうち最も厳しい部位で決定する。

埋込金物の強度及び耐震評価の方法を以下に示す。 

(1) 許容応力及び許容荷重

許容応力及び許容荷重は，JEAG4601に基づくものと

する。 

埋込金物における供用状態及び許容応力状態に対す

る許容応力及び許容荷重を第2.5.5-1表に示す。 

第2.5.5-1表 埋込金物における供用状態及び許容応力状態

の許容応力及び許容荷重 

注記 ＊1：1.5fb
*，1.5ft

*及び1.5fs
*はJSME S NC1，SSB-3

121.3による。 

＊2：埋込板の評価では，コンクリート支圧による

許容荷重が引張荷重による許容荷重より大き

いことから，引張荷重を許容荷重として設定

する。 

＊3：許容値は，常温における物性値を用いて算出

する。 

再処理施設は、先行

PWR プラントの記載に

合わせた 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(179／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

5：ｆｔ は，ｆｔの値を算出する際に設計・建設規格 SSB-

3121.1(1)本文中「付録材料図表 Part5 表8 に定める値」と

あるのを「付録材料図表 Part5 表8 に定める値の1.2 倍の

値」と読み替えて計算した値とする。 

記号の説明 

ｆｔ ：許容引張応力 支持構造物（ボルト等を除く）に対して

設計・建設規格SSB-3121.1(1)により規定される値 

Ｓｙ ：設計降伏点 設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表8 

に規定される値 

Ｆｃ，Ａｃ，α，Ａ0，Ｅｃ，Ａｂ ：(2)項の記号の定義による 

(2) 強度計算式

記号の説明 

ft:許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除

く)に対してJSME S NC1 SS

B-3121.1(1)により規定さ

れる値

fs:許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除

く)に対してJSME S NC1 SS

B-3121.1(2)により規定さ

れる値 

fb:許容曲げ応力 支持構造物(ボルト等を除

く)に対してJSME S NC1 SS

B-3121.1(3)により規定さ

れる値 

Fc，Ac，scA，Ec (2)項の記号の定義による

(2) 強度計算式

再処理施設において

用いている埋込金物

に対する強度計算に

使用する記号を記載

した。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(180／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

a. 記号の定義

埋込金物の強度計算に使用する記号は，下記のとおりとす

る。

a. 記号の定義

埋込金物の強度計算に使用する記号は，下記のと

おりとする。 
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【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(181／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

b. 強度計算式

埋込金物の強度計算式を以下に示す。

なお，以下に示す許容応力及び許容荷重は，許容応力状態ⅢＡ

Ｓにおける評価を例として記載したものであり，各評価部位

の供用状態に応じて適切な許容応力及び許容荷重を用いる。 

b. 強度計算式

埋込板には，支持架構より次の荷重が作用する。

(a) 軸方向荷重

(b) 曲げモーメント

(c) せん断荷重

(d) 回転モーメント

以上の荷重により， 

Ⅰ ベースプレートには，(a)項と(b)項の荷重の

組合せにより，曲げ応力が発生する。 

Ⅱ スタッドジベルには，(a)項と(b)項の荷重の

組合せにより，引張応力が発生する。また，(c)

項と(d)項の荷重の組合せにより，せん断応力が

発生する。 

Ⅲ コンクリートには，(a)項と(b)項の荷重の組

合せにより，引張応力が発生する。 

発生応力及び発生荷重は，「鉄骨柱脚部の力

学性状に関する実験的研究(軸圧縮力と曲げモー

再処理施設において

用いている埋込金物

に対する強度計算に

使用する記号を記載

した。 

再処理施設設計とし

ての設計に基づく整

理。なお、評価式

は、先行 PWR プラン

トの記載に合わせた
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(182／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(a) プレートの計算式

メントを受ける場合)」(日本建築学会(1982年))

に基づき，次の計算式により求める。 

なお，以下に示す強度及び耐震計算式は代表

的な形状に対するものであり，記載のない形状

についても，同様の計算式で計算する。 

(Ⅰ) ベースプレートの計算式 

ⅰ ベースプレートの圧縮側の曲げ応力 

ここで 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(183／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(b) スタッドの計算式(引張応力)

(c) コンクリートの計算式(せん断荷重)

(d) コンクリートの計算式（引張荷重を受ける場合のシアコ

ⅱ ベースプレートの引張側の曲げ応力 

(Ⅱ) スタッドジベルの計算式 

ⅰ スタッドジベルの引張応力 

ここで 

ⅱ スタッドジベルのせん断応力 

(Ⅲ) コンクリートの計算式 

ⅰ コンクリートのコーン状破壊における引

張荷重 

なお，(Ⅰ)～(Ⅲ)項の計算で使用する，Ｘｎ及びｅを次に示

前ページ同様 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(184／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ーン） 

(e) コンクリートの計算式（引張荷重を受ける場合の支圧）

す。 

c. 応力評価

評価は，b.項で求めた発生応力及び発生荷重が許
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(185／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

容値以下であることを確認する。 

(a) ベースプレートの評価

(b) スタッドジベルの評価

(c) コンクリートの評価
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(186／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

5. 耐震評価結果

5.1 支持構造物の耐震評価結果

5.1.1 概要

各支持構造物について，定められた評価荷重に対して十分な

耐震強度を有することを確認した結果を以下に示す。

5.1.2 支持構造物の耐震評価結果 

支持構造物における評価結果の纏め表を表5－1に示す。 

表5－1 支持構造物の評価結果纏め表 

注：各評価において最大使用荷重を超えた場合でも実際に使

用される当該温度による個別の評価により，健全性の確認を

行うことが可能である。 

3. 耐震評価結果

3.1 支持構造物の耐震評価結果

支持構造物における評価結果の纏め表を第3.1-1表に示す。 

第3.1-1表 支持構造物の評価結果纏め表＊1 

注記 ＊1:各評価において定格荷重，最大使用荷重を超えた場合でも実際に使用さ

れる当該温度による個別の評価により，健全性の確認を行うことが可能

である。 

＊2:原則として許容応力状態ⅢAS及びⅣASにおける発生荷重を許容応力状態

ⅢAS相当に換算した荷重のうち最大の荷重を用いて，許容応力以下であ

ることを確認する。但し，ロッドレストレイント，オイルスナバ，メカ

ニカルスナバについては，発生荷重を許容応力状態A及びB相当に換算し

た値のうち最大の荷重を用いて，許容応力以下であることを確認する。

再処理施設に

おいて用いて

いる支持構造

物の耐震評価

結果について

記載した。 

再処理施設に

おいて用いる

支持構造物の

許容応力につ

いて，一部の

支持構造物の

許容応力は許

容応力状態Ａ

及びＢ相当に

換算した最大

荷重を用いて

確認すること

を記載してい

る。 
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第 3.1-2 表（１／４） ロッドレストレイント 強度評価結果

再処理施設に

おいて用いて

いる支持構造

物の耐震評価

結果について

記載した。 
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なお，本項における耐震計算結果は，代表的な支持構造物の

例を示したものであり，本項に記載のない支持構造物につい

ても同様な評価を行う。 

5.2.2 個別の処置方法 

支持構造物の評価において，支持点荷重が定格荷重又は最大

使用荷重を超えた場合には，標準支持間隔法であれば支持間

隔の短縮化等による支持点荷重低減，3次元はりモデル解析で

あれば使用鋼材又は構造の見直し等により強度向上を図るも

のとする。 

3.2 代表的な支持構造物の耐震計算例 

3.2.1 支持構造物の耐震計算例 

代表的な支持構造物を第3.2.1-1表に，耐震計算例を第3.2.1-

2表～第3.2.1-9表に示す。 

なお，本項における耐震計算結果は，代表的な支持構造物の

例を示したものであり，本項に記載のない支持構造物について

も同様な評価を行う。 

3.2.2 個別の処置方法 

支持構造物の評価において，支持点荷重が最大使用荷重を超

えた場合には，標準支持間隔法であれば支持間隔の短縮化等に

よる支持点荷重低減，多質点系はりモデル解析であれば使用鋼

材又は構造の見直し等により強度向上を図るものとする。 

記載の適正化と

して，本図書内

の表現を統一し

た。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-2 表（１／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(277／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-2 表（２／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(278／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-3 表（１／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(279／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-3 表（２／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(280／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-4 表（１／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(281／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-4 表（２／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(282／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-5 表（１／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(283／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-5 表（２／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(284／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-6 表（１／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(285／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-6 表（２／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(286／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-7 表（１／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(287／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-7 表（２／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(288／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-8 表（１／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(289／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-8 表（２／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(290／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-9 表（１／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(291／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

第 3.2.1-9 表（２／２） 支持構造物の強度及び耐震計算結果 

前ページ同様 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(292／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

比較対象無し 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(293／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

比較対象無し 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(294／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

比較対象無し 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(295／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

比較対象無し 
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(296／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

5. その他特に考慮すべき事項（Ⅴ-2-1-11）

(1)機器と配管の相対変位に対する考慮

機器と配管との相対変位に対しては，配管側のフレキシビリ

ティでできる限り変位を吸収することとし，機器側管台部又

は支持構造物に過大な反力を生じさせないよう配管側のサポ

ート設計において考慮する。

(2)動的機器の支持に対する考慮

ポンプ，ファン等の動的機器に対しては地震力の他に機器の

振動を考慮して支持構造物の強度設計を行う。 

また，振動による軸芯のずれを起こさないよう，据付台の基

礎へのグラウト固定，取付ボルトの回り止め等の処置を行

う。 

(3)建屋・構築物との共振の防止

支持に当たっては据付場所に応じ，建屋・構築物の共振領域

からできるだけ外れた固有振動数を持つよう考慮する。ま

た，共振領域近くで設計する場合は地震応答に対して十分な

強度余裕を持つようにする。

(4)波及的影響の防止

耐震重要度における下位クラスの機器の破損によって上位ク

ラスの機器に波及的影響を及ぼすことがないよう配置等を考

慮して設計するが，波及的影響が考えられる場合には，下位

クラス機器の支持構造物は上位クラスに適用される地震動に

対して設計する。

(5)隣接する設備

配管が他の配管又は諸設備と接近して設置される場合は，地

震，自重，熱膨張及び機械的荷重による変位があっても干渉

しないようにする。保温材を施工する配管については，保温

材の厚みを含めても干渉しないようにする。

(6)材料の選定

材料選定に当たっては，使用条件下における強度に配慮し，

十分な使用実績があり，材料特性が把握された安全上信頼性

が高いものを使用する。

また，添付書類「Ⅴ-2-1-10 ダクティリティに関する設計方

4. その他の考慮事項

4.1 機器と配管の相対変位に対する考慮 

機器と配管との相対変位に対しては，配管側のフレキシビ

リティでできる限り変位を吸収することとし，機器側管台部

又は支持構造物に過大な反力を生じさせないよう配管側のサ

ポート設計において考慮する。

4.2 建屋・構築物との共振の防止 

支持に当たっては据付場所に応じ，建屋・構築物の共振領

域からできるだけ外れた固有振動数を持つよう考慮する。ま

た，共振領域近くで設計する場合は地震応答に対して十分な

強度余裕を持つようにする。 

4.3  波及的影響の防止 

耐震重要度における下位クラスの機器の破損によって上位

クラスの機器に波及的影響を及ぼすことがないよう配置等を

考慮して設計するが，波及的影響が考えられる場合には，下

位クラス機器の支持構造物は上位クラスに適用される地震動

に対して設計する。

4.4 隣接する設備 

配管が他の配管又は諸設備と接近して設置される場合は，

地震，自重，熱膨張及び機械的荷重による変位があっても干

渉しないようにする。保温材を施工する配管については，保

温材の厚みを含めても干渉しないようにする。 

4.5 材料の選定 

材料選定に当たっては，使用条件下における強度に配慮

し，十分な使用実績があり，材料特性が把握された安全上信

頼性が高いものを使用する。 

また，添付書類「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上

添付書類「Ⅳ-1-

1-10 機器の耐震

支持方針」に記

載した。
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別紙４－１０ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針】(297／297)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

針」の材料の選択方針に基づき，ダクティリティを持つよう

配慮する。 

の留意点」の材料の選択方針に基づき，ダクティリティを持

つよう配慮する。 
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令和３年７月 15 日 Ｒ０ 

別紙４－１１

電気計測制御装置等の耐震設計方針
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別紙４－11 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（1／20）

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

別紙１ 電気計測制御装置等の耐震設計方針 

目次 

1. 概要

2. 耐震設計の範囲

3. 耐震設計の手順

3.1 盤の耐震設計手順 

3.2 装置の耐震設計手順 

3.3 器具の耐震設計手順 

3.4 電路類の耐震設計手順 

3.5 既存資料の利用による耐震設計 

Ⅴ－２－１－１１ 機器・配管の耐震支持設計方針 

目次 

3．電気計測制御装置 

3.1 基本原則 

3.2 支持構造物の設計 

Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針 

目次 

1. 概要

2. 耐震設計の範囲

3. 耐震設計方針

3.1 盤

3.3 装置

3.2 器具

3.4 電路類

3.5 既存資料の利用による耐震設計

4．耐震支持方針 

4.1 基本原則

4.2 支持構造物の設計
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別紙４－11 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（2／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

別紙１ 電気計測制御装置等の耐震設計方針 

1. 概要 

  本方針は，電気計測制御装置等（以下「電気計装品」とい

う。）の耐震設計の基本方針を示すものである。 

 

2. 耐震設計の範囲 

電気計装品の区分及び適用範囲を表 2-1 に示すとおりとし，

設計基準対象施設のうち耐震Ｓクラスの電気計装品及び重大事

故等対処施設のうち常設耐震重要重大事故防止設備または常設

重大事故緩和設備に該当する電気計装品を対象とする。 

なお，耐震Ｓクラスの電気計装品及び重大事故等対処施設の

うち常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備

の電気計装品が，下位クラスの電気計装品による波及的影響に

よって，それぞれの安全機能及び重大事故等に対処するために

必要な機能を損なわないように設計する。 

 

 

 

 

1. 概要 

本方針は，電気計測制御装置等(以下「電気計装品」とい

う。)の耐震設計の基本方針を示すものである。 

 

2. 耐震設計の範囲 

電気計装品の区分及び適用範囲を第 2.-1 表に示すとおり

とし，安全機能を有する施設のうち耐震重要度Ｓクラスの電

気計装品に該当する電気計装品を対象とする。 

なお，耐震重要度Ｓクラスの電気計装品の電気計装品が下

位クラスの電気計装品による波及的影響によって，それぞれ

の安全機能に対処するために必要な機能を損なわないように

設計する。 

重大事故等対処設備については，後次回申請以降で申請す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 回申請範囲

である安全機能

を有する施設に

対する記載と

し，重大事故等

対処施設につい

ては後次回申請

以降に示す。以

降，本資料にお

いて重大事故等

対処施設の記載

有無による先行

炉との差異理由

は同様。 
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別紙４－11 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（3／20） 
 

 

 

第 2.-1 表 電気計装品の区分及び適用範囲 
 

区分 定義 適用範囲 対象例 

1．盤 電気計装品の一部で，

鋼材，鋼板等によって

作られた構造物で器

具，ケーブル等を含

み，電気系，計装系の

信号の処理，制御及び

操作系の保護，開閉並

びに電力の変換等の機

能をもっているものを

いう。 

盤本体の他にチ

ャンネルベー

ス，盤とチャン

ネルベース取付

ボルト及び基礎

ボルトまで含

む。 

中央制御盤

類，閉鎖配電

盤，パワーセ

ンタ，コント

ロールセン

タ，計装ラッ

ク，現場操作

盤，静止形イ

ンバータ，蓄

電池用充電器

等 

2．器具 電気計装品において取

扱われる信号又は電力

に対し，検出，変換，

演算，制御等の操作を

行い，電気系，計装系

の機能を作り出す要素

をいう。これらは盤類

に取付けられ，あるい

は所定の取付場所に設

置される。 

発信器，検出器

等のように計装

配管に取り付け

られたり，現場

に支持金物で据

え付けられるも

のはその取付金

物まで含む。 

各種検出器，

発信器，保護

継電器，制御

継電器，演算

器，スイッ

チ，遮断器，

指示計，計器

用変成器，変

流器等 

3．装置 電力の変換，あるいは

エネルギの変換を目的

とした電気計装品の一

部をいう。 

ディーゼル発電

機は発電機本体

及び基礎ボルト

を含む。 

蓄電池は接続導

体，架台及び基

礎ボルトまで含

む。 

変圧器，ディ

ーゼル発電

機，電動発電

機，蓄電池等 

4．電路類 電線，ケーブル，導体

等の形で電流が通じて

いる回路が，鋼板その

他の材料で構成された

支持及び保護の役目を

する構造物に収納され

ている場合，その構造

物及び電気回路を含め

て電路類という。 

ケーブルトレ

イ，バスダク

ト，電線管等の

支持構造物及び

埋込金物を含

む。 

計装配管は止め

弁以降の計装配

管，支持構造物

及び埋込金物を

含む。 

ケーブルトレ

イ，バスダク

ト，電線管，

ケーブルペネ

トレーショ

ン，計装配管

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補機用電動機に

ついては使用し

ていないため記

載していない。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3. 耐震設計の手順 

具体的な手順は，構造上及び機能上の性質により異なるの

で，電気計装品を盤，装置，器具及び電路類の4種類に大別し，

以下各々についてその手順を示す。 

 

 

 

 

 

3.1 盤の耐震設計手順（図3-1 参照） 

 

盤は，多種多様の器具を収納する集合体であるので，構造

的，機能的に設計地震力に対して健全でなければならない。 

解析モデル化が可能で解析が容易である場合は「振動特性解

析による方法」を採用し，解析モデル化が不可能な場合若しく

は解析モデル化が可能であっても実験によって耐震性を検定す

るのが容易な場合は，「振動特性試験による方法」を採用す

る。 

振動特性解析又は振動特性試験によって剛構造かどうかを判

定し，剛構造であれば静的解析により構造的及び機能的健全性

を確認する。剛構造でない場合は，応答解析又は応答試験を実

施する。 

応答試験による場合は，取り付けられる器具を実装して行う

ことが容易な場合には，実装集合体応答試験により構造的及び

機能的健全性を確認する。 

また，器具を実装して行うことが困難な場合には物理的，構

造的に実物を模擬したものを取り付けた模擬集合体応答試験を

行い構造的健全性を確認するとともに，模擬器具取付点の応答

を測定し，器具の単体で検定された検定スペクトルと比較する

ことにより機能的健全性を確認する。 

応答解析による場合は，解析により構造的健全性を確認する

とともに器具の取付点の応答と器具単体で得られた検定スペク

トルとを比較することにより，機能的健全性を確認する。 

 

 3. 耐震設計方針 

電気計装品は，地震時及び地震後においても再処理施設を

安全な状態に維持できるものでなくてはならない。したがっ

て，地震による再処理施設の安全性に対する影響を考慮し

て，耐震設計上の重要度に応じて電気計装品の耐震設計を行

う。 

第2.-1表において区分した４種類に対する具体的な設計方

針を以下に示す。 

 

3.1  盤 

 
盤は，多種多様の器具を収納する集合体であるので，構造

的，機能的に設計地震力に対して健全でなければならない。 

解析モデル化が可能で解析が容易である場合は「振動特性

解析による方法」を採用し，解析モデル化が不可能な場合若

しくは解析モデル化が可能であっても実験によって耐震性を

検定するのが容易な場合は，「振動特性試験による方法」等

を採用する。 

振動特性解析又は振動特性試験等によって剛構造かどうか

を判定し，剛構造であれば静的解析により構造及び機能的健

全性を確認する。剛構造でない場合は，応答解析又は応答試

験を実施する。 

応答試験による場合は，取付けられる器具を実装して行う

ことが容易な場合には，実装集合体応答試験により構造的，

機能的健全性を確認する。 

また，器具を実装して行うことが困難な場合には物理的，

構造的に実物を模擬したものを取付けた模擬集合体応答試験

を行い構造的健全性を確認するとともに，模擬器具取付点の

応答を測定し，器具の単体で検定された検定スペクトルと比

較することにより機能的健全性を確認する。 

応答解析による場合は，解析により構造的健全性を確認す

るとともに器具の取付点の応答と器具単体で得られた検定ス

ペクトルとを比較することにより，機能的健全性を確認す

る。 

第3.1-1図に盤の耐震設計フローチャートを示す。 

電気計装品の耐

震設計方針につ

いての記載とし

た。 

 

 

 

 

 

第 2.－１表に合

わせ，区分ごと

の説明項目とし

た。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

  
構造設計

解析モデル化
可能

振動特性試験

剛構造

実装集合体
試験可能

実装集合体
応答試験

模擬集合体
応答試験

静的解析 応答解析

剛構造

振動特性解析

最大応答加速度
及び床応答曲線

器具等取付点応答
一般検定条件以下

盤の構造的
健全性検討

盤の構造的，機能的
健全性検討

盤の機能的
健全性検討

健全健全

盤の設計
変更が可能

器具の設計変更

完了

YES

YES YES

YES

YES

YESYES

YES

NO

NO NO

NO

NO

NO NO

NO

A

B

A B ：第3.2-1図 器具の耐震設計
　フローチャート参照

 
第 3.1-1 図 盤の耐震設計フローチャート 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.2 装置の耐震設計手順（図3-2 参照） 

装置は，一般に剛な構造であり，その機能は，構造的健全性

が保たれている限り失われることはない。したがって，耐震性

の検討は，静的解析を行って構造的健全性を確かめる。 

ただし，剛構造でない場合は，盤と同様に応答解析又は応答

試験によって構造的健全性を確認する。 

 

 

 

3.2  装置 

装置は，一般的に剛構造であり，その機能は，構造的健全

性が保たれている限り失われることはない。したがって，耐

震性の検討は，静的解析を行って構造的健全性を確認する。 

ただし，剛構造でない場合は，盤と同様に応答解析又は応

答試験によって構造的健全性を確認する。 

第 3.2-1 図に装置の耐震設計フローチャートを示す。 

 

構造設計

静的解析

剛構造

最大応答加速度

構造的，機能的
健全性検討

健全

装置の設計
変更が可能か

装置の形式変更

盤と同様の
フローチャートへ

NO

YES

NO

NO

YES

YES

完了

 
 

第 3.2-1 図 装置の耐震設計フローチャート 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.3 器具の耐震設計手順（図3-3 参照） 

器具の耐震性の検討は，構造，機能の両面について行う。 

器具は，構造的及び機能的健全性を保持し得る限界入力，又

は許容入力値を求める一般検定試験（又は限界性能試験）を行

い，検定スペクトルを求め，これと取付け位置の応答とを比較

することにより耐震性を判定する。 

一般検定試験を行えない場合は，器具取付け位置の動的入力

によって応答試験を行うことにより耐震性を判定する。 

器具の中で，計器用変成器等のように剛体と見なせるもので

あって構造的に健全であれば，その機能が維持されるものにつ

いては装置と同様に静的解析を行って構造的健全性を確認す

る。 

 

 

 

3.3  器具 

器具の耐震性の検討は，構造，機能の両面について行う。 

器具は，構造的，機能的健全性を保持し得る限界入力，又

は許容入力値を求める一般検定試験(又は限界性能試験)を行

い，検定スペクトルを求め，これと取付け位置の応答とを比

較することにより耐震性を判定する。 

一般検定試験を行えない場合は，器具取付け位置の動的入

力によって応答試験を行うことにより耐震性を判定する。 

器具の中で，計器用変成器等のように剛体と見なせるもの

であって構造的に健全であれば，その機能が維持されるもの

については装置と同様に静的解析を行って構造的健全性を確

認する。 

第3.3-1図に器具の耐震設計フローチャートを示す。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

 

構造・機能設計

一般検定

振動特性試験
一般検定試験

（又は限界性能試験）

一般検定条件
（限界入力又は許容入力）

健全

器具の設計
変更が可能

器具の形式変更

完了

YES

YES

YES

NO

NO

NO

検定スペクトル応答試験

B
構造的，機能的
健全性検討

最大応答加速度
及び床応答曲線

A

第3.1-1図 盤の耐震設計
フローチャート参照

第3.1-1図 盤の耐震設計
フローチャート参照

 
第3.3-1図 器具の耐震設計フローチャート 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.4 電路類の耐震設計手順（図3-4 参照） 

電路類は，構造的に健全ならば機能が維持されるので構造的

検討のみを行う。この際には3次元はりモデルによる解析又は標

準支持間隔法を用いる。3 次元はりモデルによる解析の場合

は，固有振動数に応じて応答解析による方法，又は静的解析に

よる方法を用いて構造的健全性を確認する方針とする。 

 

また，標準支持間隔法を用いる場合は，振動数基準による標

準支持間隔法を基本として標準支持間隔を設定し，標準支持間

隔以内で支持することにより耐震性を確保する。 

 

 

また，各建物間，建物と建物外地盤とにまたがって設置され

るものについては，それらの地震時の相対変位を吸収できる構

造とする。 

熱膨張等を考慮しなければならないものについては，その荷

重に対して構造的健全性を確認する方針とする。 

 

3.4  電路類 

電路類は，構造的に健全ならば機能が維持されるので構造

的検討のみを行う。この際には多質点系はりモデルによる解

析又は標準支持間隔法を用いる。多質点系はりモデルによる

解析の場合は，固有振動数に応じて応答解析による方法，又

は静的解析による方法を用いて構造的健全性を確認する方針

とする。 

また，標準支持間隔法を用いる場合は，静的又は動的地震

力による応力が許容応力以下となる標準支持間隔を設定し，

標準支持間隔以内で支持することにより耐震性を確保する。 

第3.4-1図に電路類の耐震設計フローチャートを示す。 

 

また各建屋間，建屋と建屋外地盤とにまたがって設置され

るものについては，それらの地震時の相対変位を吸収できる

構造とする。 

熱膨張等を考慮しなければならないものについては，その

荷重に対して構造的健全性を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

ける標準支持間

隔法による支持

間隔の設定は，

応力基準により

算出しているこ

とから，応力基

準により算出し

た標準支持間隔

以内で支持する

設計方針を記載

した。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

構造設計

３次元はりモデル
による解析

標準支持間隔法

健全

応答解析 静的解析

標準支持間隔以内
での支持施工

最大応答加速度
及び床応答曲線

構造的健全性検討

剛構造

標準支持間隔の設定

YES

NO

YES

NO

完了

 
第 3.4-1 図 電路類の耐震設計フローチャート 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.5 既存資料の利用による耐震設計 

電気計装品の耐震設計は，既に振動実験若しくは解析が行わ

れており，かつ，その電気計装品が本原子力発電所に使用され

るものと同等又は類似と判断される場合には，その実験データ

若しくは解析値を利用して耐震設計を行う。 

Ⅴ－２－１－１１ 機器・配管の耐震支持設計方針 

3. 電気計測制御装置

3.1 基本原則 

電気計測制御装置の耐震支持方針は下記によるものとする。 

(1) 電気計測制御装置は取付ボルト等により支持構造物に固定

される。支持構造物は，剛な床，壁面等から支持することと

する。

(2) 支持構造物を含め十分剛構造とすることで建屋との共振を

防止する。

(3) 剛性を十分に確保できない場合は，振動特性に応じた地震

応答解析により，応力評価に必要な荷重等を算定し，その荷

重等に耐える設計とする。

(4) 地震時に要求される電気的機能を喪失しない構造とする。

電気計測制御装置の電気的機能維持の設計方針を別紙1に示

す。

3.2 支持構造物の設計 

3.2.1 設計手順 

電気計測制御装置の配置，構造計画に際しては，設置場所の環境

条件，現地施工性等の関連を十分考慮して総合的な調整を行い，電

気計測制御装置類の特性，運転操作及び保守点検の際に支障となら

ないこと等についての配慮を十分加味した耐震設計を行うよう考慮

する。 

設計手順を図3-1に示す。 

支持構造物の設計は，建屋基本計画及び電気計測制御装置の基本設

計条件等から配置設計を行い，耐震解析，機能維持の検討により強

3.5  既存資料の利用による耐震設計 

電気計装品の耐震設計は，既に振動実験若しくは解析が行

われており，かつ，その電気計装品が本再処理施設に使用さ

れるものと同等又は類似と判断される場合には，その実験デ

ータ若しくは解析値を利用して耐震設計を行う。 

4. 耐震支持方針

4.1  基本原則 

電気計装品の耐震支持方針は下記によるものとする。 

(1)電気計装品は取付ボルト等により支持構造物に固定され

る。支持構造物は，剛な床，壁面等から支持することとす

る。

(2)支持構造物を含め十分剛構造とすることで建屋との共振

を防止する。

(3)剛性を十分に確保できない場合は，振動特性に応じた地

震応答解析により，応力評価に必要な荷重等を算定し，そ

の荷重等に耐える設計とする。

(4)地震時に要求される電気的機能を喪失しない構造とす

る。

4.2  支持構造物の設計 

電気計装品の配置，構造計画に際しては，設置場所の環境

条件，現地施工性等の関連を十分考慮して総合的な調整を行

い，電気計装品類の特性，運転操作及び保守点検の際に支障

とならないこと等についての配慮を十分加味した耐震設計を

行うよう考慮する。 

支持構造物の耐震設計フローチャートを第4.2-1図に示す。 

支持構造物の設計は，建屋基本計画及び電気計装品の基本

設計条件等から配置設計を行い，耐震解析，機能維持の検討

により強度及び支持機能を確認し，詳細設計を行う。 
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【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（13／20）

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

度及び支持機能を確認し，詳細設計を行う。 
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【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（14／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

基本原則

機能維持
の検討

OK

NO
※1 変圧器，蓄電池

　　　測温抵抗体は除く

設計仕様

設計条件※2

建屋基本計画図

機器配置図

設計場所
大きさ
スペース

建屋種別
設置高さ

基本設計図

支持構造決定

耐震計算

設計用床応答曲線

構造図基礎図

加振試験※1

※2 環境条件，現地施工性及び運転操作・保守点検時の配慮含む。

 
第 4.2-1 図 支持構造物の耐震設計フローチャート 

 
 

 

 

 

 

設計フローチャ

ートであること

から，設計に係

る内容について

記載した。 
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【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（15／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.2.2 支持構造物及び埋込金物の設計 

(1) 盤の設計 

a. 設計方針 

盤に実装される器具は取付ボルトにより盤に固定する。 

盤には自立型と壁掛型があり，鋼材及び鋼板を組み合せた

フレーム及び筺体で構成される箱型構造とする。 

自立型の盤は基礎ボルトにより，あるいは床面に埋め込ま

れた埋込金物に溶接することにより自重及び地震荷重に対

し，有効な支持機能を有するよう設計する。 

 

壁掛型の盤は基礎ボルトにより，あるいは埋込金物に溶接

することにより自重及び地震荷重に対し，有効な支持機能を

有するよう設計する。 

 

 

b. 荷重条件 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機

能維持の基本方針」に従う。 

 

 

4.2.1  支持構造物 

(1) 盤 

a．設計方針 

盤に実装される器具は取付ボルトにより盤に固定する。 

盤には垂直自立形と壁掛形があり，鋼材及び鋼板を組み

合わせたフレーム及び筐体で構成される箱型構造とする。 

垂直自立形の盤は，床面に埋め込まれた埋込金物に溶接

又は基礎ボルトで固定されたチャンネルベースに取付ボル

トで固定することにより自重及び地震荷重に対し，有効な

支持機能を有するよう設計する。 

壁掛形の盤は基礎ボルトにより，あるいは基礎に埋め込

まれた埋込金物又は基礎ボルトで固定されたチャンネルベ

ースに取付ボルトで固定することにより自重及び地震荷重

に対し，有効な支持機能を有するよう設計する。 

 

b．荷重条件 

荷重の種類及び組合せについては添付書類「Ⅳ－１－１

－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基礎ボルト） 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(2) 架台の設計 

a. 設計方針 

架台に実装される器具は取付ボルトにより架台に固定する。 

 

架台は鋼材を組合せた溶接構造又はボルト締結構造とし，

自重及び地震荷重に対し，機能低下を起こすような変形をお

こさないよう設計する。 

架台は基礎ボルトにより，あるいは埋込金物に溶接するこ

とにより自重及び地震荷重に対し，有効な支持機能を有する

よう設計する。 

 

b. 荷重条件 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅴ-2-1-9  

機能維持の基本方針」に従う。 

 

 

(2)架台 

a．設計方針 

架台に実装される器具は取付ボルト等により架台に固

定する。 

架台は鋼材を組合せた溶接構造又はボルト締結構造と

し，自重及び地震荷重に対し，機能低下を起こすような

変形を起こさないよう設計する。 

架台は基礎ボルトにより，あるいは埋込金物に溶接す

ることにより自重及び地震荷重に対し，有効な支持機能

を有するよう設計する。 

 

b．荷重条件 

荷重の種類及び組合せについては添付書類「Ⅳ－１－

１－８ 機能維持の基本方針」に従う。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(3) 埋込金物の設計 

a. 設計方針 

埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝え，支

持構造物と一体となって支持機能を満たすように設計する。

埋込金物の選定は，支持荷重及び配置を考慮して行う。 

 

 

b. 荷重条件 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機

能維持の基本方針」に従う。 

 

c. 種類及び選定 

埋込金物には下記の種類があり，それぞれの使用用途にあ

わせて選定する。 

(a) 埋込金物形式 

機器の配置計画時に基礎との取合い形状が確定できない

場合に使用する。 

 

 

(3)埋込金物 

a．設計方針 

埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝

え，支持構造物と一体となって支持機能を満たすように

設計する。埋込金物の選定は，支持荷重及び配置を考慮

して行う。 

 

b．荷重条件 

荷重の種類及び組合せについては添付書類「Ⅳ－１－

１－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

c．種類及び選定 

埋込金物には下記の種類があり，それぞれの使用用途

にあわせて選定する。 

(a) 埋込金物形式 

機器の配置計画時に基礎との取合い形状が確定でき

ない場合に使用する。 
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【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（18／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(b) 基礎ボルト形式 

機器の配置計画時に基礎との取合い形状が確定できる場

合に使用する。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 基礎ボルト形式 

機器の配置計画時に基礎との取合い形状が確定でき

る場合に使用する。
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【Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針】（19／20） 
 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

(c) 後打アンカ 

打設後のコンクリートに穿孔機で孔をあけて設置するも

ので，ケミカルアンカ又はメカニカルアンカを使用する。

ただし，ケミカルアンカは，要求される支持機能が維持で

きる温度条件で使用する。また，メカニカルアンカは振動

が大きい箇所に使用しない。 

 

後打アンカの設計は，「各種合成構造設計指針・同解

説」（日本建築学会，2010年改定）に基づき設計する。ま

た，アンカメーカが定める施工要領に従い設置する。 

 

 

 

(c) 後打ちアンカ 

打設後のコンクリートに穿孔機で孔をあけて設置

するもので，ケミカルアンカ又はメカニカルアンカ

を使用する。ただし，ケミカルアンカは，要求され

る支持機能が維持できる温度条件で使用する。ま

た，メカニカルアンカは振動が大きい箇所に使用し

ない。 

後打ちアンカの設計は，「各種合成構造設計指

針・同解説」(日本建築学会，2010年改定)又は

JEAG4601・補-1984に基づき設計する。また，アン

カメーカが定める施工要領に従い設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（使用している

適用規格を追記

した。） 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(4) 基礎の設計 

a. 設計方針 

電気計測制御装置の基礎は，支持構造物から加わる自重，

地震荷重に対し，有効な支持機能を有するよう設計する。基

礎の選定は，電気計測制御装置の支持方法，支持荷重及び配

置を考慮して行う。 

 

b. 荷重条件 

基礎の設計は，電気計測制御装置から伝わる荷重に対し，

荷重成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せに

ついては，添付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に従

う。 

(4) 基礎 

a．設計方針 

電気計装品の基礎は，支持構造物から加わる自重，地

震荷重に対し，有効な支持機能を有するよう設計する。

基礎の選定は，電気計装品の支持方法，支持荷重及び配

置を考慮して行う。 

 

b．荷重条件 

基礎の設計は，電気計装品から伝わる荷重に対し，荷

重成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せ

については，添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基

本方針」に従う。 
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別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（1／16） 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

Ⅴ-2-11-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震

評価方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 耐震評価方針 

3.1 耐震評価部位 

3.2 地震応答解析 

3.3 設計用地震動又は地震力 

3.4 荷重の種類及び荷重の組合せ 

3.5 許容限界 

3.6 まとめ 

Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位ク

ラス施設の耐震評価方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 耐震評価方針 

3.1  耐震評価部位 

3.2  地震応答解析 

3.3  設計用地震動又は地震力 

3.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

3.5  許容限界 

3.6  まとめ 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（2／16） 

 

 

1. 概要 

本資料は，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を設計す

る際に，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」の

「4.波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」にて選定した

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震評価方針を説

明するものである。 

 

2. 基本方針 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設は，添付書類「Ⅴ

-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」の「5. 波及的影響の設計対

象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に基づき，以下「3.耐

震評価方針」に示すとおり，耐震評価部位，地震応答解析，設計

用地震動又は地震力，荷重の種類及び荷重の組合せ並びに許容限

界を定めて耐震評価を実施する。この耐震評価を実施するものと

して，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針」の「4.

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」にて選定した波及

的影響の設計対象とする下位クラス施設を，建物・構築物及び機

器・配管系に分けて表2-1に示す。 

 

 

1. 概要 

本資料は，安全機能を有する施設を設計する際に，添付書

類「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「4.波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設」にて選定した波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震評価方針を

説明するものである。 

 

2. 基本方針 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設は，添付書類

「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「5. 波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」

に基づき，以下「3.耐震評価方針」に示すとおり，耐震評価

部位，地震応答解析，設計用地震動又は地震力，荷重の種類

及び荷重の組合せ並びに許容限界を定めて耐震評価を実施す

る。この耐震評価を実施するものとして，添付書類「Ⅳ－１

－１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「4.波及的影響の

設計対象とする下位クラス施設」にて選定した波及的影響の

設計対象とする下位クラス施設を第2.-１表に示す。 

 

第 2.-１表 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

分類 
波及的影響の設計対象とする下

位クラス施設 

建物・構築物 
安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物防

護ネット 

 

 

 

第 1 回申請範囲

である安全機能

を有する施設に

対する記載と

し，重大事故等

対処施設につい

ては後次回申請

以降に示す。以

降，本資料にお

いて重大事故等

対処施設の記載

有無による先行

炉との差異理由

は同様。 

 

第 2.-１表に合

わせた記載とし

た 

 

 

 

 

 

記載の適正化と

して，添付書類

「Ⅳ－１－１－

４ 波及的影響

に係る基本方

針」に合わせた

記載とした。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3. 耐震評価方針 

3.1 耐震評価部位 

耐震評価部位については，対象設備の構造及び波及的影響の観

点を考慮し，ＪＥＡＧ 4601を含む工事計画での実績を参照した

上で，耐震評価上厳しい箇所を選定する。 

 

3.1.1 不等沈下又は相対変位の観点 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

a. 土留鋼管矢板 

土留鋼管矢板は，地盤の不等沈下により貯留堰の機能に影響

を及ぼす可能性が否定できないことから，上位クラス施設の設

計に適用する地震動又は地震力に対して，土留鋼管矢板の構造

部材の健全性及び基礎地盤の支持性能の確認を行う。 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

a. タービン建屋及びサービス建屋 

タービン建屋及びサービス建屋は，相対変位により原子炉建

屋に衝突する可能性が否定できないことから，上位クラス施設

の設計に適用する地震動又は地震力に対して，タービン建屋及

びサービス建屋の相対変位による衝突の有無の確認を行い，衝

突する場合には衝突時に原子炉建屋に影響がないことを確認す

る。 

 

3. 耐震評価方針 

3.1  耐震評価部位 

耐震評価部位については，対象設備の構造及び波及的影響

の観点を考慮し，JEAG4601を含む工事計画での実績を参照し

た上で，耐震評価上厳しい箇所を選定する。 

 

3.1.1  不等沈下又は相対変位の観点 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

地盤の不等沈下による影響については，添付書類「Ⅳ－

１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「4.1 相対変

位又は不等沈下の観点」に示すように，安全冷却水Ｂ冷却

塔に対して波及的影響を及ぼす下位クラス施設はない。 

 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

a.  安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物防護ネット 

下位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物防護ネ

ットは，上位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔に隣接し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う相対変位により衝突して，安全冷却水Ｂ冷却

塔に対して波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。この

ため下位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物防護

ネットと上位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔の相対変

位に対する評価を実施する。 

 

 

各施設の評価に必要な詳細構造計画は各計算書に示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

いて，安全冷却

水Ｂ冷却塔に対

して波及的影響

を及ぼす下位ク

ラス施設はない

ことを記載し

た。 
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3.1.2 接続部の観点 

a. ウォータレグシールライン（残留熱除去系，高圧炉心スプ

レイ系及び低圧炉心スプレイ系） 

残留熱除去系配管,高圧炉心スプレイ系配管及び低圧炉心ス

プレイ系配管に系統上接続されている下位クラス施設のウォー

タレグシールライン（残留熱除去系,高圧炉心スプレイ系及び

低圧炉心スプレイ系）は，下位クラス施設のウォータレグシー

ルラインの損傷により，上位クラス施設の残留熱除去系配管の

バウンダリ機能の喪失の可能性が否定できない。このため，上

位クラス施設の残留熱除去系配管と系統上接続されている下位

クラス施設のウォータレグシールラインについて，上位クラス

施設の設計に適用する地震動又は地震力に対して，主要構造部

材及び支持部の評価を実施する。 

 

3.1.2  接続部の観点 

接続部の観点による影響については，添付書類「Ⅳ－１－

１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「4.2 接続部の観

点」に示すように，安全冷却水Ｂ冷却塔に対して波及的影響

を及ぼす下位クラス施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設にお

いて，安全冷却

水Ｂ冷却塔に対

して波及的影響

を及ぼす下位ク

ラス施設はない

ことを記載し

た。 
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3.1.3 屋内施設の損傷・転倒及び落下等の観点 

 

 

 

 

 

 

a. 燃料取替機 

燃料取替機は，上位クラス施設である使用済燃料プール，使

用済燃料貯蔵ラック等の上部に設置していることから，上位ク

ラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒又は落

下により，使用済燃料プール，使用済燃料貯蔵ラック等に衝突

し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため上位ク

ラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に対して，主要構

造部材，支持部及び吊具の評価を実施する。 

b. 原子炉建屋クレーン 

原子炉建屋クレーンは，上位クラス施設である使用済燃料プ

ール，使用済燃料貯蔵ラック等の上部に設置していることか

ら，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う

転倒又は落下により，使用済燃料プール，使用済燃料貯蔵ラッ

ク等に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。この

ため上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に対し

て，主要構造部材，支持部及び吊具の評価を実施する。 

c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン 

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーンは，上位クラス施

設である使用済燃料乾式貯蔵容器の上部に設置しているこ

とから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震

力に伴う転倒又は落下により，使用済燃料乾式貯蔵容器に

衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このた

め上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に対

して，主要構造部材及び支持部の評価を実施する。 

d. チャンネル着脱機 

チャンネル着脱機は，上位クラス施設である使用済燃料

3.1.3  建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

の観点 

 

 

 

 

 

 

建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下の観

点による影響については，添付書類「Ⅳ－１－１－４ 波及

的影響に係る基本方針」の「4.3 建屋内施設の損傷，転倒及

び落下の観点」に示すように，安全冷却水Ｂ冷却塔に対して

波及的影響を及ぼす下位クラス施設はない。 

 

記載の適正化と

して，添付書類

「Ⅳ－１－１－

４ 波及的影響

に係る基本方

針」に合わせた

記載とした。 

 

再処理施設にお

いて，安全冷却

水Ｂ冷却塔に対

して波及的影響

を及ぼす下位ク

ラス施設はない

ことを記載し

た。 
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発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

プール及び使用済燃料貯蔵ラックの上部又は隣接して設置

していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒又は落下により，使用済燃料プー

ル及び使用済燃料貯蔵ラックに衝突し波及的影響を及ぼす

おそれが否定できない。このため上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に対して，主要構造部材，支持

部及び吊具の評価を実施する。 

e. 原子炉遮蔽 

原子炉遮蔽は，上位クラス施設である原子炉圧力容器に

隣接していることから，上位クラス施設の設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒により，原子炉圧力容器に衝

突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に対し

て，主要構造部材，固定部の評価を実施する。 

f. 原子炉ウェル遮蔽ブロック 

原子炉ウェル遮蔽ブロックは，上位クラス施設である原

子炉格納容器の上部に設置していることから，上位クラス

施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う落下によ

り，原子炉格納容器に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが

否定できない。このため上位クラス施設の設計に適用する

地震動又は地震力に対して，主要構造部材の評価を実施す

る。 

g. 制御棒貯蔵ラック 

制御棒貯蔵ラックは，上位クラス施設である使用済燃料

プール及び使用済燃料貯蔵ラックの上部又は隣接して設置

していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒又は落下により，使用済燃料プー

ル及び使用済燃料貯蔵ラックに衝突し波及的影響を及ぼす

おそれが否定できない。このため上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に対して，主要構造部材及び固

定部の評価を実施する。 

h. 制御棒貯蔵ハンガ 
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制御棒貯蔵ハンガは，上位クラス施設である使用済燃料

プール及び使用済燃料貯蔵ラックの上部又は隣接して設置

していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒又は落下により，使用済燃料プー

ル及び使用済燃料貯蔵ラックに衝突し波及的影響を及ぼす

おそれが否定できない。このため上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に対して，主要構造部材及び固

定部の評価を実施する。 

i. 格納容器機器ドレンサンプ 

格納容器機器ドレンサンプは，上位クラス施設である格

納容器床ドレンサンプ及び導入管の近傍に設置しているこ

とから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震

力に伴う転倒により，格納容器床ドレンサンプ及び導入管

に波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため上

位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に対し

て，主要構造部材の評価を実施する。 

g. 中央制御室天井照明 

中央制御室天井照明は，上位クラス施設である緊急時炉

心冷却系操作盤，原子炉補機操作盤等の上部に設置してい

ることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は

地震力に伴う落下により，緊急時炉心冷却系操作盤，原子

炉補機操作盤等に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に対して，主要構造部材及び固定部の評価を

実施する。 

h. 使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋 

使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋は，上位クラス施設である

使用済燃料乾式貯蔵容器の上部に設置していることから，

上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う

落下により，使用済燃料乾式貯蔵容器に衝突し波及的影響

を及ぼすおそれが否定できない。このため上位クラス施設

の設計に適用する地震動又は地震力に対して，主要構造部
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材の評価を実施する。 

i. 耐火障壁 

耐火障壁は，上位クラス施設であるパワーセンタ，125V 

系蓄電池，可燃性ガス濃度制御系再結合器等の近傍に設置

していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震

動又は地震力に伴う転倒により，パワーセンタ，125V 系蓄

電池，可燃性ガス濃度制御系等に衝突し波及的影響を及ぼ

すおそれが否定できない。このため上位クラス施設の設計

に適用する地震動又は地震力に対して，主要構造部材及び

固定部の評価を実施する。 
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3.1.4 屋外施設の損傷・転倒及び落下等の観点 

 

 

 

 

 

 

a. 海水ポンプエリア防護対策施設 

下位クラス施設である海水ポンプエリア防護対策施設は，上

位クラス施設である残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去系

海水系ストレーナ等の上部に設置していることから，上位クラ

ス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う落下により，

残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去系海水系ストレーナ等

に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このた

め主要構造部材及び支持部の評価を実施する。 

b. 原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護対策施設 

原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護対策施設は，上位ク

ラス施設である原子炉建屋外側ブローアウトパネル及びブロー

アウトパネル閉止装置に近接して設置していることから，上位

クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う損傷によ

り，原子炉建屋外側ブローアウトパネル及びブローアウトパネ

ル閉止装置に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため主要構造部材及び支持部の評価を実施する。 

各施設の評価に必要な詳細構造計画は各計算書に示す。 
 

3.2 地震応答解析 

地震応答解析については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響

に係る基本方針」の「5.2 地震応答解析」に基づき，下位クラ

ス施設に適用する方法として，添付書類「Ⅴ-2-1-6 地震応答

解析の基本方針」に記載の建物・構築物，機器・配管系又は屋

外重要土木構造物それぞれの地震応答解析の方針に従い実施す

る。 

 

3.3 設計用地震動又は地震力 

3.1.4  建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

の観点 

 

 

 

 

 

(1) 安全冷却水Ｂ冷却塔の飛来物防護ネット 

下位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔の飛来物防護ネ

ットは，上位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔を覆うよ

うに設置していることから，上位クラス施設の設計に適用す

る地震動又は地震力に伴う転倒又は落下により，安全冷却水

Ｂ冷却塔に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため支持部の評価を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各施設の評価に必要な詳細構造計画は各計算書に示す。 

 

3.2  地震応答解析 

地震応答解析については，添付書類「Ⅳ－１－１－４ 波

及的影響に係る基本方針」の「5.2 地震応答解析」に基づ

き，下位クラス施設に適用する方法として，添付書類「Ⅳ－

１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に記載の建物・構築

物，機器・配管系それぞれの地震応答解析の方針に従い実施

する。 

 

記載の適正化と

して，添付書類

「Ⅳ－１－１－

４ 波及的影響

に係る基本方

針」に合わせた

記載とした。 

再処理施設にお

いて，安全冷却

水Ｂ冷却塔に対

して波及的影響

を及ぼす下位ク

ラス施設につい

て記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認申請書本

文における「Ⅰ-

１ 基本設計方

針」と同様に，

建物・構築物
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設計用地震動又は地震力については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 

波及的影響に係る基本方針」の「5.3 設計用地震動又は地震

力」に基づき，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地

震力として，基準地震動Ｓｓを適用する。 

 

3.3  設計用地震動又は地震力 

設計用地震動又は地震力については，添付書類「Ⅳ－１－

１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「5.3 設計用地震動

又は地震力」に基づき，上位クラス施設の設計に適用する地

震動又は地震力として，基準地震動を適用する。 

 

は，建屋，屋外

重要土木構造物

(洞道)等の総称

としており，屋

外重要土木構造

物(洞道)につい

ても，建物・構

築物の章内にて

記載。なお，

「Ⅳ－１－１－

４ 波及的影響

に係る基本方

針」の「4. 波

及的影響の設計

対象とする下位

クラス施設」に

おいて選定され

る屋外重要土木

構造物(洞道)は

ない。 
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別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（11／16） 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.4 荷重の種類及び荷重の組合せ 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波

及的影響に係る基本方針」の「5.4荷重の種類及び荷重の組合

せ」に基づき，波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施

設の運転状態において下位クラス施設に発生する荷重は，上位

クラス施設がＳクラス施設の場合は運転状態Ⅰ～Ⅳとして，Ｓ

Ａ施設の場合は運転状態Ⅴとして発生する荷重を設定し，添付

書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」の設計基準対象施設又

は常設重大事故等対処施設の荷重の組合せをそれぞれ適用す

る。 

 

また，屋外に設置されている施設については，添付書類「Ⅴ

-2-1-9 機能維持の基本方針」の風荷重及び積雪荷重の組合せ

の考え方に基づき設定する。 

 

3.5 許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用いる

許容限界については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る

基本方針」の「5.5 許容限界」に基づき，波及的影響を受ける

おそれのある上位クラス施設と同じ運転状態において，下位ク

ラス施設が波及的影響を及ぼすおそれがないよう，また，上位

クラス施設の機能に影響がないよう，以下，建物・構築物，機

器・配管系及び土木構造物に分けて設定する。 
 

3.5.1 建物・構築物 

建物・構築物については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響

に係る基本方針」の「5.5 許容限界」に基づき，距離及び終局

耐力を許容限界とする。 

終局耐力においては，鉄筋コンクリート造耐震壁を主要構造

とする建物・構築物についてはJEAG4601に基づく終局点に対応

するせん断ひずみ，それ以外の建物・構築物については崩壊機

構が形成されないこと又は「鋼構造設計規準－許容応力度設計

法－」（（社）日本建築学会，2005）等に基づく終局耐力を設

定することを基本とする。 

3.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅳ－１－１

－４ 波及的影響に係る基本方針」の「5.4 荷重の種類及び

荷重の組合せ」に基づき，波及的影響の防止を目的とした設

計において用いる荷重の種類及び荷重の組合せについては，

波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施設と同じ運転

状態において下位クラス施設に発生する荷重を組み合わせ

る。 

 

 

 

また，屋外に設置されている施設については，添付書類

「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の積雪荷重及び風

荷重の組合せの考え方に基づき設定する。 

 

3.5  許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用い

る許容限界については，添付書類「Ⅳ－１－１－４ 波及的

影響に係る基本方針」の「5.5 許容限界」に基づき，波及的

影響を受けるおそれのある上位クラス施設と同じ運転状態に

おいて，下位クラス施設が波及的影響を及ぼすおそれがない

よう，また，上位クラス施設の機能に影響がないよう，以

下，建物・構築物，機器・配管系に分けて設定する。 

 

3.5.1  建物・構築物 

建物・構築物については，添付書類「Ⅳ－１－１－４ 波

及的影響に係る基本方針」の「5.5  許容限界」に基づき，

距離及び終局耐力を許容限界とする。 

終局耐力においては，鉄筋コンクリート造耐震壁を主要構

造とする建物・構築物についてはJEAG4601に基づく終局点に

対応するせん断ひずみ，それ以外の建物・構築物については

崩壊機構が形成されないこと又は「鋼構造設計規準－許容応

力度設計法－」（（社）日本建築学会，2005）等に基づく終

局耐力を設定することを基本とする。 

 

 

 

記載の適正化と

して，添付書類

「Ⅳ－１－１－

４ 波及的影響

に係る基本方

針」に合わせた

記載とした。 
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別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（12／16） 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

3.5.2 機器・配管系 

機器・配管系については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響

に係る基本方針」の「5.5 許容限界」に基づき，破断延性限界

に十分な余裕を有していることに相当する許容限界として，添

付書類「Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針」に示す許容応力状態

ⅣＡS を設定する。 

 

3.5.2  機器・配管系 

機器・配管系については，添付書類「Ⅳ－１－１－４  

波及的影響に係る基本方針」の「5.5  許容限界」に基づ

き，破断延性限界に十分な余裕を有していることに相当する

許容限界として，添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基

本方針」に示す基準地震動との荷重の組合せに適用する許容

限界を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化と

して，添付書類

「Ⅳ－１－１－

８ 機能維持の

基本方針」に合

わせた記載とし

た。  

807



別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（13／16）

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.5.3 土木構造物 

土木構造物については，添付書類「Ⅴ-2-1-5 波及的影響に

係る基本方針」の「5.5 許容限界」に基づき，構造部材は短期

許容応力度，基礎地盤は極限支持力度に対して妥当な安全余裕

を考慮して設定する。 

屋外重要土木構

造物の扱いは

3.2 と同様。 

808



別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（14／16） 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

3.6 まとめ 

以上を踏まえ，波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の

耐震評価方針を表3-1に示す。評価条件の欄については，波及的

影響を受けるおそれのある上位クラス施設と同じ運転状態を想定

することから，上位クラス施設がSクラス施設の場合は「DB」，

重要SA施設の場合は「SA」と評価条件に明記する。 
 

各施設の詳細な評価は，添付書類「Ⅴ-2-11-2」以降の各計算

書に示す。 

 

3.6  まとめ 

以上を踏まえ，波及的影響の設計対象とする下位クラス施

設の耐震評価方針を第3.6-1表に示す。 

 

 

 

 

各施設の詳細な評価は，添付書類「Ⅳ－２－１－４ 波及

的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価結

果」以降の各計算書に示す。なお，安全冷却水Ｂ冷却塔の飛

来物防護ネット以外の詳細な評価は，後次回申請以降におい

て示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設の設

工認申請におい

ては分割申請で

あるため，後次

回申請以降で示

すことがわかる

記載とした。 
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別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（15／16） 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 

 

 
 

再処理施設にお

いて，安全冷却

水Ｂ冷却塔に対

して波及的影響

を及ぼす下位ク

ラス施設につい

て記載した。 
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別紙４－１２ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 
【Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針】（16／16） 

 

 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
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別紙５ 
 
 
 

補足説明すべき項目の抽出 
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別紙６ 
 
 
 

変更前記載事項の 
既工認等との紐づけ 

 
※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。 
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別紙７ 

基本設計方針の要求種別を 

踏まえた類型化 

（追而） 

814


